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Ⅰ 2024自治労春闘中間総括（案）について 
 

1. はじめに 
 自治労は、2024 春闘方針について、12 月の春闘討論集会での議論を踏まえ、
2024 年１月に開催した第 165 回中央委員会において決定した。 
 2024 春闘方針においては、これまでと同様に、春闘を「１年のたたかいのスタ
ート」となる闘争と位置づけ、2023 春闘から引き続き、「あなたの声ではじまる
春闘」をスローガンに、組合員の意見や職場課題を踏まえた要求－交渉を行うこ
とで、秋の自治体賃金確定闘争につなげていくことを確認した。 
 また、そのためにも、労働組合のすべての取り組みに対して、年齢・性別・雇
用形態などを問わず、女性や若手組合員、高齢層職員、会計年度任用職員などの
あらゆる層の参画を追求することが重要とした。さらには、そうした多様な層と
の職場討議や学習会などを通じた意見を集める機会を確保することに加え、職場
点検を通じた課題の洗い出しを通じて、現場組合員の意見・要望、職場実態に基
づいた要求－交渉を進めていくこととした。 
 そのことを踏まえながら、2024 春闘方針では、①賃金・労働条件改善、②人員
確保、③カスハラ防止対策などを重点項目に掲げて取り組むこととし、同時に、
公共民間、全国一般、公営競技、民間交通などの民間単組においては、自治体単
組や関係単組などと連携の上、春闘期での決着を追求し、中小・地場の賃金相場
の形成と底上げに取り組んでいくこととした。 
 そうしたなか、全県本部・単組で実施したストライキ批准投票については、前
年を 0.15 ポイント上回る 77.56％（２月 27 日時点）の批准率となり、２月 29 日
の第３回県本部代表者会議・第２回拡大闘争委員会において闘争指令権が確立さ
れた。ヤマ場の取り組みでは、３月 14 日に統一行動日を設定したのは 37 県本部
（一部単組のみ設定の県本部も含む）で、独自の統一行動日を設定したのは８県
本部だった。また統一行動日を設定していないのは２県本部だった。 
 なお、「公共サービス民間労組」の春闘結果調査については、2023 春闘と同
様、指定管理職場や委託職場が多く、年度末に指定管理や委託の選定、継続（予
算決定を含む）が決定された後の４月から春闘交渉が本格化することなどから、
別途調査・総括し、８月開催の公共民間評議会総会で報告することとした。 
 また、石川県本部については、能登半島地震の影響を鑑み、2024 自治労春闘の
取り組み結果集約および総括の対象には含めないこととした。 
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＜協議・報告事項①＞



2. 連合春闘の経過と結果 
 連合は、2024 春闘において、「経済も賃金も物価も安定的に上昇する経済社会へ
とステージ転換をはかる正念場と位置づけ、昨年を上回る持続的な賃上げで、すべ
ての働く仲間の生活向上につなげていく」ことを基本スタンスとして掲げた。その
上で、各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化を促す観点から、
賃上げ分３％以上、定昇相当分（賃金カーブ維持相当分）を含め５％以上の要求指
標（※中小組合：賃金カーブ維持分 4,500円＋格差是正分 10,500円以上）を決定
した。 
 そうした中、４月 18 日に公表された 2024 春季生活闘争の第４回回答集計（４
月 16 日時点）においては、月例賃金改善（定昇維持含む）を要求した 4,384 組合
中、3,129 組合が妥結し、そのうち 64.7％の 2,026 組合が賃金改善分を獲得した。 
 また、平均賃金方式で賃上げを要求した 3,283 組合のベースアップと定期昇給
を合わせた賃上げ率（以下、加重平均）は 15,787円・5.20％となった。また、そ
のうち組合員 300 人未満の中小組合 2,123 組合の加重平均は、12,170 円・4.75％
であった。 
 
＜平均賃金方式（加重平均）2024 回答＞ ※４月 18日公表 

集計組合数 定昇相当込み賃上げ率 昨年対比 額 率 

3,283 組合 15,787円 5.20％ 4,765円増 
1.51 ポイント増 

大手（組合員 1,000 人以上） 
438組合 16,402円 5.24％ 4,863円増 

1.50 ポイント増 
中小（組合員 300～999 人） 
722 組合 14,880円 5.25％ 4,935円増 

1.64 ポイント増 
中小（組合員 300 人未満） 
2,123 組合 12,170円 4.75％ 3,714円増 

1.36 ポイント増 
 
 有期・短時間・契約等労働者の賃上げ要求については、加重平均で時給 66.44円、
月給 13,442円と、ともに約６％程度の賃上げとなり、一般組合員（平均賃金方式）
を上回る結果となった。 
 
＜有期・短時間・契約等労働者の賃上げ（加重平均）2024 回答＞ ※４月 18 日公表  

集計組合数 賃上げ額 率（参考値） 昨年対比 
237 組合（時給） 66.44円 6.08％ 9.79円増 

74 組合（月給） 13,442円 5.98％ 4,578 円増 
2.02 ポイント増 

 以上の結果、2024 連合春闘においては、物価高や人手不足などの課題を背景に、
連合傘下の大企業組合・中小企業組合ともに、満額回答が相次ぎ、比較可能な 2013
年の闘争以降、最も高い賃上げ率となった。一方、2024 春闘においては、中小企
業組合がかなり健闘しているものの、大企業組合（1,000 人以上）の賃上げ率・額
には及ばず、依然として格差が拡がっている状況にある。こうしたことには、この
間、連合が推し進めてきた、中小企業の賃上げ分を取引価格に上乗せする「適切な
価格転嫁」が十分に進んでいないことも背景にある。今後、中小・零細企業の交渉
が本格化していくこととなるが、賃上げの流れを広くすべての労働者に波及させ
るため、労務費の反映を含めた取引価格の適正化を進めつつ、労働組合が精力的か
つ積極的に取り組んでいくことが重要である。 
 

3. 公務労協・公務員連絡会の政府・人事院等に対する取り
組みおよび自治労の総務省に対する取り組み 

 
(１) 国家公務員制度担当大臣交渉の取り組み 
 公務員連絡会は、２月 20 日に河野国家公務員制度担当大臣に対して要求書を提
出し、３月４日に内閣人事局内閣審議官を相手として幹事クラス交渉、３月 13 日
に内閣人事局人事政策統括官を相手として書記長クラスの交渉を重ね、３月 22 日
に委員長クラスによる最終交渉を行い、春の段階の最終回答を引き出した。 
 河野大臣からは、 
① 公務における優秀な人材の確保のため、国家公務員の働き方改革を推進し、職

員がやりがいをもって、その意欲と能力を最大限に発揮し活躍できるよう取り
組みを進めている。引き続き、現場の実情を含め、皆様からもご提案をいただ
きながら、前に進めるので、皆様方のご協力をお願いしたい。 

② 2024 年度の給与については、人事院勧告を踏まえ、国政全般の観点から検討
を行い、方針を決定したいと考えている。その際には、皆様とも十分に意見交
換を行いたい。 

③ 非常勤職員については、引き続き、適正な処遇が確保されるよう、関係機関と
も連携して、必要な取り組みを進めてまいりたいと考えている。 

④ 自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があることから、皆様と誠
実に意見交換しつつ、慎重に検討してまいりたい。 

 などと回答があり、最後に、職員団体とは誠意を持った話し合いによる一層の意
思疎通に努めるとの認識が示された。 
※ 各交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0031 号（２月 20 日）、自治労情
報 2024 第 0041号（３月５日）、自治労情報 2024 第 0052号（３月 13 日）、自治労
情報 2024 第 0061号（３月 22 日）を参照のこと。 
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(２) 人事院交渉の取り組み 
 公務員連絡会は、２月 20 日に川本人事院総裁に対して要求書を提出し、３月５
日に人事院職員団体審議官を相手とした幹事クラス、３月 12 日に人事院職員福祉
局長および給与局長を相手とした書記長クラスの交渉を重ね、３月 19 日には川本
総裁より以下の最終回答を引き出した。 
 川本総裁の回答要旨は以下の通り。 
① 俸給および一時金は、国家公務員の給与と民間企業の給与の実態を精緻に調

査した上で、その精確な比較を行い、適切に対処する。諸手当は、民間の状況、
官民較差の状況等を踏まえ、必要となる検討を行う。 

② 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備については、現下の人事管理上の
重点課題に対応するため、人材の確保への対応、組織パフォーマンスの向上、
働き方やライフスタイルの多様化への対応のために必要な制度整備に取り組む。
要求書をみると、初任給をはじめ通勤手当など多くの要求をいただいている。
人事院としては、取り組みにあたっては、関係者のご意見をお聴きしながら検
討作業を進めるという姿勢に変わりはなく、措置内容の具体化にむけ、すでに
議論を始めさせていただいている。引き続き職員団体の皆さんのご意見も伺っ
ていく。 

③ 超過勤務の縮減については、引き続き、勤務時間調査・指導室の調査において、
超過勤務時間の適正な管理について指導を行うとともに、他律部署と特例業務
の範囲が必要最小限のものとなるよう指導を行っていく。また、2024年度以降、
調査対象を増加させるなど、調査・指導を更に充実させていく。 

④ 両立支援、職員の休暇、休業等については、これまで民間の普及状況等を見な
がら改善を行ってきた。引き続き、職員団体の皆さんのご意見もお聴きしなが
ら必要な検討を行う。 

⑤ 公務における勤務間のインターバル確保については、2023 年の勧告時に報告
した通り、国家公務員についても早期に取り組みを推進していく必要があるた
め、本年４月に、勤務間のインターバル確保に関する努力義務規定を人事院規
則に設けることとする。各府省の参考となるよう「11 時間」を確保の目安と示
すことも検討している。2024 年度以降も各府省の実態等を踏まえ、必要な取り
組みを検討していく。 

⑥ 非常勤職員の給与については、給与に関する指針に基づく各府省の取り組み
が進んでいる。2023 年４月には、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定
された場合には、非常勤職員の給与についても常勤職員に準じて改定するよう
努める旨を追加した。指針に基づく各府省の取り組み状況については、定期的
にフォローアップし必要な指導を行うなど、引き続き、常勤職員の給与とのバ
ランスをより確保しうるよう取り組んでいく。その他の非常勤職員の任用、勤
務条件等についても、適切な処遇等を確保するため、法律や人事院規則等で規
定しており、これまでも職員団体の皆さんのご意見もお聴きしながら必要な見

直しを行ってきている。 
  なお、2023 年の勧告時報告において言及した「非常勤職員制度の運用等の在

り方の検討」については、各府省の実態や関係者からのご意見等を踏まえつつ、
公募要件のあり方を含め適切な運用等のあり方について検討を進めている。 

⑦ 定年の段階的引き上げに係る各種制度が各府省において円滑に運用されるよ
う、引き続き、制度の周知や理解促進をはかるとともに、運用状況の把握に努
め、適切に対応する。 

⑧ 定年引き上げに伴う給与制度のあり方については、今後とも、民間企業におけ
る状況等や公務の人事管理の状況等を踏まえ、職員団体の皆さんのご意見もお
聴きしながら、60歳前も含めた給与カーブのあり方について検討を行う。 

⑨ 再任用職員の給与について、近年、高齢層職員の能力や経験の活用が進められ
てきている中で、公務上の必要性により再任用職員の人事運用の変化が生じて
きている。多様な人事配置を可能とし、その活躍を支援するため、社会と公務
の変化に応じた給与制度の整備の一環として、再任用職員に支給される手当の
範囲について拡大することを検討しており、各府省における人事管理の状況を
踏まえつつ、職員団体の皆さんのご意見もお聴きしながら必要な検討を行って
いく。 

⑩ 人事院は、2018 年度に、障害者の方の柔軟な働き方ができるようフレックス
タイム制の柔軟化等を実現するための人事院規則等の改正を行ったほか、各府
省が採用時や採用後に適正な運用をすることができるよう指針を発出している。
このほかにも、厚生労働省と連携して、各府省における合理的配慮の事例共有
などの支援を行っており、今後とも、必要に応じて適切に対応していく。 

⑪ 人事院としては、公務における女性の活躍推進を人事行政における重要な課
題の一つと認識している。人事院としても、これまで柔軟な働き方に対応した
勤務時間制度等の整備、超過勤務の縮減、仕事と生活の両立支援策の拡充やハ
ラスメント防止対策など、男女ともに働きやすい勤務環境の整備を積極的に進
めており、女性の採用・登用の拡大にむけた様々な施策を行ってきているとこ
ろ。今後とも、各府省の具体的な取り組みが進むよう支援していく。 

⑫ 人事院は、ハラスメント防止等の措置を講じるための人事院規則等に基づき、
これまで、研修教材の作成・提供や、ハラスメント相談員を対象としたセミナ
ーの開催など、各府省に対する支援を行ってきている。人事院としては、今後
も、ハラスメント防止対策が適切に実施されるよう、必要な支援・指導を行っ
ていく。また、苦情相談を含めた公平審査制度において、パワー・ハラスメン
ト事案に取り組み、人事院の役割を果たしていく。 

※ 各交渉の具体的な内容は、自治労情報 2024 第 0031 号（２月 20 日）、自治労
情報 2024 第 0041号（３月５日）、自治労情報 2024 第 0050号（３月 13 日）、自治
労情報 2024 第 0061号（３月 22 日）を参照のこと。 
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(２) 人事院交渉の取り組み 
 公務員連絡会は、２月 20 日に川本人事院総裁に対して要求書を提出し、３月５
日に人事院職員団体審議官を相手とした幹事クラス、３月 12 日に人事院職員福祉
局長および給与局長を相手とした書記長クラスの交渉を重ね、３月 19 日には川本
総裁より以下の最終回答を引き出した。 
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査した上で、その精確な比較を行い、適切に対処する。諸手当は、民間の状況、
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人事院としては、取り組みにあたっては、関係者のご意見をお聴きしながら検
討作業を進めるという姿勢に変わりはなく、措置内容の具体化にむけ、すでに
議論を始めさせていただいている。引き続き職員団体の皆さんのご意見も伺っ
ていく。 

③ 超過勤務の縮減については、引き続き、勤務時間調査・指導室の調査において、
超過勤務時間の適正な管理について指導を行うとともに、他律部署と特例業務
の範囲が必要最小限のものとなるよう指導を行っていく。また、2024年度以降、
調査対象を増加させるなど、調査・指導を更に充実させていく。 

④ 両立支援、職員の休暇、休業等については、これまで民間の普及状況等を見な
がら改善を行ってきた。引き続き、職員団体の皆さんのご意見もお聴きしなが
ら必要な検討を行う。 

⑤ 公務における勤務間のインターバル確保については、2023 年の勧告時に報告
した通り、国家公務員についても早期に取り組みを推進していく必要があるた
め、本年４月に、勤務間のインターバル確保に関する努力義務規定を人事院規
則に設けることとする。各府省の参考となるよう「11 時間」を確保の目安と示
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にフォローアップし必要な指導を行うなど、引き続き、常勤職員の給与とのバ
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務条件等についても、適切な処遇等を確保するため、法律や人事院規則等で規
定しており、これまでも職員団体の皆さんのご意見もお聴きしながら必要な見
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  なお、2023 年の勧告時報告において言及した「非常勤職員制度の運用等の在

り方の検討」については、各府省の実態や関係者からのご意見等を踏まえつつ、
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踏まえつつ、職員団体の皆さんのご意見もお聴きしながら必要な検討を行って
いく。 

⑩ 人事院は、2018 年度に、障害者の方の柔軟な働き方ができるようフレックス
タイム制の柔軟化等を実現するための人事院規則等の改正を行ったほか、各府
省が採用時や採用後に適正な運用をすることができるよう指針を発出している。
このほかにも、厚生労働省と連携して、各府省における合理的配慮の事例共有
などの支援を行っており、今後とも、必要に応じて適切に対応していく。 

⑪ 人事院としては、公務における女性の活躍推進を人事行政における重要な課
題の一つと認識している。人事院としても、これまで柔軟な働き方に対応した
勤務時間制度等の整備、超過勤務の縮減、仕事と生活の両立支援策の拡充やハ
ラスメント防止対策など、男女ともに働きやすい勤務環境の整備を積極的に進
めており、女性の採用・登用の拡大にむけた様々な施策を行ってきているとこ
ろ。今後とも、各府省の具体的な取り組みが進むよう支援していく。 

⑫ 人事院は、ハラスメント防止等の措置を講じるための人事院規則等に基づき、
これまで、研修教材の作成・提供や、ハラスメント相談員を対象としたセミナ
ーの開催など、各府省に対する支援を行ってきている。人事院としては、今後
も、ハラスメント防止対策が適切に実施されるよう、必要な支援・指導を行っ
ていく。また、苦情相談を含めた公平審査制度において、パワー・ハラスメン
ト事案に取り組み、人事院の役割を果たしていく。 

※ 各交渉の具体的な内容は、自治労情報 2024 第 0031 号（２月 20 日）、自治労
情報 2024 第 0041号（３月５日）、自治労情報 2024 第 0050号（３月 13 日）、自治
労情報 2024 第 0061号（３月 22 日）を参照のこと。 
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(３) 総務省交渉の取り組み 
 公務労協地方公務員部会は、２月 19 日に松本総務大臣に対して要求書を提出、
３月７日に幹事クラスによる公務員課長との中間交渉を実施し、３月 18日に書記
長クラスが公務員部長との交渉を実施し、最終回答を引き出した。 
 小池公務員部長の回答要旨は以下の通り。 
① 地方公務員の賃金水準を引き上げるための経費については、2024 年度の地方

財政計画において、給与改定に要する経費約 3,300億円を計上している。 
② 国における「給与制度のアップデート」への対応について、国の動向を注視し

つつ、「検討会」及び「給与分科会」での議論を踏まえ、検討を行うとともに、
地方公務員部会に対し、適宜、必要な情報提供や意見交換を行っていく。 

  地方における地域手当のあり方については、現在、総務省で開催している「検
討会」及び「給与分科会」での議論を踏まえ、検討していく。 

③ 被災自治体では、一日も早く、被災者の生活再建や地域の復旧・復興を進めて
いく必要があり、災害対応を行っている自治体職員の心身の健康管理には十分
配慮しなければならない。 

  そのため、総務省では、各共済組合が実施する健康相談事業や、地方公務員安
全衛生推進協会が行うメンタルヘルス対策の支援専門員派遣事業などを積極的
に活用し、健康確保に努めていただくよう周知している。今後も、職員の健康
確保がはかられるよう、必要な対応を行っていく。 

④ 大規模災害からの復旧・復興に対応するため、地方公共団体における職員の確
保は重要な課題と認識している。技術職員については、「復旧・復興支援技術職
員派遣制度」において、登録された職員に係る人件費に対して、地方交付税措
置を講じている。今年度から定年引き上げが始まることも踏まえ、地方交付税
措置を拡充するとともに、技術職員の確保に計画的に取り組むよう、要請して
いる。 

  「令和６年能登半島地震」における中長期の技術職員の派遣要望については、
２月 28日付けで派遣決定した。その他の職員の派遣要望についても、全国知事
会・全国市長会・全国町村会と連携した派遣制度などにより調整しているとこ
ろ。なお、地方自治法に基づく職員派遣の受入れに要した費用については、特
別交付税措置がされる。今後も丁寧に被災自治体のニーズを把握し、対応して
いく。 

⑤ 時間外勤務の縮減については、職員の心身の健康の維持、ワーク・ライフ・バ
ランスの確保等の観点から重要な取り組みであると認識しており、積極的に取
り組みを進めるよう、自治体に対し助言を行ってきた。2023 年 12 月には、2022
年度の時間外勤務の状況を踏まえ、改めて制度の実効的な運用にむけた留意点
を通知するとともに、時間外勤務縮減にむけた自治体の好事例も併せて情報提
供している。 

  休暇・休業制度については、国家公務員の動向を注視しながら、適正な勤務条

件の確保を進めることが重要であると認識しており、これまでも適正に制度を
整備するよう、自治体に対し助言を行ってきた。引き続き、実態を把握しなが
ら、各自治体における取り組みがしっかりと行われるよう、必要な支援を行っ
てまいりたい。 

⑥ 職員の健康管理及び職場の安全衛生管理の体制の確立については、任命権者
が労働安全衛生法の趣旨にのっとり、主体的に実施するものであり、各地方自
治体において、体制の整備が進められているものと認識している。総務省にお
いては、従来から地方自治体に対し、労働安全衛生法の遵守など、メンタルヘ
ルス対策の推進に係る情報提供や助言を行っている。 

  今後も地方自治体における実態を把握し、メンタルヘルス対策が着実に行わ
れるよう、必要な対応を行ってまいりたい。 

⑦ 総務省としては、会計年度任用職員をはじめとする臨時・非常勤職員の期末・
勤勉手当について、各地方公共団体において適切に支給されることが必要であ
ると考えており、これまでも、通知を発出するなど、助言を行っている。今後
とも、適切な対応を促してまいりたい。期末・勤勉手当等の支給に必要な財源
については、2024 年度に、4,812 億円を計上する見込みとなっており、制度を
円滑に運用できるようしっかり確保している。 

⑧ 会計年度任用職員の休暇制度については、これまで、国家公務員の非常勤職員
の休暇制度との権衡を踏まえ、適切な対応を行うよう助言してきた。 

  引き続き、国家公務員の動向を注視しながら、適正な勤務条件の確保を進めて
まいりたい。 

⑨ 地方公共団体において必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供する
ためには、定年引き上げ期間中も一定の新規採用職員を継続的に確保すること
が必要と考えており、一昨年、各地方公共団体に対して、定年引き上げに伴う
定員管理に関する基本的な考え方及び留意事項について助言を行った。定年引
き上げの影響が生じる 2024 年度地方財政計画においては、定年引き上げに伴う
一時的な職員数の増を含め、職員数全体で約 1.4 万人の増としており、地方公
共団体が新規採用を行う財源を確保している。 

⑩ 暫定再任用職員の給与については、地方公務員法の均衡の原則等に基づき、現
行の再任用職員の給与制度を基本として設計されている国家公務員の取り扱い
を踏まえ、各地方公共団体の条例において適切に定められるべきものと考えて
いる。 

⑪ 公共サービス基本法の趣旨を踏まえ、必要に応じて、労働条件への適切な配慮
がなされるよう、助言等を行ってまいりたい。 

 交渉を受け地方公務員部会は、回答を一定の到達点として受け止め、公務労協、
公務員連絡会に結集し、人勧期にむけた取り組みを検討していくとともに、引き続
き、総務省との交渉・協議・意見交換等を進めていくこととした。 
※ 交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0030号（２月 20 日）、自治労発 2024
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いく必要があり、災害対応を行っている自治体職員の心身の健康管理には十分
配慮しなければならない。 

  そのため、総務省では、各共済組合が実施する健康相談事業や、地方公務員安
全衛生推進協会が行うメンタルヘルス対策の支援専門員派遣事業などを積極的
に活用し、健康確保に努めていただくよう周知している。今後も、職員の健康
確保がはかられるよう、必要な対応を行っていく。 

④ 大規模災害からの復旧・復興に対応するため、地方公共団体における職員の確
保は重要な課題と認識している。技術職員については、「復旧・復興支援技術職
員派遣制度」において、登録された職員に係る人件費に対して、地方交付税措
置を講じている。今年度から定年引き上げが始まることも踏まえ、地方交付税
措置を拡充するとともに、技術職員の確保に計画的に取り組むよう、要請して
いる。 

  「令和６年能登半島地震」における中長期の技術職員の派遣要望については、
２月 28日付けで派遣決定した。その他の職員の派遣要望についても、全国知事
会・全国市長会・全国町村会と連携した派遣制度などにより調整しているとこ
ろ。なお、地方自治法に基づく職員派遣の受入れに要した費用については、特
別交付税措置がされる。今後も丁寧に被災自治体のニーズを把握し、対応して
いく。 

⑤ 時間外勤務の縮減については、職員の心身の健康の維持、ワーク・ライフ・バ
ランスの確保等の観点から重要な取り組みであると認識しており、積極的に取
り組みを進めるよう、自治体に対し助言を行ってきた。2023 年 12 月には、2022
年度の時間外勤務の状況を踏まえ、改めて制度の実効的な運用にむけた留意点
を通知するとともに、時間外勤務縮減にむけた自治体の好事例も併せて情報提
供している。 

  休暇・休業制度については、国家公務員の動向を注視しながら、適正な勤務条

件の確保を進めることが重要であると認識しており、これまでも適正に制度を
整備するよう、自治体に対し助言を行ってきた。引き続き、実態を把握しなが
ら、各自治体における取り組みがしっかりと行われるよう、必要な支援を行っ
てまいりたい。 

⑥ 職員の健康管理及び職場の安全衛生管理の体制の確立については、任命権者
が労働安全衛生法の趣旨にのっとり、主体的に実施するものであり、各地方自
治体において、体制の整備が進められているものと認識している。総務省にお
いては、従来から地方自治体に対し、労働安全衛生法の遵守など、メンタルヘ
ルス対策の推進に係る情報提供や助言を行っている。 

  今後も地方自治体における実態を把握し、メンタルヘルス対策が着実に行わ
れるよう、必要な対応を行ってまいりたい。 

⑦ 総務省としては、会計年度任用職員をはじめとする臨時・非常勤職員の期末・
勤勉手当について、各地方公共団体において適切に支給されることが必要であ
ると考えており、これまでも、通知を発出するなど、助言を行っている。今後
とも、適切な対応を促してまいりたい。期末・勤勉手当等の支給に必要な財源
については、2024 年度に、4,812 億円を計上する見込みとなっており、制度を
円滑に運用できるようしっかり確保している。 

⑧ 会計年度任用職員の休暇制度については、これまで、国家公務員の非常勤職員
の休暇制度との権衡を踏まえ、適切な対応を行うよう助言してきた。 

  引き続き、国家公務員の動向を注視しながら、適正な勤務条件の確保を進めて
まいりたい。 

⑨ 地方公共団体において必要な行政サービスを将来にわたり安定的に提供する
ためには、定年引き上げ期間中も一定の新規採用職員を継続的に確保すること
が必要と考えており、一昨年、各地方公共団体に対して、定年引き上げに伴う
定員管理に関する基本的な考え方及び留意事項について助言を行った。定年引
き上げの影響が生じる 2024 年度地方財政計画においては、定年引き上げに伴う
一時的な職員数の増を含め、職員数全体で約 1.4 万人の増としており、地方公
共団体が新規採用を行う財源を確保している。 

⑩ 暫定再任用職員の給与については、地方公務員法の均衡の原則等に基づき、現
行の再任用職員の給与制度を基本として設計されている国家公務員の取り扱い
を踏まえ、各地方公共団体の条例において適切に定められるべきものと考えて
いる。 

⑪ 公共サービス基本法の趣旨を踏まえ、必要に応じて、労働条件への適切な配慮
がなされるよう、助言等を行ってまいりたい。 

 交渉を受け地方公務員部会は、回答を一定の到達点として受け止め、公務労協、
公務員連絡会に結集し、人勧期にむけた取り組みを検討していくとともに、引き続
き、総務省との交渉・協議・意見交換等を進めていくこととした。 
※ 交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0030号（２月 20 日）、自治労発 2024
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第 0247 号（３月８日）、自治労情報 2024 第 0059 号（３月 19 日）を参照のこと。 
 
(４) 全人連交渉の取り組み 
 公務労協地方公務員部会は２月 13 日、全国人事委員会連合会（全人連）に対し、
2024 年度地方公務員の賃金・労働条件等に関する要請書を提出した。全人連から
の回答は以下の通り。 
  本年の春季労使交渉では、物価の上昇を踏まえた賃金引き上げについて議論

がされている。昨年に引き続く賃金引き上げの動きがどこまで広がるかについ
て、今後の行方を注意深く見ていく必要がある。また、企業においては、時間
外労働の削減やテレワークの活用など働き方改革を推進しているところであり、
今後の動向を引き続き注視していく。現在、人事院及び各人事委員会では、民
間給与の実態を的確に把握できるよう、本年の民間給与実態調査の実施にむけ、
その準備を進めている。今後も各人事委員会の主体的な取り組みを支援すると
ともに、各人事委員会や人事院との意見交換に努めていく。 

※ 交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0025 号（２月 14 日）、自治労情報
2024 第 0037号（３月１日）を参照のこと。 
 
(５) 自治労の総務省に対する取り組み 
 自治労は 2024 春闘の取り組み推進のため、３月１日に総務省公務員部長交渉を
実施し、総務省から小池公務員部長らが出席し、以下の回答を引き出した。 
① 地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨に沿って、地域の実情を踏

まえつつ、条例で定められるもの。各地方公共団体においては、国民・住民の
理解と納得を得られるよう、適切に給与を決定することが肝要である。このた
め、総務省としても、引き続き必要な助言を行っていく。 

② 職務の特殊性、職員の生活事情等に応えるため、給料を補完するものとして各
種手当を設けており、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要が
ある。 

  なお、地域手当については、10 年ごとに見直すこととされており、2025 年４
月にむけて、総務省では現在、地域手当のあり方などについて、検討会を開催
し、議論を進めている。 

③ ラスパイレス指数は、地方公務員の「給料」について、給料表、昇給・昇格制
度、初任給基準等が適正に運用されているか確認するうえで有効なものである
と考えている。したがって、数字のみで判断するのでなく、制度が適正に運用
されているかが、大切な視点である。給与制度又はその運用が不適正であるこ
と等により地域における国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公
共団体にあっては、その適正化をはかるための措置を講じる必要があると考え
ている。総務省としては、引き続き、給与の適正化について助言を行っていく。 

④ 地方公共団体の定員については、各団体において、行政の合理化、能率化をは

かるとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、
適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えている。 

  近年では、一般行政部門の職員数は、地方創生や子育て支援などへの対応のた
め、2014 年を境に、８年連続で増加している。総務省としても、地方公共団体
の職員数の実態などを勘案して地方財政計画に必要な職員数を計上している。 

⑤ 多様で優秀な人材の確保という観点からは新卒者に限らない、経験者採用に
よる多様な経験や知識・技能、専門性を持った人材も重要である。そのため、
中途採用者の初任給を決定する際に、民間企業等における経験を十分に考慮し
て給与を決定することは重要と考えている。地方公共団体からは中途採用者の
給与決定等の取り扱いについて問合せがあったこと等から、中途採用者の給与
決定等に関する国の取り扱いについても、各地方公共団体に情報提供を行った。
引き続き、助言等を行っていく。 

⑥ ハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為である
とともに、職員の能力の発揮を阻害し、公務能率の低下を招くものでもあるこ
とから、地方公共団体におけるハラスメント対策は重要な取り組みであると考
えている。 

  今後とも、地方公共団体における取り組み状況をフォローアップしつつ、カス
タマーハラスメントも含めた各種ハラスメント対策の実効性が確保されるよう
助言してまいりたい。 

⑦ 会計年度任用職員の休暇制度については、これまで、国家公務員の非常勤職員
の休暇制度との権衡を踏まえ、適切な対応を行うよう助言してきたところ。 

  国家公務員の非常勤職員の休暇制度については、業務の必要に応じその都度
任期や勤務時間が設定され任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間
の状況などを考慮し、必要な措置が行われている。 

  引き続き、国家公務員の動向を注視しながら、適正な勤務条件の確保を進めて
まいりたい。 

※ 交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0038 号（３月４日）を参照のこと。 
 

4. 2024 自治労春闘の取り組み結果 
※ ＜ ＞の数字は 2023 年の取り組み結果の数字 
 
(１) 要求書作成への組合員の参画（４/18 現在：45 県本部、1,581 単組） 
 2024 春闘では「あなたの声ではじまる春闘」をスローガンに取り組みを進めた。
単組の取り組み状況について集約した結果、1,581 単組から以下の回答が得られ
た。 
① 組合員からの意見集約に関する取り組み 
 最も多かったのが「執行部で検討し作成した」549 単組・34.7％＜508 単組・
32.3％＞次いで「県本部、中央本部のモデル要求書を使用した 352 単組・22.3％＜
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第 0247 号（３月８日）、自治労情報 2024 第 0059 号（３月 19 日）を参照のこと。 
 
(４) 全人連交渉の取り組み 
 公務労協地方公務員部会は２月 13 日、全国人事委員会連合会（全人連）に対し、
2024 年度地方公務員の賃金・労働条件等に関する要請書を提出した。全人連から
の回答は以下の通り。 
  本年の春季労使交渉では、物価の上昇を踏まえた賃金引き上げについて議論

がされている。昨年に引き続く賃金引き上げの動きがどこまで広がるかについ
て、今後の行方を注意深く見ていく必要がある。また、企業においては、時間
外労働の削減やテレワークの活用など働き方改革を推進しているところであり、
今後の動向を引き続き注視していく。現在、人事院及び各人事委員会では、民
間給与の実態を的確に把握できるよう、本年の民間給与実態調査の実施にむけ、
その準備を進めている。今後も各人事委員会の主体的な取り組みを支援すると
ともに、各人事委員会や人事院との意見交換に努めていく。 

※ 交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0025 号（２月 14 日）、自治労情報
2024 第 0037号（３月１日）を参照のこと。 
 
(５) 自治労の総務省に対する取り組み 
 自治労は 2024 春闘の取り組み推進のため、３月１日に総務省公務員部長交渉を
実施し、総務省から小池公務員部長らが出席し、以下の回答を引き出した。 
① 地方公務員の給与については、地方公務員法の趣旨に沿って、地域の実情を踏

まえつつ、条例で定められるもの。各地方公共団体においては、国民・住民の
理解と納得を得られるよう、適切に給与を決定することが肝要である。このた
め、総務省としても、引き続き必要な助言を行っていく。 

② 職務の特殊性、職員の生活事情等に応えるため、給料を補完するものとして各
種手当を設けており、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要が
ある。 

  なお、地域手当については、10 年ごとに見直すこととされており、2025 年４
月にむけて、総務省では現在、地域手当のあり方などについて、検討会を開催
し、議論を進めている。 

③ ラスパイレス指数は、地方公務員の「給料」について、給料表、昇給・昇格制
度、初任給基準等が適正に運用されているか確認するうえで有効なものである
と考えている。したがって、数字のみで判断するのでなく、制度が適正に運用
されているかが、大切な視点である。給与制度又はその運用が不適正であるこ
と等により地域における国家公務員又は民間の給与水準を上回っている地方公
共団体にあっては、その適正化をはかるための措置を講じる必要があると考え
ている。総務省としては、引き続き、給与の適正化について助言を行っていく。 

④ 地方公共団体の定員については、各団体において、行政の合理化、能率化をは

かるとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、
適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えている。 

  近年では、一般行政部門の職員数は、地方創生や子育て支援などへの対応のた
め、2014 年を境に、８年連続で増加している。総務省としても、地方公共団体
の職員数の実態などを勘案して地方財政計画に必要な職員数を計上している。 

⑤ 多様で優秀な人材の確保という観点からは新卒者に限らない、経験者採用に
よる多様な経験や知識・技能、専門性を持った人材も重要である。そのため、
中途採用者の初任給を決定する際に、民間企業等における経験を十分に考慮し
て給与を決定することは重要と考えている。地方公共団体からは中途採用者の
給与決定等の取り扱いについて問合せがあったこと等から、中途採用者の給与
決定等に関する国の取り扱いについても、各地方公共団体に情報提供を行った。
引き続き、助言等を行っていく。 

⑥ ハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為である
とともに、職員の能力の発揮を阻害し、公務能率の低下を招くものでもあるこ
とから、地方公共団体におけるハラスメント対策は重要な取り組みであると考
えている。 

  今後とも、地方公共団体における取り組み状況をフォローアップしつつ、カス
タマーハラスメントも含めた各種ハラスメント対策の実効性が確保されるよう
助言してまいりたい。 

⑦ 会計年度任用職員の休暇制度については、これまで、国家公務員の非常勤職員
の休暇制度との権衡を踏まえ、適切な対応を行うよう助言してきたところ。 

  国家公務員の非常勤職員の休暇制度については、業務の必要に応じその都度
任期や勤務時間が設定され任用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間
の状況などを考慮し、必要な措置が行われている。 

  引き続き、国家公務員の動向を注視しながら、適正な勤務条件の確保を進めて
まいりたい。 

※ 交渉の具体的な内容は自治労情報 2024 第 0038 号（３月４日）を参照のこと。 
 

4. 2024 自治労春闘の取り組み結果 
※ ＜ ＞の数字は 2023 年の取り組み結果の数字 
 
(１) 要求書作成への組合員の参画（４/18 現在：45 県本部、1,581 単組） 
 2024 春闘では「あなたの声ではじまる春闘」をスローガンに取り組みを進めた。
単組の取り組み状況について集約した結果、1,581 単組から以下の回答が得られ
た。 
① 組合員からの意見集約に関する取り組み 
 最も多かったのが「執行部で検討し作成した」549 単組・34.7％＜508 単組・
32.3％＞次いで「県本部、中央本部のモデル要求書を使用した 352 単組・22.3％＜

－ 9－



552 単組・35.1％＞が上位を占め、要求書作成に組合員が参画しているとは言えな
い結果となった。 
 「青年部や女性部等が中心となって意見を集約した」は、57 単組・3.6％＜同：
47 単組・3.0％＞は横ばいだが、「アンケートを配布し意見を集約した」は、262 単
組・18.7％＜209 単組・13.3％＞、「支部内の職場委員が意見を集約した」は 67 単
組 4.2％＜37 単組・2.4％＞などの項目は昨年より若干増加した一方で「会計年度
任用職員からの意見をあわせて集約した」は 81 単組 5.1％＜89 単組・5.7％＞と
減少しており課題である。引き続き会計年度任用職員もふくめ組合員の意見・要望
を反映した要求書づくりにむけた取り組みの強化が不可欠である。 
 
② 若手組合員や職場委員会等の関与 
 青年層の春闘への主体的なかかわりは次代の担い手育成の観点からも極めて重
要であるが、その最大の指標である「青年部・ユース部で独自要求書を作成し、独
自交渉した」は 33 単組・2.1％＜76 単組・4.8％＞と大きく落ち込んだ。「基本組
織の交渉参加など具体的役割を担った」が 150 単組 9.5％＜200 単組・12.7％＞、
「青年部・ユース部が若手組合員の意見を集約し、基本組織の要求に反映した」が
150 単組 9.5％＜140 単組・8.9％＞、「職場委員が開催する職場集会への参加を必
須として、意見を出した」が 47 単組 3.0％＜45 単組・2.9％＞と若手組合員の参
画は極めて低調である。単組の活性化に若手組合員の関与は必須であることから、
青年層に対する日常的な関わりからはじめていく必要がある。 
 組合員により近い存在である職場委員についての状況は、「職場委員は職場単位
に配置され、意見を集約している」が 306 単組・19.4％＜383 単組・24.3％＞、「職
場委員会、分会機能を高めるための学習会に取り組んだ」37 単組・2.3％＜60 単
組・3.8％＞と実際に活動しているのは２割弱という結果となった。とくに学習会
の取り組みについては実施単組の割合が前回より半数近くに落ち込むなど、職場
委員会・分会の活動が停滞している可能性が伺える。 
 本部・県本部はあらためて単組の実態を把握し、単組活性化の視点から職場委員
会、分会の活動について開催方法や開催時間、対象とする年齢層を工夫するなど、
機能強化にむけた取り組みを進めていくことが必要である。 
 
③ 単組の重視する要求事項と交渉参加・報告と共有 
 業務量が増えているのに必要な人員配置がなされていない職場実態を反映し、
「人員確保」が 601 単組・38.0％＜686 単組・43.6％＞と最も多かった。続いて「賃
金改善」が 380 単組・24.0％＜390 単組・24.8％＞、「職場環境改善や労働安全衛
生活動」が 302 単組・19.1％＜270 単組・17.2％＞と主要な課題に満遍なく組合員
の関心が寄せられている。 
 要求内容、交渉、妥結状況の組合員との共有については、「機関紙やＳＮＳで情
報共有」が 495 単組・31.3％＜618単組・39.3％＞と最も多く、続いて「職場集会

で情報共有」が 209 単組・13.2％＜248 単組・15.8％＞、「職場委員から伝達」が
89 単組・5.6％＜137 単組・8.7％＞だった。交渉情報等の周知をはかっていくこと
が組合への信頼や活動への参画意識を高めることにもつながることから、機関紙
やＳＮＳなどさまざまなツールを活用しながらも、職場集会の開催や職場委員に
よる伝達など、対面で組合員に情報共有することを重視し取り組みを進めていく
必要がある。 
 
(２) 「要求-交渉-妥結」のサイクルと「労使関係ルール」の確立 
① 交渉サイクルの確立（４/18 現在：45 県本部、1,581 自治体単組） 
 賃金・労働条件の改善にむけ、要求書を提出したのは 896 単組・56.7％＜1,108
単組・67.4％＞、交渉を実施したのは 491 単組・31.1％＜753 単組・45.8％＞、妥
結合意したのは 293 単組・18.5％＜553 単組・33.6％＞、書面協定を締結したのは
188単組・11.9％＜255 単組・15.5％＞と、全ての項目において昨年を下回り、約
４割の単組では春闘に取り組んでいない現状となっている。 
 このことから、春闘に取り組む意義を単組まで十分に浸透させることができな
かったと考えられる。近年、春闘期に取り組めていない県本部・単組が固定化しつ
つあり、取り組み全体が低調に推移している。 
 民間春闘の成果が人事院勧告・自治体確定闘争へと大きくつながっていくこと
から、公務職場においても春闘を賃金闘争の「１年のスタート」とし、取り組みを
強化する必要がある。 
 言うまでもなく、職員・組合員のモチベーションを維持していくには、賃金・労
働条件の維持・改善が最も重要である。この間、具体的な運用改善について方針化
しているが、要求単組および交渉実施単組は年々減少している。賃上げの機運が社
会全体で高まっている今、要求しなければ賃金改善にはつながらないことを強く
意識し、要求書の提出から、「要求―交渉―妥結」という基本的な交渉サイクルを
確実に実施することにより、単組の交渉力を底上げする必要がある。 
 
② 労使関係ルールの確立（４/18 現在：45 県本部、1,581 自治体単組） 
 「労使関係ルールに関する基本要求書」提出の取り組み（春闘要求書の項目とし
て入れた場合も含む）を行ったのは 327 単組・20.7％であった。交渉を実施したの
は 70 単組・4.4％、さらに交渉を行い合意に至ったのは 52 単組・3.3％、合意事項
を書面、協定書で確認を行ったのは 125 単組・7.9％となり、春闘期に取り組んで
いない単組が６割以上という結果となった。 
 労使関係ルールについても、現状、要求書提出と同様、取り組めていない状況に
ある。こうした背景には、労使関係によっては要求や妥結の必要がないと判断して
いることも要因のひとつであると推察される。しかし、日常的に良好な労使関係が
あるにしても、それが継続するかは不透明であり、さまざまな課題が山積している
今日的な状況を踏まえれば、今一度労使双方でルールを確認しておくことが必要
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である。とりわけ、首長や交渉対応者が交代した場合は労使関係ルールの確認は大

変重要となっている。 

 

(３) 公務職場の賃金・労働条件改善（４/18 現在：45 県本部、1,581 自治

体単組、要求書提出単組 896 単組） 

① 賃金水準の改善 

 賃金水準の改善については、656 単組で全体の 41.5％（要求書提出単組 896 単

組の 73.2％）＜全体の 52.3％・要求書提出単組の 75.0％＞が要求した。今春闘の

結果、賃金水準の改善で何らかの前進回答があったのは全体の 8.1％＜3.5％＞で

あった。 

 ポイント賃金の達成状況は、30 歳時点が 155 単組、35 歳 104 単組、40 歳 75 単

組＜94 単組、76 単組、57 単組＞で、昨年を上回った。達成にむけて、初任給格付

けの改善は 34.8％、上位昇給の活用は 30.0％、50 歳台後半層職員の昇給維持は

30.9％、到達級の改善と昇格の確保は 30.6％の単組で要求した。なお、具体的な

前進回答が得られたのは、初任給格付けの改善で 20 単組、上位昇給の活用で４単

組、50 歳台後半層職員の昇給維持で 24 単組、到達級の改善と昇格の確保で８単組

であった。 

 賃金水準の底上げをはかっていくには、職員の給与実態の把握とめざすべき到

達目標を単組として確立した上で、運用改善に取り組むことが不可欠である。 

 2024 春闘では、「公務職場の賃金・労働条件改善・賃金の運用改善にむけた 1単

組１要求を行うこと」を重点課題の一つとして設定し、確定期を見据え、春闘期か

ら取り組む重要性を提起してきた。しかし、要求・交渉・妥結いずれも 2023 春闘

結果を下回ったことから、春闘に取り組む意義を単組まで十分に浸透させること

ができなかったと考えられる。ただ、前年の取り組みを踏襲するのではなく、なぜ

春闘期に取り組む必要があるのかを含め丁寧に組合員に説明し、共通認識の上で

春闘期の運動、ひいては組合活動そのものの活性化を図る必要がある。 

 

② 中途採用者の処遇改善 

 中途採用者の処遇改善を要求した単組は、566 単組、全体の 35.8％＜40.5％＞、

前進回答があったのは 31 単組で全体の 5.5％で、今春闘で要求していない単組の

方が多数であった。現在の整備状況については、民間経験のある中途採用者の「初

任給格付けについて、能力、経験等を踏まえ、２級以上の格付けを可能としている」

が 17.3％、「民間職務経験を 100％換算とした」が 4.3％、「５年を超える民間職務

経験の 18 月換算を撤廃した」3.5％で、大半の単組ではこれらの基準に到達して

いない、もしくは現在の制度すら把握できていないのではないかという疑問が持

たれる状況にある。 

 一方で、少数でも改善につなげた単組では、複数年に渡る交渉と組合員からの切

実な要求により、前進を勝ち取ったことも報告されている。賃金水準の底上げをは

かっていくには、すべての職員の給与実態の把握とめざすべき到達目標を単組と
して確立した上で、運用改善に取り組むことが不可欠である。 
 近年、公務職場においても社会人採用が増加傾向にあり、中途採用者の処遇改善
が課題となっている。しかし、約６割の単組では要求すらしていない。人口減少に
より人材確保が大きな課題となる中で、これまでの中途採用者の格付・号給決定で
は公務に優秀な人材を集めることは難しくなることから、各単組は引き続き確定
期にむけて中途採用者の処遇改善に取り組む必要がある。漠然と賃金改善を求め
るだけでなく、単組実態の把握とそれに基づく具体的な要求を行い、賃金水準の底
上げに結びつけていかなければならない。 
 
③ 時間外労働の上限規制 
 時間外労働の上限規制を定める条例・規則について、労働基準法・人事院規則が
定める原則（１月 45 時間・１年 360 時間）を上限として、適正に運用することを
要求した単組は 561 単組・35.5％＜628単組・41.9％＞だった。 
 運用状況について、「客観的な方法（タイムカード、パソコン等）で勤務時間管
理が行われている」は 339 単組・21.4％、＜335 単組・22.3％＞、「条例・規則に
定めた超過勤務の原則的な上限（月 45 時間年 360 時間）は守られている」は 131
単組・8.3％＜161 単組・10.7％＞、「他律的業務の比重が高い部署を最小限の範囲
に限定している」は 129 単組・8.2％＜152 単組・10.1％＞、そのような中、「上限
時間を超えて時間外労働を命じることができる特例業務を災害時のみに限定して
いる」については、399 単組・25.2％＜112 単組・7.5％＞昨年を大幅に上回る結果
となったことは一定評価できる。 
 勤務時間の把握は、労働組合が時短や人員、予算を要求する上での基本である。
にもかかわらず、現在の運用状況を把握できているのが一部の単組にとどまって
いる。とくに、「月 45 時間年 360 時間の上限が守られている」単組が１割にも満
たず、これでは実際に上限が守られていない長時間労働が発生しているのか、単組
が現在の勤務時間の状況を把握できていないだけなのかも判別不能である。単組
は組合員の勤務状況を把握し、業務量に見合った人員要求につなげていく必要が
ある。 
 
④ 定年引き上げと再任用に関する運用課題 
 定年の引き上げに関する具体的な運用課題等について要求・協議を行ったのは、
567 単組・35.9％、そのうち前進回答があったのは 45 単組・7.9％であった。 
 前進回答があった 45 単組のうち、「60 歳超職員の職務内容・配置・職場環境等
を改善した」のは 33 単組・73.3％、「再任用職員の級の格付けを改善した」のは 21
単組・46.7％であった。 
 定年引き上げの制度ははじまっているが、現場での課題は今後さらに明らかに
なってくると思われるため、引き続き 60歳以降の働き方や再任用職員の格付け改
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である。とりわけ、首長や交渉対応者が交代した場合は労使関係ルールの確認は大
変重要となっている。 
 
(３) 公務職場の賃金・労働条件改善（４/18 現在：45県本部、1,581 自治
体単組、要求書提出単組 896 単組） 
① 賃金水準の改善 
 賃金水準の改善については、656 単組で全体の 41.5％（要求書提出単組 896 単
組の 73.2％）＜全体の 52.3％・要求書提出単組の 75.0％＞が要求した。今春闘の
結果、賃金水準の改善で何らかの前進回答があったのは全体の 8.1％＜3.5％＞で
あった。 
 ポイント賃金の達成状況は、30 歳時点が 155 単組、35 歳 104 単組、40 歳 75 単
組＜94 単組、76 単組、57 単組＞で、昨年を上回った。達成にむけて、初任給格付
けの改善は 34.8％、上位昇給の活用は 30.0％、50 歳台後半層職員の昇給維持は
30.9％、到達級の改善と昇格の確保は 30.6％の単組で要求した。なお、具体的な
前進回答が得られたのは、初任給格付けの改善で 20 単組、上位昇給の活用で４単
組、50歳台後半層職員の昇給維持で 24 単組、到達級の改善と昇格の確保で８単組
であった。 
 賃金水準の底上げをはかっていくには、職員の給与実態の把握とめざすべき到
達目標を単組として確立した上で、運用改善に取り組むことが不可欠である。 
 2024 春闘では、「公務職場の賃金・労働条件改善・賃金の運用改善にむけた 1単
組１要求を行うこと」を重点課題の一つとして設定し、確定期を見据え、春闘期か
ら取り組む重要性を提起してきた。しかし、要求・交渉・妥結いずれも 2023 春闘
結果を下回ったことから、春闘に取り組む意義を単組まで十分に浸透させること
ができなかったと考えられる。ただ、前年の取り組みを踏襲するのではなく、なぜ
春闘期に取り組む必要があるのかを含め丁寧に組合員に説明し、共通認識の上で
春闘期の運動、ひいては組合活動そのものの活性化を図る必要がある。 
 
② 中途採用者の処遇改善 
 中途採用者の処遇改善を要求した単組は、566 単組、全体の 35.8％＜40.5％＞、
前進回答があったのは 31 単組で全体の 5.5％で、今春闘で要求していない単組の
方が多数であった。現在の整備状況については、民間経験のある中途採用者の「初
任給格付けについて、能力、経験等を踏まえ、２級以上の格付けを可能としている」
が 17.3％、「民間職務経験を 100％換算とした」が 4.3％、「５年を超える民間職務
経験の 18 月換算を撤廃した」3.5％で、大半の単組ではこれらの基準に到達して
いない、もしくは現在の制度すら把握できていないのではないかという疑問が持
たれる状況にある。 
 一方で、少数でも改善につなげた単組では、複数年に渡る交渉と組合員からの切
実な要求により、前進を勝ち取ったことも報告されている。賃金水準の底上げをは

かっていくには、すべての職員の給与実態の把握とめざすべき到達目標を単組と
して確立した上で、運用改善に取り組むことが不可欠である。 
 近年、公務職場においても社会人採用が増加傾向にあり、中途採用者の処遇改善
が課題となっている。しかし、約６割の単組では要求すらしていない。人口減少に
より人材確保が大きな課題となる中で、これまでの中途採用者の格付・号給決定で
は公務に優秀な人材を集めることは難しくなることから、各単組は引き続き確定
期にむけて中途採用者の処遇改善に取り組む必要がある。漠然と賃金改善を求め
るだけでなく、単組実態の把握とそれに基づく具体的な要求を行い、賃金水準の底
上げに結びつけていかなければならない。 
 
③ 時間外労働の上限規制 
 時間外労働の上限規制を定める条例・規則について、労働基準法・人事院規則が
定める原則（１月 45 時間・１年 360 時間）を上限として、適正に運用することを
要求した単組は 561 単組・35.5％＜628単組・41.9％＞だった。 
 運用状況について、「客観的な方法（タイムカード、パソコン等）で勤務時間管
理が行われている」は 339 単組・21.4％、＜335 単組・22.3％＞、「条例・規則に
定めた超過勤務の原則的な上限（月 45 時間年 360 時間）は守られている」は 131
単組・8.3％＜161 単組・10.7％＞、「他律的業務の比重が高い部署を最小限の範囲
に限定している」は 129 単組・8.2％＜152 単組・10.1％＞、そのような中、「上限
時間を超えて時間外労働を命じることができる特例業務を災害時のみに限定して
いる」については、399 単組・25.2％＜112 単組・7.5％＞昨年を大幅に上回る結果
となったことは一定評価できる。 
 勤務時間の把握は、労働組合が時短や人員、予算を要求する上での基本である。
にもかかわらず、現在の運用状況を把握できているのが一部の単組にとどまって
いる。とくに、「月 45 時間年 360 時間の上限が守られている」単組が１割にも満
たず、これでは実際に上限が守られていない長時間労働が発生しているのか、単組
が現在の勤務時間の状況を把握できていないだけなのかも判別不能である。単組
は組合員の勤務状況を把握し、業務量に見合った人員要求につなげていく必要が
ある。 
 
④ 定年引き上げと再任用に関する運用課題 
 定年の引き上げに関する具体的な運用課題等について要求・協議を行ったのは、
567 単組・35.9％、そのうち前進回答があったのは 45 単組・7.9％であった。 
 前進回答があった 45 単組のうち、「60 歳超職員の職務内容・配置・職場環境等
を改善した」のは 33 単組・73.3％、「再任用職員の級の格付けを改善した」のは 21
単組・46.7％であった。 
 定年引き上げの制度ははじまっているが、現場での課題は今後さらに明らかに
なってくると思われるため、引き続き 60歳以降の働き方や再任用職員の格付け改
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善の取り組みが必要である。 
 
(４) 会計年度任用職員の処遇改善 
 会計年度任用職員の処遇改善を要求した単組は、498 単組、全体の 31.5％＜
43.9％＞、要求書提出単組の 55.5％であり、2023 春闘より減少した。 
 前進回答があったのは、97 単組、全体の 19.5％、内訳を見ると、給料（報酬）
の改善を勝ち取った単組が 65 単組、手当の改善を勝ち取ったのは 62 単組、給料
（報酬）について昇給（幅・上限等）などの運用改善を勝ち取ったのは 18 単組、
休暇制度の改善を勝ち取ったのは 32 単組であった。 
 制度の整備状況については、「常勤職員と同じ初任給基準を使用している」が 107
単組・6.8％、「前歴換算は常勤職員と同じ考え方に基づき行われている」が 126 単
組・8.0％、＜163 単組・10.9％＞、「昇給は常勤職員と同じ基準で行われている」
が 125 単組・7.9％＜185 単組・12.3％＞であった。 
 なお、「昇給の最高号給に上限がない」は 11 単組・0.7％＜30 単組・2.0％＞、
「有給の病気休暇がある」については 152 単組・9.6％＜217 単組・14.5％＞、「再
度の任用回数に上限がない」は 277 単組・17.5％＜270 単組・18.0％＞であった。 
 会計年度任用職員の処遇改善は、少しずつ前進しているものの、今なお常勤職員
との均等・均衡に基づいた制度には程遠い。会計年度任用職員に関する要求を行っ
ているのは約３割の単組しかなく、残り７割の単組は要求すらしていない。今や、
自治体職員の４人に１人が会計年度任用職員であり、常勤職員とともに地方行政
の重要な担い手となっていることからさらなる処遇改善が必要である。 
 
① 給料・報酬の遡及改定 
  要求したのは 606 単組・38.7％＜2023 確定：1,058単組（65.8％）＞だった。 
 ア 月例給 

 月例給について、引き上げ改定となったのが 807 単組＜2023 確定：858 単組
＞、うち常勤と同様の改定が 773 単組＜2023 確定：834 単組＞、常勤より小幅
の改定が 34 単組＜2023 確定：24 単組＞、改定は行わないが 60 単組＜2023 確
定：72 単組＞、現在協議中が 24 単組＜2023 確定：115 単組＞となった。 
改定時期については４月遡及が 561 単組（引き上げ単組中 69.5%）＜2023 確定：
587 単組＞、2024 年１月分（2024 年 12 月も含む）から引き上げ改定を行ったが
42 単組＜2023 確定：68単組＞、2024 年度から改定が 262 単組＜2023 確定：238
単組＞、協議中が 16 単組＜2023 確定：119 単組＞となった。 

 イ 期末手当 
 期末手当については、「常勤職員を上回る支給月数とした（勤勉手当相当分も
含む）」単組は 53 単組＜2023 確定：82 単組＞、「常勤と同様の月数とした」が
674 単組＜2023 確定：724 単組＞、「常勤未満の支給月数」が 120 単組＜2023 確
定：94 単組＞、「改定は行わない」が 50 単組＜2023 確定：80 単組＞、「現在協

議中」が 16 単組＜2023 確定：92 単組＞であった。 
 改定時期については、2023 年度からが 525 単組（引き上げ単組比 61.9%）＜
2023 確定：589 単組＞、2024 年度からが 263 単組＜2023 確定：254 単組＞、「現
在協議中」が 16 単組＜2023 確定：94 単組＞であった。 
※勤勉手当について、後日加筆 

 
(５) カスタマーハラスメント対策等の推進 
 カスタマーハラスメントの防止にむけた対策の現在の整備状況については、「職
場でカスタマーハラスメントの実態調査が行われている」が 31 単組・2.0％、「対
応指針（ガイドラインやマニュアル、要綱など）が策定されている」が 110 単組・
7.0％、「相談窓口が設置されている」が 200 単組・12.7％、「管理職および職員に
対し、カスタマーハラスメントに関する研修・講習等が実施されている」が 166 単
組・10.5％、「庁舎管理規則等が整備されている」が 93 単組・5.9％であった。 
 その上で、2024 春闘においてカスタマーハラスメントの防止にむけた対策につ
いて、540 単組で全体の 34.2％＜全体の 37.4％＞が要求した。要求の結果、カス
タマーハラスメントの防止にむけた対策に前進回答があったのは、119 単組・
22.0％＜41 単組・6.9％＞であった。内訳をみると、「職場でカスタマーハラスメ
ントの実態調査が行われた（予定も含む）」は 13 単組、「対応指針（ガイドライン
やマニュアル、要綱など）が策定された（予定も含む）」は 51 単組、「相談窓口が
設置された（予定も含む）」は 21 単組、「管理職および職員に対し、カスタマーハ
ラスメントに関する研修・講習等が実施された（予定も含む）」は 57 単組、「庁舎
管理規則等が整備された（予定も含む）」は 14 単組であった。 
 昨年よりも前進回答が多いことは評価できるが、2024 春闘の重点課題である「カ
スタマーハラスメント対策」が４割にも満たない単組でしか取り組まれていない
ことの課題は残る。今回の調査結果からは、単組で全く整備されていないのか、も
しくは整備状況を単組が把握できていないのかが判別できない。まずは現在の状
況を把握した上で、足りないものを整理し、要求としてまとめることが重要であ
る。要求した単組は、昨春闘よりも前進回答比率が３倍に伸びており、小さな一歩
だとしても取り組めば前進はある。カスタマーハラスメントの防止対策には現場
からの取り組みに加えて、連合を中心とした法整備の双方が重要であり、継続した
取り組みが必要である。 
 
(６) 民間職場等の賃金・労働条件改善 
① 全国一般など地場中小民間労組 
 2024 春闘では物価高騰を受け、昨年同様多くの支部・分会がより高い要求額を
設定して取り組んでいる。全国一般労組の妥結状況は、今日時点の特徴は、昨年と
比べ妥結数は少なく、要求額には届かないまでも単純平均、加重平均とも前年を上
回る回答を引き出した職場があった一方、ゼロ回答や低額回答のところがあるな
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善の取り組みが必要である。 
 
(４) 会計年度任用職員の処遇改善 
 会計年度任用職員の処遇改善を要求した単組は、498 単組、全体の 31.5％＜
43.9％＞、要求書提出単組の 55.5％であり、2023 春闘より減少した。 
 前進回答があったのは、97 単組、全体の 19.5％、内訳を見ると、給料（報酬）
の改善を勝ち取った単組が 65 単組、手当の改善を勝ち取ったのは 62 単組、給料
（報酬）について昇給（幅・上限等）などの運用改善を勝ち取ったのは 18 単組、
休暇制度の改善を勝ち取ったのは 32 単組であった。 
 制度の整備状況については、「常勤職員と同じ初任給基準を使用している」が 107
単組・6.8％、「前歴換算は常勤職員と同じ考え方に基づき行われている」が 126 単
組・8.0％、＜163 単組・10.9％＞、「昇給は常勤職員と同じ基準で行われている」
が 125 単組・7.9％＜185 単組・12.3％＞であった。 
 なお、「昇給の最高号給に上限がない」は 11 単組・0.7％＜30 単組・2.0％＞、
「有給の病気休暇がある」については 152 単組・9.6％＜217 単組・14.5％＞、「再
度の任用回数に上限がない」は 277 単組・17.5％＜270 単組・18.0％＞であった。 
 会計年度任用職員の処遇改善は、少しずつ前進しているものの、今なお常勤職員
との均等・均衡に基づいた制度には程遠い。会計年度任用職員に関する要求を行っ
ているのは約３割の単組しかなく、残り７割の単組は要求すらしていない。今や、
自治体職員の４人に１人が会計年度任用職員であり、常勤職員とともに地方行政
の重要な担い手となっていることからさらなる処遇改善が必要である。 
 
① 給料・報酬の遡及改定 
  要求したのは 606 単組・38.7％＜2023 確定：1,058単組（65.8％）＞だった。 
 ア 月例給 

 月例給について、引き上げ改定となったのが 807 単組＜2023 確定：858 単組
＞、うち常勤と同様の改定が 773 単組＜2023 確定：834 単組＞、常勤より小幅
の改定が 34 単組＜2023 確定：24 単組＞、改定は行わないが 60 単組＜2023 確
定：72 単組＞、現在協議中が 24 単組＜2023 確定：115 単組＞となった。 
改定時期については４月遡及が 561 単組（引き上げ単組中 69.5%）＜2023 確定：
587 単組＞、2024 年１月分（2024 年 12 月も含む）から引き上げ改定を行ったが
42 単組＜2023 確定：68単組＞、2024 年度から改定が 262 単組＜2023 確定：238
単組＞、協議中が 16 単組＜2023 確定：119 単組＞となった。 

 イ 期末手当 
 期末手当については、「常勤職員を上回る支給月数とした（勤勉手当相当分も
含む）」単組は 53 単組＜2023 確定：82 単組＞、「常勤と同様の月数とした」が
674 単組＜2023 確定：724 単組＞、「常勤未満の支給月数」が 120 単組＜2023 確
定：94 単組＞、「改定は行わない」が 50 単組＜2023 確定：80 単組＞、「現在協

議中」が 16 単組＜2023 確定：92 単組＞であった。 
 改定時期については、2023 年度からが 525 単組（引き上げ単組比 61.9%）＜
2023 確定：589 単組＞、2024 年度からが 263 単組＜2023 確定：254 単組＞、「現
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回る回答を引き出した職場があった一方、ゼロ回答や低額回答のところがあるな
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ど、従来以上にバラツキが見られる状況にある。４月 11 日現在の回答状況（51支
部・分会）は、単純平均で 7,511円（3.23％、対 2023 年比 1,435円増）、加重平均
で 8,156円（3.40％、対 2023 年比 1,850円増）となっている。 
 中小のたたかいはこれからであり、引き続き職場闘争と粘り強い交渉の強化が
必要である。春闘未解決職場の解決にむけては、評議会四役・幹事による地方オル
グや電話による聴き取りによって情報集約を行い、春闘期における早期解決にむ
けた取り組みをはかることが重要である。 
 春闘期の組織拡大の取り組みとして、例年通り２月を組織拡大月間と位置づけ
「全国一斉労働相談」を開催したが、実施しても相談件数が少なく、事前の周知方
法についても工夫が必要な結果となった。組織強化・拡大にむけた取り組みは、全
国一般として基本かつ重要な活動であることから、労働相談を実施できる体制づ
くりが大きな課題である。 
 また、本部では、12 月 16 日、公共民間評議会と全国一般評議会の合同四役会議
を開催し、それぞれ 2024 春闘方針のポイントや課題などについて情報共有をはか
ってきた。各県本部においては、全国一般地方労組と公共民間労組が連携して定期
的に学習会等を実施しているところもあるが、一部の県にとどまっており、共闘の
拡大は課題である。賃金決定時期の相違などはあるものの、共通の取り組み目標や
課題について、春闘期の連携・共闘を強化することが引き続き必要である。 
 
②民間交通単組 
 民間交通３単組は、賃金・一時金の改善や人員確保、職場環境の改善などの要求
の前進にむけて要求書を提出し交渉に取り組んだ。インバウンドや人流の回復は
あるものの、新しい生活様式の定着などによりコロナ禍前と比較しバスは約 15％
減、鉄道でも約 10％減と乗車人員が回復したとまでは言えない状況にある。また、
燃料・動力費の高騰により経費が増えるなど事業環境が厳しさを増し、交通事業は
深刻な経営状況が続いている。企業側の業務効率化の圧力が弱まらない中にあっ
て、都市交評のモデル要求基準を踏まえ５％以上の賃金引き上げ（定期昇給分２％
プラス賃上げ分３％以上）をめざして取り組みを進めた。 
 今もなお運輸産業は他業種に比べて１割程度長い労働時間と２割低い賃金とい
われ、不規則な勤務などからも人員確保問題は深刻であり、今後の大量退職にむけ
てさらなる要員不足が懸念される。低位な賃金・労働条件の改善、地域公共交通の
再生など、都市交評労働者を取り巻く環境は厳しく課題は山積している。これらの
課題の解決にむけて取り組みを強化するとともに、県本部、連合・交運労協と連携
して安全・安心の地域公共交通の確立にむけて継続した運動を進めていくことが
重要である。 
  

＜主な単組の 2024 春闘の結果＞ 
◆大阪交通労働組合 
 インバウンド需要などの業績の回復もあって定期昇給とベアを合わせて
5.5％賃上げや賃金制度の見直しによる若年層・中間層の平均昇給率の見直し、
「一定の年齢での定期昇給停止」を行わないことを引き出し、再雇用社員におい
ても基本給最大 32,500円の引き上げを勝ち取った。一時金は、昨年通りの支給
水準維持で妥結した。また、手当についても鉄道事業固有な勤務形態、環境など
を踏まえた各種手当の新設や住居手当の支給対象年齢の延長を勝ち取った。 
 
◆北九州高速鉄道労働組合 
 賃金および初任給については北九州市の改定に基づいたプラス改定を確認す
るとともに、一時金の夏季分については、前年より 0.05ヵ月増額を獲得（冬期
分別途協議）し、前年を上回る成果を勝ち取ることができた。 
 
◆自治労させぼバス労働組合 
 賃金・労働条件等の要求を柱に要求書を提出した。厳しい経営状況が続いてい
るが、会社側から物価・燃料費等の高騰も踏まえ要求書に見合った賃上げを勝ち
取ることができた。 
 
③ 公営競技 
 公営競技業界は、コロナ禍による巣ごもり需要からのネット・電話投票の進展に
より過去最高の売り上げを更新する業種があるなど好調に推移している。 
 そうした中、各単組は、2024 春闘方針を踏まえ、基本賃金の引き上げや勤勉手
当の支給、各種手当の改善を求め要求書を提出し取り組んできた。いまだ継続交渉
としている単組もあるものの、現状、日額賃金の引き上げ（４単組）、一時金の上
乗せ（２単組）、勤勉手当支給（12 単組）にとどまっている。一方、希望者の継続
雇用の確保やナイター手当額の引き上げなど、前進につながる継続協議を確認で
きた単組があったことは一定の成果である。さらに、県本部と施行自治体単組と連
携し 2024 年度予算の確保を単組が要求したほか、無観客およびレース中止時の代
替業務確保等についての労働協約（年間基本ルール）については５単組が締結する
など、一定の前進がはかられている。引き続き賃金引き上げ、従事員等の新規採用、
職場改善などの継続課題を含め、取り組みを進めていく必要がある。 
 人事院勧告や自治体確定闘争と並行して取り組む単組もあることから、春闘期
の成果を持ち寄り、秋の確定期につなげるために、総会等における情報共有も進め
ていく。 
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(７) 地域公共サービスの質を守るための人員確保と自治体財政の点検要
請行動 

 公務職場全般において人員不足が続く中、今春闘では、安定した地域公共サービ
スを持続的に提供するための人員の確保と、そのための財源確保を強く求め、自治
体に対する政策要求行動に取り組んだ。 
 各単組では「人員確保に関する要求モデル」をもとに、チェックリストも活用し
ながら、地域の実情に応じた要請行動を実施するとともに、公共サービスの安定的
な提供にむけ、各職種別の人員確保に取り組んだ。具体的には、子ども・子育て体
制の整備とセーフティネットの確立、地域医療の確保と充実、地域公共交通ならび
に安定した廃棄物行政の確立、ライフライン供給体制の確立を要求項目に掲げ取
り組んだ。 
 「人員確保に関する要求モデル」のうち、「公共サービスの安定的な提供にむけ、
必要な人員を要求した」と回答したのは 607 単組＜781 単組＞、このうち前進回答
があったのは 41 単組＜81 単組＞となった。職場からの要望として重視している要
求項目のうち、「人員確保」が全体の 38.0％と最も重視される項目となったが、そ
れにもかかわらず、人員確保について要求を提出した単組数が前年に比べて大幅
に減少したことは、大きな課題である。業務に見合った人員の確保は現場において
喫緊の課題であり、なぜ要求できていないのか、今後どのように要求していくかな
ど、今春闘結果を踏まえ、６月の人員確保闘争につなげていく必要がある。一方で、
「人員確保・処遇改善を含めた地方財政確立に向けた自治体予算の点検あるいは
地域の政策課題実現に向け首長・自治体議員等への要請行動を行った」と回答した
のは 101 単組で、2023 春闘時に要請行動を実施した 39 単組を上回ったことは評価
できる。 
 また、新型コロナや震災など非常時に人員不足が露呈し、事態に対応できるだけ
の人員が必要であるという認識は、労使ともに共通の認識であることから、春闘期
はもとより、平時から業務量に見合った人員の点検と把握を通じて、人員確保とと
もに、その裏付けとなる財源の確保の取り組みを進めていくことが重要である。 
 
(８) 2024 春闘のその他取り組み 
① ストライキ批准投票（公共民間労組報告含む） 
 ストライキ批准投票は、批准率を高めるため本部として統一した期間設定は行
わず、県本部内で集約日と投票期間を独自に設定し取り組みを進めた。４月 19 日
時点での批准率は 77.70％＜77.44％＞、投票率は 81.38％＜81.44％＞で批准率は
上回ったが、投票率は微減という結果となった。 
 
② 自治労３・15 全国統一行動の参加（公共民間労組報告含まず） 
 自治労３・15 全国統一行動（第２次）では、29分時間内食い込み集会には７単
組・275 人＜10 単組・444 人＞、時間外職場集会等には 190 単組・13,280 人＜260

単組・12,995 人＞の参加があった。公務員連絡会の全国統一行動については、第
１次（２月 21 日）、第３次（３月 25 日）と２回、時間外職場集会や機関紙等配布
行動等を実施し、延べ 232 単組・11,103 人の参加があった＜540 単組・26,097 人
＞。全ての行動で参加単組数・人数とも大きく減少し、自治労の全国統一行動日で
さえも１割程度しか行動できていない。改めて自治労全体で１年の闘争サイクル
のスタートとしての春闘の位置づけや産別統一行動の意義を再確認するとともに、
組合員が参画しやすい行動を具体的に検討するなど取り組みを一層強化する必要
がある。 
 
③ 「公共サービスにもっと投資を！」キャンペーン街宣用チラシキャッチコピー
募集の取り組み 

 地域社会および住民にむけ、公共サービスの重要性とともに、質の高い公共サー
ビスを支える人員確保や公共サービス充実にむけた財源の確保の必要性を幅広く
訴える観点から、「公共サービスもっと投資を！」キャンペーン街宣用チラシキャ
ッチコピーの募集の取り組みを行った。 
 2023 年 12 月 15 日～2024 年２月９日の募集期間において、824作品の応募（2023
春闘ポスター用：536作品）があった。その上で、本部内での審査の結果、「「何で
もない日常」も、誰かの仕事でできている」を大賞に決定し、街宣用チラシキャッ
チコピーに採用したほか、その他２作品を準大賞として決定した。 
 

5. 2024 春闘を踏まえた今後の取り組み推進にむけて 
 
(１) 組合活動の活性化と組織の強化に対する取り組み 
 春闘をはじめとする組合活動を活性化し組織の強化につなげるためには、組合
員が組合の必要性を認識し、取り組みに結集することが重要である。しかし、取組
結果報告からは、組合員の声を反映した要求書の作成や「要求－交渉－妥結（書面
化・協約化）」の交渉サイクルの確立に関する取り組みが一向に前進しないなどの
課題が浮き彫りになった。こうした背景には、人員不足や業務多忙により執行部が
組合員に対して、日々の不満や職場課題を聞き取る余裕がなくコミュニケーショ
ンが不足していることや、約４年間続いたコロナ禍の影響により、集まって話をす
る習慣が少なくなったことも要因のひとつと考えられる。 
 また、春闘が執行部だけの取り組みにとどまってしまっているという課題を直
視しなければならない。要求書も「執行部で検討し作成した」「県本部、中央本部
のモデル要求書を使用した」との回答が上位を占め、若手組合員の参画なども低調
であるなど、春闘の取り組みが全体に広がっているとは言えず、「あなたの声では
じまる春闘」とのスローガンからはかけ離れている実態が浮き彫りとなっている。 
 賃金・労働条件改善にむけた「１年のたたかいのスタート」である春闘の意義を、
今一度、単組執行部のみならず、全体で共有し、職場委員や支部・分会役員等も一
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(７) 地域公共サービスの質を守るための人員確保と自治体財政の点検要
請行動 

 公務職場全般において人員不足が続く中、今春闘では、安定した地域公共サービ
スを持続的に提供するための人員の確保と、そのための財源確保を強く求め、自治
体に対する政策要求行動に取り組んだ。 
 各単組では「人員確保に関する要求モデル」をもとに、チェックリストも活用し
ながら、地域の実情に応じた要請行動を実施するとともに、公共サービスの安定的
な提供にむけ、各職種別の人員確保に取り組んだ。具体的には、子ども・子育て体
制の整備とセーフティネットの確立、地域医療の確保と充実、地域公共交通ならび
に安定した廃棄物行政の確立、ライフライン供給体制の確立を要求項目に掲げ取
り組んだ。 
 「人員確保に関する要求モデル」のうち、「公共サービスの安定的な提供にむけ、
必要な人員を要求した」と回答したのは 607 単組＜781 単組＞、このうち前進回答
があったのは 41 単組＜81 単組＞となった。職場からの要望として重視している要
求項目のうち、「人員確保」が全体の 38.0％と最も重視される項目となったが、そ
れにもかかわらず、人員確保について要求を提出した単組数が前年に比べて大幅
に減少したことは、大きな課題である。業務に見合った人員の確保は現場において
喫緊の課題であり、なぜ要求できていないのか、今後どのように要求していくかな
ど、今春闘結果を踏まえ、６月の人員確保闘争につなげていく必要がある。一方で、
「人員確保・処遇改善を含めた地方財政確立に向けた自治体予算の点検あるいは
地域の政策課題実現に向け首長・自治体議員等への要請行動を行った」と回答した
のは 101 単組で、2023 春闘時に要請行動を実施した 39 単組を上回ったことは評価
できる。 
 また、新型コロナや震災など非常時に人員不足が露呈し、事態に対応できるだけ
の人員が必要であるという認識は、労使ともに共通の認識であることから、春闘期
はもとより、平時から業務量に見合った人員の点検と把握を通じて、人員確保とと
もに、その裏付けとなる財源の確保の取り組みを進めていくことが重要である。 
 
(８) 2024 春闘のその他取り組み 
① ストライキ批准投票（公共民間労組報告含む） 
 ストライキ批准投票は、批准率を高めるため本部として統一した期間設定は行
わず、県本部内で集約日と投票期間を独自に設定し取り組みを進めた。４月 19 日
時点での批准率は 77.70％＜77.44％＞、投票率は 81.38％＜81.44％＞で批准率は
上回ったが、投票率は微減という結果となった。 
 
② 自治労３・15 全国統一行動の参加（公共民間労組報告含まず） 
 自治労３・15 全国統一行動（第２次）では、29分時間内食い込み集会には７単
組・275 人＜10 単組・444 人＞、時間外職場集会等には 190 単組・13,280 人＜260

単組・12,995 人＞の参加があった。公務員連絡会の全国統一行動については、第
１次（２月 21 日）、第３次（３月 25 日）と２回、時間外職場集会や機関紙等配布
行動等を実施し、延べ 232 単組・11,103 人の参加があった＜540 単組・26,097 人
＞。全ての行動で参加単組数・人数とも大きく減少し、自治労の全国統一行動日で
さえも１割程度しか行動できていない。改めて自治労全体で１年の闘争サイクル
のスタートとしての春闘の位置づけや産別統一行動の意義を再確認するとともに、
組合員が参画しやすい行動を具体的に検討するなど取り組みを一層強化する必要
がある。 
 
③ 「公共サービスにもっと投資を！」キャンペーン街宣用チラシキャッチコピー
募集の取り組み 

 地域社会および住民にむけ、公共サービスの重要性とともに、質の高い公共サー
ビスを支える人員確保や公共サービス充実にむけた財源の確保の必要性を幅広く
訴える観点から、「公共サービスもっと投資を！」キャンペーン街宣用チラシキャ
ッチコピーの募集の取り組みを行った。 
 2023 年 12 月 15 日～2024 年２月９日の募集期間において、824作品の応募（2023
春闘ポスター用：536作品）があった。その上で、本部内での審査の結果、「「何で
もない日常」も、誰かの仕事でできている」を大賞に決定し、街宣用チラシキャッ
チコピーに採用したほか、その他２作品を準大賞として決定した。 
 

5. 2024 春闘を踏まえた今後の取り組み推進にむけて 
 
(１) 組合活動の活性化と組織の強化に対する取り組み 
 春闘をはじめとする組合活動を活性化し組織の強化につなげるためには、組合
員が組合の必要性を認識し、取り組みに結集することが重要である。しかし、取組
結果報告からは、組合員の声を反映した要求書の作成や「要求－交渉－妥結（書面
化・協約化）」の交渉サイクルの確立に関する取り組みが一向に前進しないなどの
課題が浮き彫りになった。こうした背景には、人員不足や業務多忙により執行部が
組合員に対して、日々の不満や職場課題を聞き取る余裕がなくコミュニケーショ
ンが不足していることや、約４年間続いたコロナ禍の影響により、集まって話をす
る習慣が少なくなったことも要因のひとつと考えられる。 
 また、春闘が執行部だけの取り組みにとどまってしまっているという課題を直
視しなければならない。要求書も「執行部で検討し作成した」「県本部、中央本部
のモデル要求書を使用した」との回答が上位を占め、若手組合員の参画なども低調
であるなど、春闘の取り組みが全体に広がっているとは言えず、「あなたの声では
じまる春闘」とのスローガンからはかけ離れている実態が浮き彫りとなっている。 
 賃金・労働条件改善にむけた「１年のたたかいのスタート」である春闘の意義を、
今一度、単組執行部のみならず、全体で共有し、職場委員や支部・分会役員等も一
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緒になって組合員の声を集め、その声を踏まえた取り組み方針をどう浸透させて
いくのかを総括する必要がある。 
 労働組合の基本的活動は、「多くの組合員の思いを集め、要求・交渉し、課題を
解決する」ことにあり、組合員の声を多く集めることで要求書の重みが増し、闘争
のあらゆる場面に多くの組合員が参画することで「職場課題を明確化させて交渉
につなげれば、改善できる」ことを実感してもらうことが、組合への求心力となり
組織強化につながることは言うまでもない。 
 一方で、活動の停滞が大きな課題となっており、改めて県本部と本部は連携し、
自治労運動の根幹である単組および単組役員が日々何に悩み、何に取り組めてい
ないのか、取り組みを進める上で生ずる課題に対する必要な支援を通じて、日頃の
活動・取り組みをサポートしていくことが求められている。 
 とくに、県本部は、単組役員に寄り添い、単組の状況を十分に点検・確認し、前
進しない・できない理由をしっかりと聞き取り、課題を明確にした上で、次の取り
組みの強化にむけた支援・共働を継続することが必要である。同時に、本部として
も、各県本部の状況をしっかりと把握し、第６次組織強化計画「単組活動 底上げ
シート」の活用状況も確認しながら、「組合員の幅広い声を集め、それを要求につ
なげる」という組合の基本的役割を改めて機能させていくために全力を尽くさな
ければならない。 
 
(２) 公務職場の賃金・労働条件改善に対する取り組み 
 近年、春闘に取り組めていない県本部・単組が固定化しつつあり、取り組み全体
が低調に推移している。その一方で、静岡県本部のように独自の取り組みによって
要求書の提出および交渉の実施が 100％を達成し、春闘の取り組みを大きく前進さ
せた県本部も見受けられた。 
 連合に結集し、民間とともに春闘に取り組むという意識が希薄化していると言
わざるをえない現状において、自治労が春闘に結集する意義を改めて全体で確認
し、取り組みを前進させる必要がある。そのためには、春闘・人勧・確定という賃
金闘争サイクルの構築にむけ、本部・県本部が連携し、単組オルグを一層強化する
とともに、単組が春闘に取り組めない、または取り組まない理由について、原因を
分析し対策を検討する必要がある。 
※後日加筆 

都道
府県

(単組数)

県都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村
(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計
全単組

比

県本部加盟の単組数（自治体の数ではありません） ⇒ 59 94 662 633 133 1581

要求書提出 39 66 432 303 56 896 56.7%

交渉実施 30 38 243 157 23 491 31.1%

妥結合意 13 18 143 103 16 293 18.5%

書面協定 4 9 98 65 12 188 11.9%

＜別表１＞　2024春闘交渉実施状況調査（全国計）

（2024年４月18日現在　45県本部）
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緒になって組合員の声を集め、その声を踏まえた取り組み方針をどう浸透させて
いくのかを総括する必要がある。 
 労働組合の基本的活動は、「多くの組合員の思いを集め、要求・交渉し、課題を
解決する」ことにあり、組合員の声を多く集めることで要求書の重みが増し、闘争
のあらゆる場面に多くの組合員が参画することで「職場課題を明確化させて交渉
につなげれば、改善できる」ことを実感してもらうことが、組合への求心力となり
組織強化につながることは言うまでもない。 
 一方で、活動の停滞が大きな課題となっており、改めて県本部と本部は連携し、
自治労運動の根幹である単組および単組役員が日々何に悩み、何に取り組めてい
ないのか、取り組みを進める上で生ずる課題に対する必要な支援を通じて、日頃の
活動・取り組みをサポートしていくことが求められている。 
 とくに、県本部は、単組役員に寄り添い、単組の状況を十分に点検・確認し、前
進しない・できない理由をしっかりと聞き取り、課題を明確にした上で、次の取り
組みの強化にむけた支援・共働を継続することが必要である。同時に、本部として
も、各県本部の状況をしっかりと把握し、第６次組織強化計画「単組活動 底上げ
シート」の活用状況も確認しながら、「組合員の幅広い声を集め、それを要求につ
なげる」という組合の基本的役割を改めて機能させていくために全力を尽くさな
ければならない。 
 
(２) 公務職場の賃金・労働条件改善に対する取り組み 
 近年、春闘に取り組めていない県本部・単組が固定化しつつあり、取り組み全体
が低調に推移している。その一方で、静岡県本部のように独自の取り組みによって
要求書の提出および交渉の実施が 100％を達成し、春闘の取り組みを大きく前進さ
せた県本部も見受けられた。 
 連合に結集し、民間とともに春闘に取り組むという意識が希薄化していると言
わざるをえない現状において、自治労が春闘に結集する意義を改めて全体で確認
し、取り組みを前進させる必要がある。そのためには、春闘・人勧・確定という賃
金闘争サイクルの構築にむけ、本部・県本部が連携し、単組オルグを一層強化する
とともに、単組が春闘に取り組めない、または取り組まない理由について、原因を
分析し対策を検討する必要がある。 
※後日加筆 

都道
府県

(単組数)

県都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村
(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計
全単組
比

県本部加盟の単組数（自治体の数ではありません） ⇒ 59 94 662 633 133 1581

要求書提出 39 66 432 303 56 896 56.7%

交渉実施 30 38 243 157 23 491 31.1%

妥結合意 13 18 143 103 16 293 18.5%

書面協定 4 9 98 65 12 188 11.9%

＜別表１＞　2024春闘交渉実施状況調査（全国計）

（2024年４月18日現在　45県本部）
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（2024年４月18日現在　45県本部）

都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計
都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％
都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％
都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％

全国計 59 94 662 633 133 1581 39 66 432 303 56 896 57% 30 38 243 157 23 491 31% 13 18 143 103 16 293 19%

北海道 2 4 41 126 4 177 0 1 20 34 2 57 32% 0 1 14 17 0 32 18% 0 1 14 17 0 32 18%

青 森 1 2 10 26 2 41 1 2 10 15 0 28 68% 0 1 4 3 0 8 20% 0 0 2 1 0 3 7%

岩 手 2 0 7 6 0 15 1 0 5 0 0 6 40% 1 0 1 0 0 2 13% 0 0 0 0 0 0 0%

宮 城 1 4 13 7 5 30 1 4 9 3 2 19 63% 0 3 6 0 2 11 37% 0 0 1 0 1 2 7%

秋 田 2 1 15 7 1 26 0 1 6 1 0 8 31% 0 0 3 0 0 3 12% 0 0 1 0 0 1 4%

山 形 1 1 13 23 3 41 1 1 12 22 2 38 93% 1 1 12 18 2 34 83% 1 1 12 18 2 34 83%

福 島 1 1 11 40 10 63 1 1 9 24 0 35 56% 1 0 2 9 0 12 19% 0 0 0 2 0 2 3%

新 潟 1 1 19 7 3 31 1 1 17 1 0 20 65% 1 0 5 0 0 6 19% 0 0 4 0 0 4 13%

群 馬 2 1 10 14 4 31 2 1 9 14 1 27 87% 2 1 9 12 1 25 81% 0 0 0 0 0 0 0%

栃 木 2 1 11 9 0 23 2 1 9 7 0 19 83% 2 1 5 3 0 11 48% 2 1 5 3 0 11 48%

茨 城 1 1 23 8 2 35 0 1 8 2 0 11 31% 0 0 0 1 0 1 3% 0 0 0 0 0 0 0%

埼 玉 1 2 17 11 1 32 1 1 9 9 1 21 66% 0 0 1 0 0 1 3% 0 0 1 1 0 2 6%

東 京 2 2 34 1 2 41 2 2 30 0 1 35 85% 2 2 30 0 1 35 85% 2 1 17 0 1 21 51%

千 葉 0 1 10 2 1 14 0 0 8 0 0 8 57% 0 0 3 0 0 3 21% 0 0 0 0 0 0 0%

神奈川 2 8 13 7 2 32 1 7 12 3 1 24 75% 0 2 5 1 0 8 25% 0 0 1 0 0 1 3%

山 梨 #### #### ####

長 野 2 1 18 47 9 77 1 0 9 7 1 18 23% 1 0 6 4 1 12 16% 1 0 6 3 1 11 14%

富 山 1 2 11 5 4 23 1 2 11 4 4 22 96% 1 2 10 4 4 21 91% 1 2 8 3 3 17 74%

石 川 #### #### ####

福 井 2 1 8 0 1 12 1 1 5 0 1 8 67% 1 1 0 0 0 2 17% 0 0 0 0 0 0 0%

静 岡 1 3 16 6 0 26 1 3 16 6 0 26 100% 1 3 16 6 0 26 100% 0 0 0 0 0 0 0%

愛 知 0 2 13 1 2 18 0 1 6 1 1 9 50% 0 1 1 0 0 2 11% 0 0 0 0 0 0 0%

岐 阜 0 3 13 3 1 20 0 1 5 2 0 8 40% 0 1 1 1 0 3 15% 0 1 0 0 0 1 5%

三 重 1 2 14 13 4 34 1 2 13 11 2 29 85% 1 2 12 11 1 27 79% 1 0 5 4 1 11 32%

滋 賀 2 2 21 4 3 32 2 1 8 1 3 15 47% 2 0 1 0 3 6 19% 0 0 0 0 0 0 0%

京 都 1 4 10 4 1 20 0 2 1 1 1 5 25% 0 2 1 0 0 3 15% 0 0 1 0 0 1 5%

奈 良 1 2 11 9 0 23 1 2 8 5 0 16 70% 1 1 6 3 0 11 48% 0 1 1 0 0 2 9%

和歌山 1 2 7 9 2 21 1 2 4 5 1 13 62% 0 2 3 3 0 8 38% 0 2 1 0 0 3 14%

大 阪 2 5 36 9 6 58 1 1 15 0 1 18 31% 1 0 10 0 0 11 19% 0 0 9 0 0 9 16%

兵 庫 1 3 49 17 6 76 1 3 38 6 3 51 67% 1 3 20 3 2 29 38% 1 0 9 1 1 12 16%

岡 山 3 2 8 6 2 21 0 0 2 0 1 3 14% 0 0 0 0 1 1 5% 0 0 0 0 1 1 5%

広 島 1 1 13 8 2 25 1 1 3 1 0 6 24% 1 0 1 1 0 3 12% 1 0 2 1 0 4 16%

鳥 取 1 1 3 15 0 20 0 1 3 15 0 19 95% 0 1 3 15 0 19 95% 0 1 3 15 0 19 95%

島 根 1 1 7 11 4 24 1 1 7 11 4 24 100% 1 1 7 11 4 24 100% 0 1 7 11 4 23 96%

山 口 1 1 13 6 0 21 1 1 6 5 0 13 62% 1 0 2 3 0 6 29% 0 0 0 0 0 0 0%

香 川 1 1 7 9 2 20 1 1 7 9 2 20 100% 1 1 7 9 1 19 95% 1 1 7 9 0 18 90%

徳 島 3 3 8 16 4 34 1 1 3 3 2 10 29% 1 0 2 1 0 4 12% 1 0 1 1 1 4 12%

愛 媛 2 1 8 6 0 17 2 0 2 1 0 5 29% 2 0 4 2 0 8 47% 0 0 0 2 0 2 12%

高 知 1 3 6 7 4 21 1 3 3 4 2 13 62% 1 2 2 3 0 8 38% 1 2 2 3 0 8 38%

福 岡 1 7 29 27 8 72 0 6 27 22 5 60 83% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%

佐 賀 1 1 9 9 7 27 0 1 9 9 4 23 85% 0 1 5 1 0 7 26% 0 1 5 1 0 7 26%

長 崎 2 1 12 7 8 30 2 1 8 6 7 24 80% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%

大 分 1 2 15 3 0 21 1 2 15 3 0 21 100% 0 2 14 3 0 19 90% 0 2 14 3 0 19 90%

宮 崎 1 1 8 14 0 24 1 1 7 11 0 20 83% 0 0 2 5 0 7 29% 0 0 2 3 0 5 21%

熊 本 1 1 13 27 9 51 1 0 5 8 1 15 29% 1 0 1 1 0 3 6% 0 0 0 0 0 0 0%

鹿児島 1 4 19 21 0 45 1 1 13 10 0 25 56% 1 0 6 1 0 8 18% 0 0 2 1 0 3 7%

沖 縄 1 1 10 20 4 36 0 0 0 1 0 1 3% 0 0 0 2 0 2 6% 0 0 0 0 0 0 0%

2024春闘交渉実施状況調査（県本部別）

県本部加盟の単組数（自治体
の数ではありません） ⇒

要求書提出 交渉実施 妥結合意

2

全国計

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

新 潟

群 馬

栃 木

茨 城

埼 玉

東 京

千 葉

神奈川

山 梨

長 野

富 山

石 川

福 井

静 岡

愛 知

岐 阜

三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分

宮 崎

熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％ 計 計 ％ 計 ％ 計 ％ 計 計 ％ 計 ％ 計 ％

4 9 98 65 12 188 12% 全国計 1644 1108 67% 753 46% 553 34% 1604 1266 79% 1044 65% 845 53%

0 0 9 14 0 23 13% 北海道 180 118 66% 74 41% 80 44% 177 112 63% 97 55% 100 56%

0 0 2 0 0 2 5% 青 森 41 23 56% 7 17% 0 0% 41 34 83% 10 24% 6 15%

0 0 0 0 0 0 0% 岩 手 15 8 53% 4 27% 2 13% 15 14 93% 9 60% 6 40%

0 1 0 0 0 1 3% 宮 城 32 20 63% 12 38% 7 22% 30 23 77% 24 80% 12 40%

0 0 0 0 0 0 0% 秋 田 26 17 65% 3 12% 3 12% 13 12 92% 9 69% 9 69%

0 0 1 3 0 4 10% 山 形 41 40 98% 33 80% 32 78% 41 41 100% 41 100% 40 98%

0 0 1 2 0 3 5% 福 島 63 52 83% 34 54% 1 2% 63 40 63% 21 33% 17 27%

0 0 6 0 0 6 19% 新 潟 33 23 70% 13 39% 21 64% 28 24 86% 20 71% 12 43%

0 0 0 0 0 0 0% 群 馬 31 26 84% 17 55% 13 42% 31 28 90% 22 71% 19 61%

1 0 1 0 0 2 9% 栃 木 23 22 96% 21 91% 21 91% 23 21 91% 19 83% 7 30%

0 0 0 0 0 0 0% 茨 城 36 15 42% 1 3% 0 0% 40 29 73% 11 28% 9 23%

0 0 1 1 0 2 6% 埼 玉 32 26 81% 4 13% 3 9% 32 29 91% 28 88% 26 81%

2 1 15 0 1 19 46% 東 京 42 39 93% 38 90% 34 81% 40 32 80% 31 78% 17 43%

0 0 0 0 0 0 0% 千 葉 15 8 53% 4 27% 2 13% 11 11 100% 10 91% 7 64%

0 0 2 0 0 2 6% 神奈川 32 22 69% 18 56% 1 3% 31 21 68% 25 81% 27 87%

#### 山 梨 29 12 41% 12 41% 5 17% 29 29 100% 21 72% 8 28%

0 0 4 2 1 7 9% 長 野 77 46 60% 37 48% 26 34% 77 67 87% 43 56% 25 32%

0 1 9 3 3 16 70% 富 山 23 21 91% 21 91% 20 87% 23 23 100% 22 96% 21 91%

#### 石 川 27 7 26% 2 7% 1 4% 27 15 56% 8 30% 3 11%

0 0 0 0 0 0 0% 福 井 13 8 62% 2 15% 0 0% 12 10 83% 10 83% 10 83%

0 0 0 0 0 0 0% 静 岡 26 26 100% 5 19% 0 0% 26 26 100% 26 100% 11 42%

0 0 0 0 0 0 0% 愛 知 18 15 83% 14 78% 1 6% 18 15 83% 9 50% 5 28%

0 0 0 0 0 0 0% 岐 阜 21 8 38% 0 0% 0 0% 21 13 62% 6 29% 4 19%

0 0 0 1 0 1 3% 三 重 35 27 77% 25 71% 14 40% 34 30 88% 30 88% 30 88%

0 0 0 0 0 0 0% 滋 賀 22 20 91% 8 36% 2 9% 33 19 58% 19 58% 17 52%

0 0 1 0 0 1 5% 京 都 20 4 20% 3 15% 1 5% 20 5 25% 3 15% 1 5%

0 0 1 0 0 1 4% 奈 良 23 14 61% 3 13% 0 0% 23 20 87% 16 70% 8 35%

1 0 1 1 0 3 14% 和歌山 22 10 45% 5 23% 3 14% 16 15 94% 12 75% 10 63%

0 0 3 0 0 3 5% 大 阪 58 25 43% 23 40% 17 29% 57 49 86% 48 84% 44 77%

0 0 7 0 2 9 12% 兵 庫 75 57 76% 41 55% 34 45% 77 76 99% 72 94% 64 83%

0 0 0 0 1 1 5% 岡 山 24 6 25% 1 4% 0 0% 21 10 48% 7 33% 7 33%

0 0 1 1 0 2 8% 広 島 25 21 84% 19 76% 19 76% 25 7 28% 7 28% 6 24%

0 1 3 15 0 19 95% 鳥 取 20 19 95% 19 95% 19 95% 20 17 85% 17 85% 17 85%

0 1 7 11 4 23 96% 島 根 24 24 100% 24 100% 24 100% 24 24 100% 24 100% 24 100%

0 1 1 0 0 2 10% 山 口 21 17 81% 12 57% 0 0% 21 21 100% 18 86% 7 33%

0 1 7 3 0 11 55% 香 川 20 20 100% 20 100% 18 90% 20 20 100% 18 90% 18 90%

0 0 1 0 0 1 3% 徳 島 34 17 50% 7 21% 6 18% 18 14 78% 7 39% 7 39%

0 0 0 0 0 0 0% 愛 媛 17 10 59% 9 53% 0 0% 18 16 89% 12 67% 6 33%

0 0 0 0 0 0 0% 高 知 20 16 80% 9 45% 11 55% 20 18 90% 15 75% 15 75%

0 0 0 0 0 0 0% 福 岡 72 63 88% 63 88% 57 79% 75 69 92% 67 89% 64 85%

0 0 0 0 0 0 0% 佐 賀 29 26 90% 19 66% 19 66% 27 22 81% 20 74% 17 63%

0 0 0 0 0 0 0% 長 崎 29 11 38% 6 21% 1 3% 29 28 97% 23 79% 13 45%

0 2 14 3 0 19 90% 大 分 22 21 95% 20 91% 20 91% 21 21 100% 20 95% 20 95%

0 0 0 2 0 2 8% 宮 崎 24 23 96% 23 96% 4 17% 24 24 100% 20 83% 18 75%

0 0 0 1 0 1 2% 熊 本 51 22 43% 1 2% 1 2% 51 33 65% 12 24% 5 10%

0 0 0 0 0 0 0% 鹿児島 45 28 62% 13 29% 10 22% 45 35 78% 30 67% 22 49%

0 0 0 2 0 2 6% 沖 縄 36 5 14% 4 11% 0 0% 36 4 11% 5 14% 4 11%
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（2024年４月18日現在　45県本部）

都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計
都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％
都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％
都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％

全国計 59 94 662 633 133 1581 39 66 432 303 56 896 57% 30 38 243 157 23 491 31% 13 18 143 103 16 293 19%

北海道 2 4 41 126 4 177 0 1 20 34 2 57 32% 0 1 14 17 0 32 18% 0 1 14 17 0 32 18%

青 森 1 2 10 26 2 41 1 2 10 15 0 28 68% 0 1 4 3 0 8 20% 0 0 2 1 0 3 7%

岩 手 2 0 7 6 0 15 1 0 5 0 0 6 40% 1 0 1 0 0 2 13% 0 0 0 0 0 0 0%

宮 城 1 4 13 7 5 30 1 4 9 3 2 19 63% 0 3 6 0 2 11 37% 0 0 1 0 1 2 7%

秋 田 2 1 15 7 1 26 0 1 6 1 0 8 31% 0 0 3 0 0 3 12% 0 0 1 0 0 1 4%

山 形 1 1 13 23 3 41 1 1 12 22 2 38 93% 1 1 12 18 2 34 83% 1 1 12 18 2 34 83%

福 島 1 1 11 40 10 63 1 1 9 24 0 35 56% 1 0 2 9 0 12 19% 0 0 0 2 0 2 3%

新 潟 1 1 19 7 3 31 1 1 17 1 0 20 65% 1 0 5 0 0 6 19% 0 0 4 0 0 4 13%

群 馬 2 1 10 14 4 31 2 1 9 14 1 27 87% 2 1 9 12 1 25 81% 0 0 0 0 0 0 0%

栃 木 2 1 11 9 0 23 2 1 9 7 0 19 83% 2 1 5 3 0 11 48% 2 1 5 3 0 11 48%

茨 城 1 1 23 8 2 35 0 1 8 2 0 11 31% 0 0 0 1 0 1 3% 0 0 0 0 0 0 0%

埼 玉 1 2 17 11 1 32 1 1 9 9 1 21 66% 0 0 1 0 0 1 3% 0 0 1 1 0 2 6%

東 京 2 2 34 1 2 41 2 2 30 0 1 35 85% 2 2 30 0 1 35 85% 2 1 17 0 1 21 51%

千 葉 0 1 10 2 1 14 0 0 8 0 0 8 57% 0 0 3 0 0 3 21% 0 0 0 0 0 0 0%

神奈川 2 8 13 7 2 32 1 7 12 3 1 24 75% 0 2 5 1 0 8 25% 0 0 1 0 0 1 3%

山 梨 #### #### ####

長 野 2 1 18 47 9 77 1 0 9 7 1 18 23% 1 0 6 4 1 12 16% 1 0 6 3 1 11 14%

富 山 1 2 11 5 4 23 1 2 11 4 4 22 96% 1 2 10 4 4 21 91% 1 2 8 3 3 17 74%

石 川 #### #### ####

福 井 2 1 8 0 1 12 1 1 5 0 1 8 67% 1 1 0 0 0 2 17% 0 0 0 0 0 0 0%

静 岡 1 3 16 6 0 26 1 3 16 6 0 26 100% 1 3 16 6 0 26 100% 0 0 0 0 0 0 0%

愛 知 0 2 13 1 2 18 0 1 6 1 1 9 50% 0 1 1 0 0 2 11% 0 0 0 0 0 0 0%

岐 阜 0 3 13 3 1 20 0 1 5 2 0 8 40% 0 1 1 1 0 3 15% 0 1 0 0 0 1 5%

三 重 1 2 14 13 4 34 1 2 13 11 2 29 85% 1 2 12 11 1 27 79% 1 0 5 4 1 11 32%

滋 賀 2 2 21 4 3 32 2 1 8 1 3 15 47% 2 0 1 0 3 6 19% 0 0 0 0 0 0 0%

京 都 1 4 10 4 1 20 0 2 1 1 1 5 25% 0 2 1 0 0 3 15% 0 0 1 0 0 1 5%

奈 良 1 2 11 9 0 23 1 2 8 5 0 16 70% 1 1 6 3 0 11 48% 0 1 1 0 0 2 9%

和歌山 1 2 7 9 2 21 1 2 4 5 1 13 62% 0 2 3 3 0 8 38% 0 2 1 0 0 3 14%

大 阪 2 5 36 9 6 58 1 1 15 0 1 18 31% 1 0 10 0 0 11 19% 0 0 9 0 0 9 16%

兵 庫 1 3 49 17 6 76 1 3 38 6 3 51 67% 1 3 20 3 2 29 38% 1 0 9 1 1 12 16%

岡 山 3 2 8 6 2 21 0 0 2 0 1 3 14% 0 0 0 0 1 1 5% 0 0 0 0 1 1 5%

広 島 1 1 13 8 2 25 1 1 3 1 0 6 24% 1 0 1 1 0 3 12% 1 0 2 1 0 4 16%

鳥 取 1 1 3 15 0 20 0 1 3 15 0 19 95% 0 1 3 15 0 19 95% 0 1 3 15 0 19 95%

島 根 1 1 7 11 4 24 1 1 7 11 4 24 100% 1 1 7 11 4 24 100% 0 1 7 11 4 23 96%

山 口 1 1 13 6 0 21 1 1 6 5 0 13 62% 1 0 2 3 0 6 29% 0 0 0 0 0 0 0%

香 川 1 1 7 9 2 20 1 1 7 9 2 20 100% 1 1 7 9 1 19 95% 1 1 7 9 0 18 90%

徳 島 3 3 8 16 4 34 1 1 3 3 2 10 29% 1 0 2 1 0 4 12% 1 0 1 1 1 4 12%

愛 媛 2 1 8 6 0 17 2 0 2 1 0 5 29% 2 0 4 2 0 8 47% 0 0 0 2 0 2 12%

高 知 1 3 6 7 4 21 1 3 3 4 2 13 62% 1 2 2 3 0 8 38% 1 2 2 3 0 8 38%

福 岡 1 7 29 27 8 72 0 6 27 22 5 60 83% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%

佐 賀 1 1 9 9 7 27 0 1 9 9 4 23 85% 0 1 5 1 0 7 26% 0 1 5 1 0 7 26%

長 崎 2 1 12 7 8 30 2 1 8 6 7 24 80% 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%

大 分 1 2 15 3 0 21 1 2 15 3 0 21 100% 0 2 14 3 0 19 90% 0 2 14 3 0 19 90%

宮 崎 1 1 8 14 0 24 1 1 7 11 0 20 83% 0 0 2 5 0 7 29% 0 0 2 3 0 5 21%

熊 本 1 1 13 27 9 51 1 0 5 8 1 15 29% 1 0 1 1 0 3 6% 0 0 0 0 0 0 0%

鹿児島 1 4 19 21 0 45 1 1 13 10 0 25 56% 1 0 6 1 0 8 18% 0 0 2 1 0 3 7%

沖 縄 1 1 10 20 4 36 0 0 0 1 0 1 3% 0 0 0 2 0 2 6% 0 0 0 0 0 0 0%

2024春闘交渉実施状況調査（県本部別）

県本部加盟の単組数（自治体
の数ではありません） ⇒

要求書提出 交渉実施 妥結合意

2

全国計

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

新 潟

群 馬

栃 木

茨 城

埼 玉

東 京

千 葉

神奈川

山 梨

長 野

富 山

石 川

福 井

静 岡

愛 知

岐 阜

三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分

宮 崎

熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計 ％ 計 計 ％ 計 ％ 計 ％ 計 計 ％ 計 ％ 計 ％

4 9 98 65 12 188 12% 全国計 1644 1108 67% 753 46% 553 34% 1604 1266 79% 1044 65% 845 53%

0 0 9 14 0 23 13% 北海道 180 118 66% 74 41% 80 44% 177 112 63% 97 55% 100 56%

0 0 2 0 0 2 5% 青 森 41 23 56% 7 17% 0 0% 41 34 83% 10 24% 6 15%

0 0 0 0 0 0 0% 岩 手 15 8 53% 4 27% 2 13% 15 14 93% 9 60% 6 40%

0 1 0 0 0 1 3% 宮 城 32 20 63% 12 38% 7 22% 30 23 77% 24 80% 12 40%

0 0 0 0 0 0 0% 秋 田 26 17 65% 3 12% 3 12% 13 12 92% 9 69% 9 69%

0 0 1 3 0 4 10% 山 形 41 40 98% 33 80% 32 78% 41 41 100% 41 100% 40 98%

0 0 1 2 0 3 5% 福 島 63 52 83% 34 54% 1 2% 63 40 63% 21 33% 17 27%

0 0 6 0 0 6 19% 新 潟 33 23 70% 13 39% 21 64% 28 24 86% 20 71% 12 43%

0 0 0 0 0 0 0% 群 馬 31 26 84% 17 55% 13 42% 31 28 90% 22 71% 19 61%

1 0 1 0 0 2 9% 栃 木 23 22 96% 21 91% 21 91% 23 21 91% 19 83% 7 30%

0 0 0 0 0 0 0% 茨 城 36 15 42% 1 3% 0 0% 40 29 73% 11 28% 9 23%

0 0 1 1 0 2 6% 埼 玉 32 26 81% 4 13% 3 9% 32 29 91% 28 88% 26 81%

2 1 15 0 1 19 46% 東 京 42 39 93% 38 90% 34 81% 40 32 80% 31 78% 17 43%

0 0 0 0 0 0 0% 千 葉 15 8 53% 4 27% 2 13% 11 11 100% 10 91% 7 64%

0 0 2 0 0 2 6% 神奈川 32 22 69% 18 56% 1 3% 31 21 68% 25 81% 27 87%

#### 山 梨 29 12 41% 12 41% 5 17% 29 29 100% 21 72% 8 28%

0 0 4 2 1 7 9% 長 野 77 46 60% 37 48% 26 34% 77 67 87% 43 56% 25 32%

0 1 9 3 3 16 70% 富 山 23 21 91% 21 91% 20 87% 23 23 100% 22 96% 21 91%

#### 石 川 27 7 26% 2 7% 1 4% 27 15 56% 8 30% 3 11%

0 0 0 0 0 0 0% 福 井 13 8 62% 2 15% 0 0% 12 10 83% 10 83% 10 83%

0 0 0 0 0 0 0% 静 岡 26 26 100% 5 19% 0 0% 26 26 100% 26 100% 11 42%

0 0 0 0 0 0 0% 愛 知 18 15 83% 14 78% 1 6% 18 15 83% 9 50% 5 28%

0 0 0 0 0 0 0% 岐 阜 21 8 38% 0 0% 0 0% 21 13 62% 6 29% 4 19%

0 0 0 1 0 1 3% 三 重 35 27 77% 25 71% 14 40% 34 30 88% 30 88% 30 88%

0 0 0 0 0 0 0% 滋 賀 22 20 91% 8 36% 2 9% 33 19 58% 19 58% 17 52%

0 0 1 0 0 1 5% 京 都 20 4 20% 3 15% 1 5% 20 5 25% 3 15% 1 5%

0 0 1 0 0 1 4% 奈 良 23 14 61% 3 13% 0 0% 23 20 87% 16 70% 8 35%

1 0 1 1 0 3 14% 和歌山 22 10 45% 5 23% 3 14% 16 15 94% 12 75% 10 63%

0 0 3 0 0 3 5% 大 阪 58 25 43% 23 40% 17 29% 57 49 86% 48 84% 44 77%

0 0 7 0 2 9 12% 兵 庫 75 57 76% 41 55% 34 45% 77 76 99% 72 94% 64 83%

0 0 0 0 1 1 5% 岡 山 24 6 25% 1 4% 0 0% 21 10 48% 7 33% 7 33%

0 0 1 1 0 2 8% 広 島 25 21 84% 19 76% 19 76% 25 7 28% 7 28% 6 24%

0 1 3 15 0 19 95% 鳥 取 20 19 95% 19 95% 19 95% 20 17 85% 17 85% 17 85%

0 1 7 11 4 23 96% 島 根 24 24 100% 24 100% 24 100% 24 24 100% 24 100% 24 100%

0 1 1 0 0 2 10% 山 口 21 17 81% 12 57% 0 0% 21 21 100% 18 86% 7 33%

0 1 7 3 0 11 55% 香 川 20 20 100% 20 100% 18 90% 20 20 100% 18 90% 18 90%

0 0 1 0 0 1 3% 徳 島 34 17 50% 7 21% 6 18% 18 14 78% 7 39% 7 39%

0 0 0 0 0 0 0% 愛 媛 17 10 59% 9 53% 0 0% 18 16 89% 12 67% 6 33%

0 0 0 0 0 0 0% 高 知 20 16 80% 9 45% 11 55% 20 18 90% 15 75% 15 75%

0 0 0 0 0 0 0% 福 岡 72 63 88% 63 88% 57 79% 75 69 92% 67 89% 64 85%

0 0 0 0 0 0 0% 佐 賀 29 26 90% 19 66% 19 66% 27 22 81% 20 74% 17 63%

0 0 0 0 0 0 0% 長 崎 29 11 38% 6 21% 1 3% 29 28 97% 23 79% 13 45%

0 2 14 3 0 19 90% 大 分 22 21 95% 20 91% 20 91% 21 21 100% 20 95% 20 95%

0 0 0 2 0 2 8% 宮 崎 24 23 96% 23 96% 4 17% 24 24 100% 20 83% 18 75%

0 0 0 1 0 1 2% 熊 本 51 22 43% 1 2% 1 2% 51 33 65% 12 24% 5 10%

0 0 0 0 0 0 0% 鹿児島 45 28 62% 13 29% 10 22% 45 35 78% 30 67% 22 49%

0 0 0 2 0 2 6% 沖 縄 36 5 14% 4 11% 0 0% 36 4 11% 5 14% 4 11%
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都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

59 94 662 633 133 1581

9 23 157 125 13 327 20.7%

4 8 36 20 2 70 4.4%

7 5 29 10 1 52 3.3%

2 5 59 49 10 125 7.9%

11 20 80 49 14 174 11.0%

2 0 14 35 4 55 3.5%

29 48 321 226 32 656 41.5%

結
果

2 5 28 16 2 53 8.1%

12 14 92 27 10 155 9.8%

7 12 58 21 6 104 6.6%

7 8 38 18 4 75 4.7%

24 39 262 197 28 550 34.8%

0 1 12 6 1 20 3.6%

5 12 59 30 6 112 20.4%

20 34 225 174 21 474 30.0%

0 0 3 1 0 4 0.8%

5 10 44 27 6 92 19.4%

22 38 224 183 22 489 30.9%

0 1 11 12 0 24 4.9%

4 10 49 27 5 95 19.4%

23 35 218 182 25 483 30.6%

0 0 2 6 0 8 1.7%

6 13 54 40 7 120 24.8%

＜別表２＞2024春闘要求に関する交渉結果報告（全国計）

2024年４月18日現在　45県本部

35歳293,807円以上を達成している

40歳343,042円以上を達成している

初任給格付けの改善を要求した

前進回答があった

現在協議中

到達級の改善と昇格の確保を要求した

前進回答があった

前進回答があった

現在協議中

上位昇給の活用を要求した

現在協議中

※春闘に取り組んだ単組ではなく、全単組を対象としていますので、単組数の合計
が県本部加盟単組数となるようにお願いします。

県本部加盟の単組数（自治体数ではありません） ⇒

３．労使関係ルールに関する交渉を実施し、妥結（合意）に至った
（一部の要求項目のみ妥結（合意）した場合も含む）

４．労使関係ルールに関する合意、妥結事項を書面、協定書で確認した

Ⅰ　当局交渉の実施について　　→別の調査票にて集約

Ⅱ　書面化の実施について　　　→別の調査票にて集約

50歳台後半層職員の昇給維持について要求した

現在協議中

１．賃金水準の改善を要求した

５．労使関係ルールについては、春闘期以外で単組独自で要求し、妥結（合意）し
ている

６．これまで要求したことはない

ポ
イ
ン
ト
賃
金

へ
の
到
達
状
況

２．到達目標（ポイント賃金）の達成のため、運用の改善を要求した

Ⅲ　労使関係ルール確立の取り組みについて
※下記のうちから、該当するものをいずれか１つ選択してください。

１． 「労使関係ルールに関する基本要求書」を提出した
(春闘要求書の項目として入れた場合も含む)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要求書の提出のみ】

２．労使関係ルールに関する交渉を実施した

Ⅳ　「要求基準」の前進回答の状況について
　＊上段（黄色の行）は、要求書を提出した単組のうち、要求項目に入れた単組数を記入してください。なお、要求項目は全く同じ文言でなくても、
同様の内容であれば可とします。
　＊以下の「結果」の欄は、前進回答のあった単組や今春闘期前に達成している単組数を記入してください（達成していて要求書を提出していない単
組も含めた数）。

結
果

前進回答があった

前進回答があった

30歳248,775円以上を達成している

1

都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

22 39 286 197 22 566 35.8%

4 2 15 7 3 31 5.5%

2 1 9 3 1 16 51.6%

1 1 12 2 0 16 51.6%

1 0 2 1 0 4 12.9%

0 1 10 3 1 15 48.4%

21 21 158 66 8 274 17.3%

5 7 41 12 3 68 4.3%

5 5 40 4 1 55 3.5%

23 36 264 151 24 498 31.5%

4 6 63 20 4 97 19.5%

4 8 44 6 3 65 67.0%

5 5 41 7 4 62 63.9%

0 1 5 11 1 18 18.6%

0 2 16 13 1 32 33.0%

6 10 49 35 7 107 6.8%

14 9 69 29 5 126 8.0%

8 11 58 44 4 125 7.9%

0 0 4 7 0 11 0.7%

8 20 83 34 7 152 9.6%

12 14 140 97 14 277 17.5%

33 49 313 186 25 606 38.3%

a.常勤と同様の改定 37 56 365 289 26 773

b.常勤より小幅の改定 1 2 19 10 2 34

c.改定は行わない 0 4 24 29 3 60

d.現在協議中 0 0 13 7 4 24

a.常勤と同様に、４月に遡及して引き上げ改定 33 38 247 221 22 561

b.2024年１月（2023年12月も含む）分から引き上げ改定を行った 1 8 19 14 0 42

c.2024年度から引き上げ改定 6 17 133 97 9 262

d.現在協議中 0 1 12 1 2 16

民間経験のある中途採用者の初任給格付けについて、能力、経験等を踏ま
え、２級以上の格付けを可能としている

民間職務経験を100％換算としている

5年を超える民間職務経験の18月換算を撤廃した

有給の病気休暇がある

※「前進回答があった」と回答した単組は下記にもお答えください（複数回答可）

給料（報酬）の改善を勝ち取った

手当の改善を勝ち取った

給料（報酬）について昇給（幅・上限等）などの運用改善を勝ち取った

休暇制度等の改善を勝ち取った

４．「会計年度任用職員制度の整備状況チェックリスト」を活用し、会計年度任用
職員の処遇改善を要求した

結
果

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

前進回答があった

改定

制
度
の
整
備
状
況

再度の任用回数に上限がない（実態として上限がない場合も含む）

※以下の設問は今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

月例給

改定
時期

５．会計年度任用職員の給料・報酬について、常勤職員と同様に４月に遡及して引
き上げ改定を行うことを要求した
　　　　　　　　　　※今春闘期以前に要求した場合も含めてご回答ください

整
備
状
況

前進回答があった

※「前進回答があった」と回答した単組は、該当するものを選択してください（複数回答可）

常勤職員と同じ初任給基準を使用している

前歴換算（学歴、免許、職務経験等）は常勤職員と同じ考え方に基づき行
われている

昇給（職務経験）は常勤職員と同じ基準（号給）で行われている

３．中途採用者の賃金改善を要求した

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前の状況について回答してください）

民間経験のある中途採用者の初任給格付けについて、能力、経験等を踏ま
え、２級以上の格付けを可能とした（予定も含む）

民間職務経験を100％換算とした（予定も含む）

昇給の最高号給に上限がない

結
果

5年を超える民間職務経験の18月換算を撤廃した

中途採用者の初任給決定の変更にあたり、必要な在職者調整を行った（予
定も含む）

2－ 24 －



都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

59 94 662 633 133 1581

9 23 157 125 13 327 20.7%

4 8 36 20 2 70 4.4%

7 5 29 10 1 52 3.3%

2 5 59 49 10 125 7.9%

11 20 80 49 14 174 11.0%

2 0 14 35 4 55 3.5%

29 48 321 226 32 656 41.5%

結
果

2 5 28 16 2 53 8.1%

12 14 92 27 10 155 9.8%

7 12 58 21 6 104 6.6%

7 8 38 18 4 75 4.7%

24 39 262 197 28 550 34.8%

0 1 12 6 1 20 3.6%

5 12 59 30 6 112 20.4%

20 34 225 174 21 474 30.0%

0 0 3 1 0 4 0.8%

5 10 44 27 6 92 19.4%

22 38 224 183 22 489 30.9%

0 1 11 12 0 24 4.9%

4 10 49 27 5 95 19.4%

23 35 218 182 25 483 30.6%

0 0 2 6 0 8 1.7%

6 13 54 40 7 120 24.8%

＜別表２＞2024春闘要求に関する交渉結果報告（全国計）

2024年４月18日現在　45県本部

35歳293,807円以上を達成している

40歳343,042円以上を達成している

初任給格付けの改善を要求した

前進回答があった

現在協議中

到達級の改善と昇格の確保を要求した

前進回答があった

前進回答があった

現在協議中

上位昇給の活用を要求した

現在協議中

※春闘に取り組んだ単組ではなく、全単組を対象としていますので、単組数の合計
が県本部加盟単組数となるようにお願いします。

県本部加盟の単組数（自治体数ではありません） ⇒

３．労使関係ルールに関する交渉を実施し、妥結（合意）に至った
（一部の要求項目のみ妥結（合意）した場合も含む）

４．労使関係ルールに関する合意、妥結事項を書面、協定書で確認した

Ⅰ　当局交渉の実施について　　→別の調査票にて集約

Ⅱ　書面化の実施について　　　→別の調査票にて集約

50歳台後半層職員の昇給維持について要求した

現在協議中

１．賃金水準の改善を要求した

５．労使関係ルールについては、春闘期以外で単組独自で要求し、妥結（合意）し
ている

６．これまで要求したことはない

ポ
イ
ン
ト
賃
金

へ
の
到
達
状
況

２．到達目標（ポイント賃金）の達成のため、運用の改善を要求した

Ⅲ　労使関係ルール確立の取り組みについて
※下記のうちから、該当するものをいずれか１つ選択してください。

１． 「労使関係ルールに関する基本要求書」を提出した
(春闘要求書の項目として入れた場合も含む)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【要求書の提出のみ】

２．労使関係ルールに関する交渉を実施した

Ⅳ　「要求基準」の前進回答の状況について
　＊上段（黄色の行）は、要求書を提出した単組のうち、要求項目に入れた単組数を記入してください。なお、要求項目は全く同じ文言でなくても、
同様の内容であれば可とします。
　＊以下の「結果」の欄は、前進回答のあった単組や今春闘期前に達成している単組数を記入してください（達成していて要求書を提出していない単
組も含めた数）。

結
果

前進回答があった

前進回答があった

30歳248,775円以上を達成している

1

都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

22 39 286 197 22 566 35.8%

4 2 15 7 3 31 5.5%

2 1 9 3 1 16 51.6%

1 1 12 2 0 16 51.6%

1 0 2 1 0 4 12.9%

0 1 10 3 1 15 48.4%

21 21 158 66 8 274 17.3%

5 7 41 12 3 68 4.3%

5 5 40 4 1 55 3.5%

23 36 264 151 24 498 31.5%

4 6 63 20 4 97 19.5%

4 8 44 6 3 65 67.0%

5 5 41 7 4 62 63.9%

0 1 5 11 1 18 18.6%

0 2 16 13 1 32 33.0%

6 10 49 35 7 107 6.8%

14 9 69 29 5 126 8.0%

8 11 58 44 4 125 7.9%

0 0 4 7 0 11 0.7%

8 20 83 34 7 152 9.6%

12 14 140 97 14 277 17.5%

33 49 313 186 25 606 38.3%

a.常勤と同様の改定 37 56 365 289 26 773

b.常勤より小幅の改定 1 2 19 10 2 34

c.改定は行わない 0 4 24 29 3 60

d.現在協議中 0 0 13 7 4 24

a.常勤と同様に、４月に遡及して引き上げ改定 33 38 247 221 22 561

b.2024年１月（2023年12月も含む）分から引き上げ改定を行った 1 8 19 14 0 42

c.2024年度から引き上げ改定 6 17 133 97 9 262

d.現在協議中 0 1 12 1 2 16

民間経験のある中途採用者の初任給格付けについて、能力、経験等を踏ま
え、２級以上の格付けを可能としている

民間職務経験を100％換算としている

5年を超える民間職務経験の18月換算を撤廃した

有給の病気休暇がある

※「前進回答があった」と回答した単組は下記にもお答えください（複数回答可）

給料（報酬）の改善を勝ち取った

手当の改善を勝ち取った

給料（報酬）について昇給（幅・上限等）などの運用改善を勝ち取った

休暇制度等の改善を勝ち取った

４．「会計年度任用職員制度の整備状況チェックリスト」を活用し、会計年度任用
職員の処遇改善を要求した

結
果

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

前進回答があった

改定

制
度
の
整
備
状
況

再度の任用回数に上限がない（実態として上限がない場合も含む）

※以下の設問は今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

月例給

改定
時期

５．会計年度任用職員の給料・報酬について、常勤職員と同様に４月に遡及して引
き上げ改定を行うことを要求した
　　　　　　　　　　※今春闘期以前に要求した場合も含めてご回答ください

整
備
状
況

前進回答があった

※「前進回答があった」と回答した単組は、該当するものを選択してください（複数回答可）

常勤職員と同じ初任給基準を使用している

前歴換算（学歴、免許、職務経験等）は常勤職員と同じ考え方に基づき行
われている

昇給（職務経験）は常勤職員と同じ基準（号給）で行われている

３．中途採用者の賃金改善を要求した

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前の状況について回答してください）

民間経験のある中途採用者の初任給格付けについて、能力、経験等を踏ま
え、２級以上の格付けを可能とした（予定も含む）

民間職務経験を100％換算とした（予定も含む）

昇給の最高号給に上限がない

結
果

5年を超える民間職務経験の18月換算を撤廃した

中途採用者の初任給決定の変更にあたり、必要な在職者調整を行った（予
定も含む）

2－ 25 －



都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

a.常勤を上回る支給月数とした（勤勉手当相当分含む） 8 9 26 7 3 53

b.常勤と同様の支給月数とした 31 49 303 268 23 674

c.常勤未満の支給月数 1 5 67 41 6 120

d.引き上げを行わない 0 2 25 23 0 50

e.現在協議中 1 0 10 3 2 16

a.2023年度から改定 31 36 238 199 21 525

b.2024年度から改定 6 26 135 87 9 263

c.現在協議中 0 1 9 3 3 16

28 48 295 170 25 566 35.8%

35 39 180 131 9 394

4 22 233 175 25 459

0 0 22 44 3 69

38 53 294 209 24 618

0 8 84 58 10 160

0 1 21 17 3 42

22 41 282 187 29 561 35.5%

21 26 187 84 21 339 21.4%

4 10 55 45 17 131 8.3%

7 13 70 30 9 129 8.2%

18 31 184 139 27 399 25.2%

28 40 272 200 27 567 35.9%

3 2 17 17 6 45 7.9%

1 1 13 15 3 33 73.3%

2 0 13 5 1 21 46.7%

24 38 268 193 17 540 34.2%

4 8 63 39 5 119 22.0%

0 3 7 1 2 13 10.9%

1 2 26 18 4 51 42.9%

1 2 12 6 0 21 17.6%

2 1 38 14 2 57 47.9%

1 0 9 4 0 14 11.8%

結
果

運
用
状
況

管理職および職員に対し、カスタマーハラスメントに関する研修・講習等
が実施された（予定も含む）

結
果

c.現在協議中

※該当するものを選択してください（複数回答可）

客観的な方法（タイムカード、パソコン等）で勤務時間管理が行われてい
る
条例・規則に定めた超過勤務の原則的な上限（月45時間年360時間）は守ら
れている

他律的業務の比重が高い部署を必要最小限の範囲に限定している

上限時間を超えて時間外労働を命じることができる「特例業務」の発動を
災害時のみとするなど具体的業務に限定している

前進回答があった

※「前進回答があった」と回答した単組は、下記から該当するものを選択してください（複数回答可）

60歳超職員の職務内容・配置・職場環境等を改善した

再任用職員の級の格付けを改善した

b.常勤未満の支給月数

６．会計年度任用職員に勤勉手当を支給する為の条例改正を要求した
　　　　　　　　　※今春闘期以前に要求した場合も含めてご回答ください

条例
改正
時期

勤勉
手当
支給
月数

※以下の設問は今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

９．カスタマーハラスメントの防止にむけて対策を講じるよう要求した

７．時間外労働の上限を定める条例・規則については、労基法・人事院規則が定め
る原則（月45時間年360時間）を上限として、適正に運用することを要求した

相談窓口が設置された（予定も含む）

b.３月議会において実施（予定含む）

c.現在協議中

a.常勤と同様の支給月数

支給
月数

改定
時期

職場でカスタマーハラスメントの実態調査が行われた（予定も含む）

前進回答があった

※「前進回答があった」と回答した単組は下記にもお答えください（複数回答可）

対応指針（ガイドラインやマニュアル、要綱など）が策定された（予定も
含む）

庁舎管理規則等が整備された（予定も含む）

８．定年引き上げに関する要求・協議を行った

a.12月議会において実施した

期末
手当

3

都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

1 3 19 6 2 31

7 14 60 25 4 110

11 16 102 60 11 200

9 16 93 41 7 166

7 7 60 18 1 93

28 41 303 207 28 607 38.4%

結
果

5 6 20 6 4 41 6.8%

6 11 63 18 3 101 6.4%

8 17 129 99 7 260 16.4%

5 4 27 20 1 57 3.6%

22 16 157 88 13 296 18.7%

7 12 41 7 0 67 4.2%

7 8 41 12 1 69 4.4%

5 10 52 10 4 81 5.1%

26 45 275 174 29 549 34.7%

0 0 4 1 0 5 0.3%

4 15 185 130 18 352 22.3%

4 7 26 12 5 54 3.4%

7 3 14 9 0 33 2.1%

14 6 70 55 5 150 9.5%

0 1 22 23 1 47 3.0%

8 16 75 46 5 150 9.5%

2 11 92 45 14 164 10.4%

3 4 41 38 10 96 6.1%

19 24 153 101 9 306 19.4%

10 8 15 3 1 37 2.3%

12 15 143 75 15 260 16.4%

4 3 57 58 16 138 8.7%

2 6 21 16 6 51 3.2%

基本組織の交渉参加など具体的役割を担った

「ジェンダー平等の職場づくりチェックリスト」を活用した

特に意見は取り入れていない

職場委員は職場単位に配置され、意見を集約している

職場委員会、分会機能を高めるための学習会に取り組んだ

配置しているが、機関紙配布など情報伝達機能のみ

庁舎管理規則等が整備されている

評議会等と連携をはかり意見を集約した

会計年度任用職員からの意見をあわせて集約した

執行部で検討し作成した

青年部・ユース部が若手組合員の意見を集約し、基本組織の要求に反映し
た

相談窓口が設置されている

管理職および職員に対し、カスタマーハラスメントに関する研修・講習等
が実施されている

Ⅵ　単組における要求書作成等にあたっての取り組みについて

対応指針（ガイドラインやマニュアル、要綱など）が策定されている

職場でカスタマーハラスメントの実態調査が行われている

２．人員確保・処遇改善を含めた地方財政確立に向けた自治体予算の点検あるいは
地域の政策課題実現に向け首長・自治体議員等への要請行動を行った

Ⅴ　地域公共サービスの維持・改善にむけた人員確保などの取り組み
　＊上段（黄色の行）は、要求書を提出した単組のうち、要求項目に入れた単組数を記入してください。なお、要求項目は全く同じ文言
でなくても、同様の内容であれば可とします。

県本部、中央本部のモデル要求書を使用した

その他

青年部・ユース部で独自要求書を作成し、独自交渉した

職場委員が開催する職場集会への参加を必須として、意見を出した

青年部や女性部等が中心となって意見を集約した

３．職場委員会、分会は十分に機能しているか（複数回答可）

結
果

その他

結
果

２．若手組合員はどのようなかたちで春闘に参加したか（複数回答可）

結
果

職場委員会は存在しない

アンケートを配布し意見を集約した

支部内の職場委員が意見を集約した

その他

職場委員が職場ごとに意見を集約した

１．組合員の意見、要望をどのように集約して要求書を作成したか（複数回答可）

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

整
備
状
況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前進回答があった

１．公共サービスの安定的な提供にむけ、必要な人員を要求した

4
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都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

a.常勤を上回る支給月数とした（勤勉手当相当分含む） 8 9 26 7 3 53

b.常勤と同様の支給月数とした 31 49 303 268 23 674

c.常勤未満の支給月数 1 5 67 41 6 120

d.引き上げを行わない 0 2 25 23 0 50

e.現在協議中 1 0 10 3 2 16

a.2023年度から改定 31 36 238 199 21 525

b.2024年度から改定 6 26 135 87 9 263

c.現在協議中 0 1 9 3 3 16

28 48 295 170 25 566 35.8%

35 39 180 131 9 394

4 22 233 175 25 459

0 0 22 44 3 69

38 53 294 209 24 618

0 8 84 58 10 160

0 1 21 17 3 42

22 41 282 187 29 561 35.5%

21 26 187 84 21 339 21.4%

4 10 55 45 17 131 8.3%

7 13 70 30 9 129 8.2%

18 31 184 139 27 399 25.2%

28 40 272 200 27 567 35.9%

3 2 17 17 6 45 7.9%

1 1 13 15 3 33 73.3%

2 0 13 5 1 21 46.7%

24 38 268 193 17 540 34.2%

4 8 63 39 5 119 22.0%

0 3 7 1 2 13 10.9%

1 2 26 18 4 51 42.9%

1 2 12 6 0 21 17.6%

2 1 38 14 2 57 47.9%

1 0 9 4 0 14 11.8%

結
果

運
用
状
況

管理職および職員に対し、カスタマーハラスメントに関する研修・講習等
が実施された（予定も含む）

結
果

c.現在協議中

※該当するものを選択してください（複数回答可）

客観的な方法（タイムカード、パソコン等）で勤務時間管理が行われてい
る
条例・規則に定めた超過勤務の原則的な上限（月45時間年360時間）は守ら
れている

他律的業務の比重が高い部署を必要最小限の範囲に限定している

上限時間を超えて時間外労働を命じることができる「特例業務」の発動を
災害時のみとするなど具体的業務に限定している

前進回答があった

※「前進回答があった」と回答した単組は、下記から該当するものを選択してください（複数回答可）

60歳超職員の職務内容・配置・職場環境等を改善した

再任用職員の級の格付けを改善した

b.常勤未満の支給月数

６．会計年度任用職員に勤勉手当を支給する為の条例改正を要求した
　　　　　　　　　※今春闘期以前に要求した場合も含めてご回答ください

条例
改正
時期

勤勉
手当
支給
月数

※以下の設問は今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

９．カスタマーハラスメントの防止にむけて対策を講じるよう要求した

７．時間外労働の上限を定める条例・規則については、労基法・人事院規則が定め
る原則（月45時間年360時間）を上限として、適正に運用することを要求した

相談窓口が設置された（予定も含む）

b.３月議会において実施（予定含む）

c.現在協議中

a.常勤と同様の支給月数

支給
月数

改定
時期

職場でカスタマーハラスメントの実態調査が行われた（予定も含む）

前進回答があった

※「前進回答があった」と回答した単組は下記にもお答えください（複数回答可）

対応指針（ガイドラインやマニュアル、要綱など）が策定された（予定も
含む）

庁舎管理規則等が整備された（予定も含む）

８．定年引き上げに関する要求・協議を行った

a.12月議会において実施した

期末
手当

3

都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

1 3 19 6 2 31

7 14 60 25 4 110

11 16 102 60 11 200

9 16 93 41 7 166

7 7 60 18 1 93

28 41 303 207 28 607 38.4%

結
果

5 6 20 6 4 41 6.8%

6 11 63 18 3 101 6.4%

8 17 129 99 7 260 16.4%

5 4 27 20 1 57 3.6%

22 16 157 88 13 296 18.7%

7 12 41 7 0 67 4.2%

7 8 41 12 1 69 4.4%

5 10 52 10 4 81 5.1%

26 45 275 174 29 549 34.7%

0 0 4 1 0 5 0.3%

4 15 185 130 18 352 22.3%

4 7 26 12 5 54 3.4%

7 3 14 9 0 33 2.1%

14 6 70 55 5 150 9.5%

0 1 22 23 1 47 3.0%

8 16 75 46 5 150 9.5%

2 11 92 45 14 164 10.4%

3 4 41 38 10 96 6.1%

19 24 153 101 9 306 19.4%

10 8 15 3 1 37 2.3%

12 15 143 75 15 260 16.4%

4 3 57 58 16 138 8.7%

2 6 21 16 6 51 3.2%

基本組織の交渉参加など具体的役割を担った

「ジェンダー平等の職場づくりチェックリスト」を活用した

特に意見は取り入れていない

職場委員は職場単位に配置され、意見を集約している

職場委員会、分会機能を高めるための学習会に取り組んだ

配置しているが、機関紙配布など情報伝達機能のみ

庁舎管理規則等が整備されている

評議会等と連携をはかり意見を集約した

会計年度任用職員からの意見をあわせて集約した

執行部で検討し作成した

青年部・ユース部が若手組合員の意見を集約し、基本組織の要求に反映し
た

相談窓口が設置されている

管理職および職員に対し、カスタマーハラスメントに関する研修・講習等
が実施されている

Ⅵ　単組における要求書作成等にあたっての取り組みについて

対応指針（ガイドラインやマニュアル、要綱など）が策定されている

職場でカスタマーハラスメントの実態調査が行われている

２．人員確保・処遇改善を含めた地方財政確立に向けた自治体予算の点検あるいは
地域の政策課題実現に向け首長・自治体議員等への要請行動を行った

Ⅴ　地域公共サービスの維持・改善にむけた人員確保などの取り組み
　＊上段（黄色の行）は、要求書を提出した単組のうち、要求項目に入れた単組数を記入してください。なお、要求項目は全く同じ文言
でなくても、同様の内容であれば可とします。

県本部、中央本部のモデル要求書を使用した

その他

青年部・ユース部で独自要求書を作成し、独自交渉した

職場委員が開催する職場集会への参加を必須として、意見を出した

青年部や女性部等が中心となって意見を集約した

３．職場委員会、分会は十分に機能しているか（複数回答可）

結
果

その他

結
果

２．若手組合員はどのようなかたちで春闘に参加したか（複数回答可）

結
果

職場委員会は存在しない

アンケートを配布し意見を集約した

支部内の職場委員が意見を集約した

その他

職場委員が職場ごとに意見を集約した

１．組合員の意見、要望をどのように集約して要求書を作成したか（複数回答可）

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

整
備
状
況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前進回答があった

１．公共サービスの安定的な提供にむけ、必要な人員を要求した
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都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

25 38 160 140 17 380 24.0%

19 14 113 59 9 214 13.5%

29 41 301 196 34 601 38.0%

16 24 157 89 16 302 19.1%

2 2 17 6 3 30 1.9%

2 8 42 31 3 86 5.4%

17 13 112 76 16 234 14.8%

1 0 0 0 1 2 0.1%

1 3 67 67 10 148 9.4%

13 23 129 46 12 223 14.1%

13 16 103 65 12 209 13.2%

2 7 37 35 8 89 5.6%

30 39 290 119 17 495 31.3%

0 1 15 15 4 35 2.2%

2 4 34 19 8 67 4.2%

4 4 19 14 3 44 2.8%

493 101 671 264 24 1553

7 9 61 23 6 106 6.7%

58 87 4861 861 33 5900

0 2 2 2 1 7 0.4%

0 81 75 115 4 275

12 11 98 53 16 190 12.0%

3246 1107 6962 1564 401 13280

3 1 8 2 1 15 0.9%

2 52 110 14 16 194

6 8 41 9 3 67 4.2%

29 22 3110 272 23 3456

４．職場からあがった意見、要望のうち、最も重視している要求項目は何か（複数回答可）

２．自治労３・15全国統一行動日（３月15日）として「29分時間内食い込み集会」を実施した

機関紙、SNSで情報共有している

未周知

その他

６．要求内容、交渉、妥結状況を組合員と共有できているか（複数回答可）

結
果

執行部と職場委員が交渉に参加し、組合員はウェブ等で傍聴参加した

交渉していない

その他

職場集会で情報共有している

職場委員から直接伝達している

執行部のみが交渉に参加し、その経過について別会場の組合員に逐一報告
した

結
果

賃金改善

労働時間短縮

人員確保

職場環境改善や労働安全衛生活動

その他

執行部と職場委員が交渉に参加し、組合員には後日報告した

結
果

５．交渉への参加・報告の仕方は、どのようにしたか（複数回答可）

１．第１次全国統一行動（２月21日）として「時間外職場集会等」を実施した

Ⅶ　春闘統一行動について

結
果

結
果

３．第３次全国統一行動（３月25日）として「時間外職場集会等」を実施した

結
果

時間外職場集会を実施した

参加人数

その他、機関紙等配布等を実施した

参加人数

29分時間内食い込み集会を実施した

参加人数

その他、時間外職場集会等を実施した

参加人数

時間外職場集会を実施した

参加人数

その他、機関紙等配布等を実施した

参加人数

5

2024年４月18日現在　45県本部

都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計
都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

全国計 59 94 662 633 133 1581 9 23 157 125 13 4 8 36 20 2 7 5 29 10 1

北海道 2 4 41 126 4 177 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0

青 森 1 2 10 26 2 41 0 1 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

岩 手 2 0 7 6 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 城 1 4 13 7 5 30 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0

秋 田 2 1 15 7 1 26 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

山 形 1 1 13 23 3 41 1 1 11 21 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

福 島 1 1 11 40 10 63 0 0 8 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

新 潟 1 1 19 7 3 31 0 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

群 馬 2 1 10 14 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃 木 2 1 11 9 0 23 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

茨 城 1 1 23 8 2 35 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼 玉 1 2 17 11 1 32 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

東 京 2 2 34 1 2 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千 葉 0 1 10 2 1 14 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

神奈川 2 8 13 7 2 32 0 3 7 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

山 梨 0

長 野 2 1 18 47 9 77 0 0 7 5 0 0 0 3 3 0 1 0 3 2 1

富 山 1 2 11 5 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0

石 川

福 井 2 1 8 0 1 12 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

静 岡 1 3 16 6 0 26 0 3 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛 知 0 2 13 1 2 18 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

岐 阜 0 3 13 3 1 20 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

三 重 1 2 14 13 4 34 0 0 6 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0

滋 賀 2 2 21 4 3 32 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京 都 1 4 10 4 1 20 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

奈 良 1 2 11 9 0 23 0 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

和歌山 1 2 7 9 2 21 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0

大 阪 2 5 36 9 6 58 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0

兵 庫 1 3 49 17 6 76 0 0 8 3 1 0 0 6 2 0 1 0 1 0 0

岡 山 3 2 8 6 2 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広 島 1 1 13 8 2 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

鳥 取 1 1 3 15 0 20 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0

島 根 1 1 7 11 4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山 口 1 1 13 6 0 21 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

香 川 1 1 7 9 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳 島 3 3 8 16 4 34 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

愛 媛 2 1 8 6 0 17 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

高 知 1 3 6 7 4 21 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

福 岡 1 7 29 27 8 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐 賀 1 1 9 9 7 27 0 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長 崎 2 1 12 7 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大 分 1 2 15 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 崎 1 1 8 14 0 24 0 1 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

熊 本 1 1 13 27 9 51 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島 1 4 19 21 0 45 0 2 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0

沖 縄 1 1 10 20 4 36 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

2024春闘要求に関する交渉結果報告（県本部別)

県本部加盟単組数

Ⅲ　労使関係ルール確立の取り組みについて

※下記のうちから、該当するものをいずれか１つ選択してください。

3. 労使関係ルールに関する交渉を実
施し、妥結（合意）に至った
（一部の要求項目のみ妥結（合意）し
た場合も含む）

2. 労使関係ルールに関する交渉を実
施した

1. 「労使関係ルールに関する基本要
求書」を提出した
(春闘要求書の項目として入れた場合
も含む)
【要求書の提出のみ】
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都道
府県

(単組数)

県　都
政令市
(単組数)

都　市
特別区
(単組数)

町　村

(単組数)

事務
組合
広域
連合

(単組数)

合　計 全単組比

25 38 160 140 17 380 24.0%

19 14 113 59 9 214 13.5%

29 41 301 196 34 601 38.0%

16 24 157 89 16 302 19.1%

2 2 17 6 3 30 1.9%

2 8 42 31 3 86 5.4%

17 13 112 76 16 234 14.8%

1 0 0 0 1 2 0.1%

1 3 67 67 10 148 9.4%

13 23 129 46 12 223 14.1%

13 16 103 65 12 209 13.2%

2 7 37 35 8 89 5.6%

30 39 290 119 17 495 31.3%

0 1 15 15 4 35 2.2%

2 4 34 19 8 67 4.2%

4 4 19 14 3 44 2.8%

493 101 671 264 24 1553

7 9 61 23 6 106 6.7%

58 87 4861 861 33 5900

0 2 2 2 1 7 0.4%

0 81 75 115 4 275

12 11 98 53 16 190 12.0%

3246 1107 6962 1564 401 13280

3 1 8 2 1 15 0.9%

2 52 110 14 16 194

6 8 41 9 3 67 4.2%

29 22 3110 272 23 3456

４．職場からあがった意見、要望のうち、最も重視している要求項目は何か（複数回答可）

２．自治労３・15全国統一行動日（３月15日）として「29分時間内食い込み集会」を実施した

機関紙、SNSで情報共有している

未周知

その他

６．要求内容、交渉、妥結状況を組合員と共有できているか（複数回答可）

結
果

執行部と職場委員が交渉に参加し、組合員はウェブ等で傍聴参加した

交渉していない

その他

職場集会で情報共有している

職場委員から直接伝達している

執行部のみが交渉に参加し、その経過について別会場の組合員に逐一報告
した

結
果

賃金改善

労働時間短縮

人員確保

職場環境改善や労働安全衛生活動

その他

執行部と職場委員が交渉に参加し、組合員には後日報告した

結
果

５．交渉への参加・報告の仕方は、どのようにしたか（複数回答可）

１．第１次全国統一行動（２月21日）として「時間外職場集会等」を実施した

Ⅶ　春闘統一行動について

結
果

結
果

３．第３次全国統一行動（３月25日）として「時間外職場集会等」を実施した

結
果

時間外職場集会を実施した

参加人数

その他、機関紙等配布等を実施した

参加人数

29分時間内食い込み集会を実施した

参加人数

その他、時間外職場集会等を実施した

参加人数

時間外職場集会を実施した

参加人数

その他、機関紙等配布等を実施した

参加人数

5

2024年４月18日現在　45県本部

都道
府県

県都
政令
市

都市
特別
区

町村

事務
組合
広域
連合

計
都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

全国計 59 94 662 633 133 1581 9 23 157 125 13 4 8 36 20 2 7 5 29 10 1

北海道 2 4 41 126 4 177 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0

青 森 1 2 10 26 2 41 0 1 2 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

岩 手 2 0 7 6 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 城 1 4 13 7 5 30 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0

秋 田 2 1 15 7 1 26 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

山 形 1 1 13 23 3 41 1 1 11 21 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

福 島 1 1 11 40 10 63 0 0 8 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0

新 潟 1 1 19 7 3 31 0 1 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

群 馬 2 1 10 14 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

栃 木 2 1 11 9 0 23 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

茨 城 1 1 23 8 2 35 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

埼 玉 1 2 17 11 1 32 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

東 京 2 2 34 1 2 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千 葉 0 1 10 2 1 14 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

神奈川 2 8 13 7 2 32 0 3 7 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

山 梨 0

長 野 2 1 18 47 9 77 0 0 7 5 0 0 0 3 3 0 1 0 3 2 1

富 山 1 2 11 5 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0

石 川

福 井 2 1 8 0 1 12 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

静 岡 1 3 16 6 0 26 0 3 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

愛 知 0 2 13 1 2 18 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

岐 阜 0 3 13 3 1 20 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

三 重 1 2 14 13 4 34 0 0 6 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0

滋 賀 2 2 21 4 3 32 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

京 都 1 4 10 4 1 20 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

奈 良 1 2 11 9 0 23 0 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

和歌山 1 2 7 9 2 21 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0

大 阪 2 5 36 9 6 58 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0

兵 庫 1 3 49 17 6 76 0 0 8 3 1 0 0 6 2 0 1 0 1 0 0

岡 山 3 2 8 6 2 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広 島 1 1 13 8 2 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

鳥 取 1 1 3 15 0 20 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0

島 根 1 1 7 11 4 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

山 口 1 1 13 6 0 21 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

香 川 1 1 7 9 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

徳 島 3 3 8 16 4 34 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

愛 媛 2 1 8 6 0 17 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

高 知 1 3 6 7 4 21 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

福 岡 1 7 29 27 8 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

佐 賀 1 1 9 9 7 27 0 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長 崎 2 1 12 7 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大 分 1 2 15 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮 崎 1 1 8 14 0 24 0 1 5 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

熊 本 1 1 13 27 9 51 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島 1 4 19 21 0 45 0 2 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0

沖 縄 1 1 10 20 4 36 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

2024春闘要求に関する交渉結果報告（県本部別)

県本部加盟単組数

Ⅲ　労使関係ルール確立の取り組みについて

※下記のうちから、該当するものをいずれか１つ選択してください。

3. 労使関係ルールに関する交渉を実
施し、妥結（合意）に至った
（一部の要求項目のみ妥結（合意）し
た場合も含む）

2. 労使関係ルールに関する交渉を実
施した

1. 「労使関係ルールに関する基本要
求書」を提出した
(春闘要求書の項目として入れた場合
も含む)
【要求書の提出のみ】
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

2 5 59 49 10 11 20 80 49 14 2 0 14 35 4 29 48 321 226 32

0 0 4 8 1 0 1 16 14 1 0 0 0 5 0 0 1 20 34 2

0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 5 0 1 0 6 6 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 3 0 1 2 8 3 1

0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2

0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 8 18 0

0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 1 0

0 0 0 0 0 2 1 8 11 1 0 0 0 0 0 2 1 8 12 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 9 0

2 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 29 0 1

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0

0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 4 8 2 1

0 0 7 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 0

0 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 6 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0

0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 12 10 2

0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 8 1 2

0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1 2 3 3 1

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 0 1

0 0 2 0 1 0 2 10 1 2 0 0 5 1 0 1 3 16 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

0 1 3 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0

0 1 7 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0

0 0 0 0 0 0 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 1 7 9 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0

0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 3 5 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 14 8 0

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1. 賃金水準の改善を要求した

6．これまで要求したことはない5．労使関係ルールについては、春闘
期以外で単組独自で要求し、妥結（合
意）している

4. 労使関係ルールに関する合意、妥
結事項を書面、協定書で確認した

要求した

Ⅳ　「要求基準」の前進回答の状
況について

2 / 36 ページ
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区
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事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

2 5 28 16 2 12 14 92 27 10 7 12 58 21 6 7 8 38 18 4

0 0 2 4 0 0 0 3 7 2 0 0 4 8 2 0 0 1 7 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 8 3 2 0 0 0 1 0

0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 2 1 8 1 0 2 1 6 1 0 2 0 4 1 0

0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0

0 1 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 4 1 1 1 0 4 0 1

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0

0 0 4 0 0 0 2 7 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 2 7 3 0 0 2 9 2 0

0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

30歳248,775円以上を達成している 35歳293,807円以上を達成している 40歳343,042円以上を達成している

結果

前進回答があった

ポイント賃金への到達状況
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2 5 59 49 10 11 20 80 49 14 2 0 14 35 4 29 48 321 226 32

0 0 4 8 1 0 1 16 14 1 0 0 0 5 0 0 1 20 34 2

0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 5 0 1 0 6 6 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 3 0 1 2 8 3 1

0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2

0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 8 18 0

0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 1 0

0 0 0 0 0 2 1 8 11 1 0 0 0 0 0 2 1 8 12 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 9 0

2 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 29 0 1

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0

0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 4 8 2 1

0 0 7 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 0

0 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 6 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0

0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 12 10 2

0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 8 1 2

0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1 2 3 3 1

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 0 1

0 0 2 0 1 0 2 10 1 2 0 0 5 1 0 1 3 16 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

0 1 3 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0

0 1 7 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0

0 0 0 0 0 0 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 1 7 9 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0

0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 3 5 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 14 8 0

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1. 賃金水準の改善を要求した

6．これまで要求したことはない5．労使関係ルールについては、春闘
期以外で単組独自で要求し、妥結（合
意）している

4. 労使関係ルールに関する合意、妥
結事項を書面、協定書で確認した

要求した

Ⅳ　「要求基準」の前進回答の状
況について
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区
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事務
組合
広域
連合

2 5 28 16 2 12 14 92 27 10 7 12 58 21 6 7 8 38 18 4

0 0 2 4 0 0 0 3 7 2 0 0 4 8 2 0 0 1 7 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 8 3 2 0 0 0 1 0

0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 2 1 8 1 0 2 1 6 1 0 2 0 4 1 0

0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0

0 1 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 4 1 1 1 0 4 0 1

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0

0 0 4 0 0 0 2 7 0 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 6 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 2 7 3 0 0 2 9 2 0

0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

30歳248,775円以上を達成している 35歳293,807円以上を達成している 40歳343,042円以上を達成している

結果

前進回答があった

ポイント賃金への到達状況
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24 39 262 197 28 0 1 12 6 1 5 12 59 30 6 20 34 225 174 21

0 1 20 34 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 20 34 2

1 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0

1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0

1 4 8 1 2 0 0 1 0 0 1 3 7 1 2 1 4 7 1 2

0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0

1 1 12 22 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 12 22 2

1 1 7 21 0 0 0 1 2 0 0 0 3 9 0 1 1 5 18 0

1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0

0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 6 5 1

2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0

0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0

0 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 9 0

2 2 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 27 0 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

1 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 1 3 5 0 1

1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6 3 0

1 2 10 4 4 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 1 2 9 2 4

0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 16 6 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0

0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 1

0 1 8 5 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0

0 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0

1 1 7 11 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 2

1 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 4 3 0

1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 2

1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 7 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0

0 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 10 0

1 0 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 4 1

1 2 12 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 12 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前進回答があった 現在協議中

２．到達目標（ポイント賃金）の達成のため、運用の改善を要求した

上位昇給の活用を要求した初任給格付けの改善を要求した

結果
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0 0 3 1 0 5 10 44 27 6 22 38 224 183 22 0 1 11 12 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 34 2 0 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 3 6 1 2 1 4 7 1 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1 1 5 19 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 9 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 4 7 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5 3 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 3 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 16 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 6 5 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 2 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 11 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 7 9 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 7 8 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 10 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

前進回答があった

50歳台後半層職員の
昇給維持について要求した

結果結果

前進回答があった 現在協議中
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特別区

町村

事務
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広域
連合

24 39 262 197 28 0 1 12 6 1 5 12 59 30 6 20 34 225 174 21

0 1 20 34 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 20 34 2

1 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0

1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0

1 4 8 1 2 0 0 1 0 0 1 3 7 1 2 1 4 7 1 2

0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0

1 1 12 22 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 12 22 2

1 1 7 21 0 0 0 1 2 0 0 0 3 9 0 1 1 5 18 0

1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0

0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 6 5 1

2 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0

0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0

0 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 9 0

2 2 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 27 0 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

1 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 1 3 5 0 1

1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 6 3 0

1 2 10 4 4 0 0 2 0 0 0 0 5 1 0 1 2 9 2 4

0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 16 6 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

0 1 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 1 4 5 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0

0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 0 1

0 1 8 5 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 1 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0

0 1 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0

1 1 7 11 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 2

1 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 4 3 0

1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 2

1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 7 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0

0 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 10 0

1 0 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 4 1

1 2 12 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 12 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

前進回答があった 現在協議中

２．到達目標（ポイント賃金）の達成のため、運用の改善を要求した

上位昇給の活用を要求した初任給格付けの改善を要求した

結果
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0 0 3 1 0 5 10 44 27 6 22 38 224 183 22 0 1 11 12 0
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0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1 1 5 19 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 9 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 4 7 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5 3 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 3 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 16 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 6 5 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 2 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 11 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 7 9 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 7 8 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 10 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

前進回答があった

50歳台後半層職員の
昇給維持について要求した

結果結果

前進回答があった 現在協議中
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1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

1 3 7 1 2 1 4 6 1 2 0 0 0 0 0 1 3 6 1 2
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1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 15 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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※「前進回答があった」と回答した単組は、該当するものを選択してください
（複数回答可）

結果

３．中途採用者の賃金改善を要求した

民間経験のある中途採用者の初任給
格付けについて、能力、経験等を踏ま

え、２級以上の格付けを可能とした
（予定も含む）

民間職務経験を100％換算とした（予
定も含む）

前進回答があった

要求した

結果
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 5 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 2 0 1 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 6 0 1 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 12 2 0 0 2 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 3 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

整備状況

民間経験のある中途採用者の初任給
格付けについて、能力、経験等を踏ま
え、２級以上の格付けを可能としてい

る

5年を超える民間職務経験の18月換
算を撤廃した

中途採用者の初任給決定の変更に
あたり、必要な在職者調整を行った

（予定も含む）
民間職務経験を100％換算としている

※以下の設問は全単組が回答してください
（今春闘期以前の状況について回答してください）
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特別区
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事務
組合
広域
連合

都道
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政令市

都市
特別区
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事務
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広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

5 5 40 4 1 23 36 264 151 24 4 6 63 20 4 4 8 44 6 3

0 0 0 0 0 0 1 20 34 2 0 1 9 10 0 0 1 1 2 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 1 1 7 13 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0

0 0 2 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

2 1 12 0 1 2 2 29 0 1 0 1 14 0 0 0 1 14 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

2 0 1 0 0 0 3 7 2 1 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0

0 0 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 1 1 0 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 10 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 13 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 3 18 2 2 0 0 7 2 1 0 0 5 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 11 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 8 2 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 3 17 9 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４．「会計年度任用職員制度の整備状況チェックリスト」を活用し、会計年度任用職員の処遇改善を要求した

結果

※「前進回答があった」と回答した単組は
下記にもお答えください（複数回答可）

要求した

給料（報酬）の改善を勝ち取った前進回答があった

結果

5年を超える民間職務経験の18月換
算を撤廃した
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政令市
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特別区
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事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

1 0 2 1 0 0 1 10 3 1 21 21 158 66 8 5 7 41 12 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 1 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 5 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 25 0 1 2 1 14 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 2 0 1 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 6 0 1 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 12 2 0 0 2 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 3 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

整備状況

民間経験のある中途採用者の初任給
格付けについて、能力、経験等を踏ま
え、２級以上の格付けを可能としてい

る

5年を超える民間職務経験の18月換
算を撤廃した

中途採用者の初任給決定の変更に
あたり、必要な在職者調整を行った

（予定も含む）
民間職務経験を100％換算としている

※以下の設問は全単組が回答してください
（今春闘期以前の状況について回答してください）
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町村

事務
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広域
連合

5 5 40 4 1 23 36 264 151 24 4 6 63 20 4 4 8 44 6 3

0 0 0 0 0 0 1 20 34 2 0 1 9 10 0 0 1 1 2 0

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 1 1 7 13 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0

0 0 2 0 0 0 1 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 7 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

2 1 12 0 1 2 2 29 0 1 0 1 14 0 0 0 1 14 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

2 0 1 0 0 0 3 7 2 1 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0

0 0 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

0 0 1 1 0 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 10 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 13 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 5 0 0 0 3 18 2 2 0 0 7 2 1 0 0 5 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 11 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 8 2 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 1 3 17 9 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４．「会計年度任用職員制度の整備状況チェックリスト」を活用し、会計年度任用職員の処遇改善を要求した

結果

※「前進回答があった」と回答した単組は
下記にもお答えください（複数回答可）

要求した

給料（報酬）の改善を勝ち取った前進回答があった

結果

5年を超える民間職務経験の18月換
算を撤廃した
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都道
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県都
政令市
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特別区
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事務
組合
広域
連合

5 5 41 7 4 0 1 5 11 1 0 2 16 13 1 6 10 49 35 7

0 1 1 2 0 0 1 2 6 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 7 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

制度の整備状況

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘
期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

手当の改善を勝ち取った
給料（報酬）について昇給（幅・上限
等）などの運用改善を勝ち取った

休暇制度等の改善を勝ち取った
常勤職員と同じ初任給基準を使用し

ている
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奈 良
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大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分

宮 崎

熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

14 9 69 29 5 8 11 58 44 4 0 0 4 7 0 8 20 83 34 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0

1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 5 1 1 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 3 6 3 0

0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 0 1

0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

1 1 5 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

1 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0

0 0 6 8 3 0 0 6 10 3 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1

1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 15 3 0 1 2 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

前歴換算(学歴､免許､職務経験等)は
常勤職員と同じ考え方に基づき行わ

れている

昇給（職務経験）は常勤職員と同じ基
準（号給）で行われている

昇給の最高号給に上限がない 有給の病気休暇がある
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大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分
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熊 本
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沖 縄

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

5 5 41 7 4 0 1 5 11 1 0 2 16 13 1 6 10 49 35 7

0 1 1 2 0 0 1 2 6 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 7 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

制度の整備状況

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘
期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

手当の改善を勝ち取った
給料（報酬）について昇給（幅・上限
等）などの運用改善を勝ち取った

休暇制度等の改善を勝ち取った
常勤職員と同じ初任給基準を使用し

ている
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組合
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

14 9 69 29 5 8 11 58 44 4 0 0 4 7 0 8 20 83 34 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0

1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 5 1 1 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 3 6 3 0

0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 0 1

0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 3 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1

1 1 5 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

1 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0

0 0 6 8 3 0 0 6 10 3 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1

1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 15 3 0 1 2 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

前歴換算(学歴､免許､職務経験等)は
常勤職員と同じ考え方に基づき行わ

れている

昇給（職務経験）は常勤職員と同じ基
準（号給）で行われている

昇給の最高号給に上限がない 有給の病気休暇がある
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都道
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政令市
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特別区
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事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
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12 14 140 97 14 33 49 313 186 25 37 56 365 289 26 1 2 19 10 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 37 101 0 0 0 1 0 0

0 0 3 10 1 1 1 1 2 0 1 1 6 7 1 0 0 0 1 0

0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

1 1 7 4 0 0 4 8 1 2 1 4 9 7 3 0 0 2 0 0

0 1 2 2 0 0 1 6 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 1 1 7 14 0 0 0 0 0 0

0 1 6 10 0 1 1 8 20 0 1 1 9 29 1 0 0 0 0 0

1 0 9 0 0 1 1 10 1 0 0 1 12 1 0 1 0 3 0 0

0 0 6 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 1 9 6 0 2 1 7 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 3 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 9 9 1 1 2 13 10 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 2 2 29 0 1 2 2 26 0 1 0 0 1 0 0

0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

2 2 6 0 0 1 4 7 2 1 2 4 8 2 1 0 2 1 0 0

0 0 3 7 1 1 0 5 3 0 1 0 7 4 0 0 0 1 3 0

1 0 0 0 0 1 2 11 5 3 1 2 10 4 2 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

1 1 6 2 0 1 3 16 6 0 1 1 7 4 0 0 0 1 0 0

0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0

0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 5 6 1 1 1 12 10 2 1 2 11 11 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 1 12 3 0 2 1 18 3 0 0 0 1 0 0

0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 5 0 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 0 0 0 0 0

0 0 6 0 0 1 0 8 0 0 1 1 11 0 1 0 0 0 0 0

0 0 18 2 2 0 3 35 5 1 1 3 30 5 0 0 0 4 1 1

0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 3 0 0 1 1 3 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 0 0 1 3 15 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0 0

0 0 4 10 4 1 1 7 11 4 1 1 7 11 4 0 0 0 0 0

1 1 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0

2 0 3 0 0 2 0 1 2 0 2 1 6 5 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 2 1 3 6 6 2 1 3 6 6 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 1 1 8 8 1 1 1 8 9 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0

0 0 4 3 0 0 1 7 11 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0

0 0 2 3 0 1 0 3 4 1 1 0 1 6 0 0 0 0 1 0

1 2 15 9 0 1 3 17 9 0 1 3 15 10 0 0 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

月例給

改定

５．会計年度任用職員の給料・報酬について、常勤職員と同様に４月に遡及して引き上げ改定を行うことを要求した
※今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

再度の任用回数に上限がない（実態
として上限がない場合も含む）

要求した

a.常勤と同様の改定 b.常勤より小幅の改定

12 / 36 ページ

全国計

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

新 潟

群 馬

栃 木

茨 城

埼 玉

東 京

千 葉

神奈川

山 梨

長 野

富 山

石 川

福 井

静 岡

愛 知

岐 阜

三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分

宮 崎

熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
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0 4 24 29 3 0 0 13 7 4 33 38 247 221 22 1 8 19 14 0

0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 0 32 77 0 0 0 1 4 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 8 4 3 0 0 2 1 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0

0 0 2 3 0 0 0 3 3 3 1 1 7 10 2 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 21 1 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 2 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 8 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6 3 1 0 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 4 3 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 30 4 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 4 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

改定時期

d.現在協議中
a.常勤と同様に、４月に遡及して引き

上げ改定
b.2024年１月（2023年12月も含む）分

から引き上げ改定を行った
c.改定は行わない
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

12 14 140 97 14 33 49 313 186 25 37 56 365 289 26 1 2 19 10 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 37 101 0 0 0 1 0 0

0 0 3 10 1 1 1 1 2 0 1 1 6 7 1 0 0 0 1 0

0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

1 1 7 4 0 0 4 8 1 2 1 4 9 7 3 0 0 2 0 0

0 1 2 2 0 0 1 6 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 1 1 7 14 0 0 0 0 0 0

0 1 6 10 0 1 1 8 20 0 1 1 9 29 1 0 0 0 0 0

1 0 9 0 0 1 1 10 1 0 0 1 12 1 0 1 0 3 0 0

0 0 6 10 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 1 9 6 0 2 1 7 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19 3 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 9 9 1 1 2 13 10 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 2 2 29 0 1 2 2 26 0 1 0 0 1 0 0

0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

2 2 6 0 0 1 4 7 2 1 2 4 8 2 1 0 2 1 0 0

0 0 3 7 1 1 0 5 3 0 1 0 7 4 0 0 0 1 3 0

1 0 0 0 0 1 2 11 5 3 1 2 10 4 2 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

1 1 6 2 0 1 3 16 6 0 1 1 7 4 0 0 0 1 0 0

0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0

0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 5 6 1 1 1 12 10 2 1 2 11 11 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 1 12 3 0 2 1 18 3 0 0 0 1 0 0

0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 5 0 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 0 0 0 0 0

0 0 6 0 0 1 0 8 0 0 1 1 11 0 1 0 0 0 0 0

0 0 18 2 2 0 3 35 5 1 1 3 30 5 0 0 0 4 1 1

0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 3 0 0 1 1 3 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 0 0 1 3 15 0 0 1 3 15 0 0 0 0 0 0

0 0 4 10 4 1 1 7 11 4 1 1 7 11 4 0 0 0 0 0

1 1 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0

2 0 3 0 0 2 0 1 2 0 2 1 6 5 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 2 1 3 6 6 2 1 3 6 6 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 1 1 8 8 1 1 1 8 9 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0

0 0 4 3 0 0 1 7 11 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0

0 0 2 3 0 1 0 3 4 1 1 0 1 6 0 0 0 0 1 0

1 2 15 9 0 1 3 17 9 0 1 3 15 10 0 0 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

月例給

改定

５．会計年度任用職員の給料・報酬について、常勤職員と同様に４月に遡及して引き上げ改定を行うことを要求した
※今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

再度の任用回数に上限がない（実態
として上限がない場合も含む）

要求した

a.常勤と同様の改定 b.常勤より小幅の改定
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

0 4 24 29 3 0 0 13 7 4 33 38 247 221 22 1 8 19 14 0

0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 1 0 32 77 0 0 0 1 4 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 8 4 3 0 0 2 1 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0

0 0 2 3 0 0 0 3 3 3 1 1 7 10 2 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 21 1 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 2 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 8 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6 3 1 0 4 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 4 3 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 30 4 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 4 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

改定時期

d.現在協議中
a.常勤と同様に、４月に遡及して引き

上げ改定
b.2024年１月（2023年12月も含む）分

から引き上げ改定を行った
c.改定は行わない
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大 分
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熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

6 17 133 97 9 0 1 12 1 2 8 9 26 7 3 31 49 303 268 23

0 4 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 30 81 0

0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 10 6 3

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 0

0 0 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 0

0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 23 1

0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0

2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 13 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 2 0

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 2 1

0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 13 10 0

2 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 27 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 8 4 1

0 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0

1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 4 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

0 2 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5 1

0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 19 3 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 3 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 0 1

0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 29 6 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 11 3

1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0

0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 9 2

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 1 3 4 0

0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 5 6 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7 5 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 8 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 3 0

0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0

0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0

0 0 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 10 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

期末手当

支給月数

c.2024年度から引き上げ改定 d.現在協議中
a.常勤を上回る支給月数とした（勤勉

手当相当分含む）
b.常勤と同様の支給月数とした
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政令市
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特別区
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事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

1 5 67 41 6 0 2 25 23 0 1 0 10 3 2 31 36 238 199 21

0 0 6 11 1 0 0 2 15 0 0 0 1 0 0 1 0 32 70 0

0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 4 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0

0 0 11 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 11 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 1

0 0 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0

0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0

0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 2 6 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 4 5 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 3 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 27 2 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 7 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

a.2023年度から改定

改定時期

e.現在協議中c.常勤未満の支給月数 d.引き上げを行わない
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事務
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6 17 133 97 9 0 1 12 1 2 8 9 26 7 3 31 49 303 268 23

0 4 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 30 81 0

0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 10 6 3

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 0

0 0 3 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 0

0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 23 1

0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0

2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 13 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 2 0

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 2 1

0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 13 10 0

2 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 27 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 8 4 1

0 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0

1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 4 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0

0 2 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5 1

0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 19 3 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 3 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 0 1

0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 29 6 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 1 1 0 11 3

1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0

0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 9 2

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1

0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0 1 3 4 0

0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 5 6 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7 5 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 8 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 3 0

0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 0

0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0

0 0 9 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 10 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

期末手当

支給月数

c.2024年度から引き上げ改定 d.現在協議中
a.常勤を上回る支給月数とした（勤勉

手当相当分含む）
b.常勤と同様の支給月数とした
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事務
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広域
連合

都道
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都道
府県
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事務
組合
広域
連合

1 5 67 41 6 0 2 25 23 0 1 0 10 3 2 31 36 238 199 21

0 0 6 11 1 0 0 2 15 0 0 0 1 0 0 1 0 32 70 0

0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 4 3

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0

0 0 11 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 11 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 1

0 0 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0

0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0

0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 2 6 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 4 5 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 3 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 27 2 1

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 7 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

a.2023年度から改定

改定時期

e.現在協議中c.常勤未満の支給月数 d.引き上げを行わない
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6 26 135 87 9 0 1 9 3 3 28 48 295 170 25 35 39 180 131 9

0 4 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 22 52 0

0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 4 9 1 2 1 3 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 1 0

0 0 7 12 1 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 1 0 4 1 0

1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 1 1 1 13 1

0 1 8 1 0 0 0 2 0 0 1 1 7 1 0 1 1 6 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 3 12 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 8 6 0 2 1 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0

0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 9 0 1 2 12 10 1

2 1 13 0 1 0 0 0 0 0 2 1 15 0 1 0 1 15 0 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0

0 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5 7 2 1 2 4 5 1 1

0 0 6 5 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 1 0 3 0 0

0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 7 3 2 1 2 9 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 2 0 0 0 0

1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 6 0 1 1 5 1 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0

0 2 6 3 1 0 0 0 0 0 1 1 12 10 2 1 0 1 4 1

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 21 4 1 2 1 10 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0

0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 4 3 1 0 2 1 0 0

0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 0 1 0 1 7 0 1

0 0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 3 31 7 2 1 3 23 2 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 0 0 0 3 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4 1 0 0 1 0

1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 1 7 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1 0 2 1 0 0 0

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 6 6 2 1 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 8 8 0 1 0 6 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 1 2 0 0 0

0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 2 0

1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 1 0

0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 1 3 17 9 0 1 2 3 6 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

要求した

a.12月議会において実施した

６．会計年度任用職員に勤勉手当を支給する為の条例改正を要求した
※今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

結果　条例改正時期

b.2024年度から改定 c.現在協議中
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広域
連合
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県都
政令市
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町村
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広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

4 22 233 175 25 0 0 22 44 3 38 53 294 209 24 0 8 84 58 10

0 0 13 28 1 0 0 4 34 1 1 4 21 42 0 0 0 8 12 1

0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 0 0 1 1 1 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 1 11 6 4 0 0 1 0 0 1 4 9 6 3 0 0 3 1 0

0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0

0 1 9 21 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 14 3

0 0 9 16 0 0 0 0 0 0 1 1 7 23 1 0 0 2 4 0

0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 10 0 0

0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 13 0 0 0 2 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13 10 0 0 0 0 0 0

2 1 16 0 1 0 0 0 0 0 2 2 28 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

0 2 4 3 0 0 0 1 0 0 2 4 8 4 1 0 2 1 0 0

0 0 2 5 0 0 0 3 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 3 0

0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 10 5 3 0 0 1 0 0

0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 1 1 15 6 0 0 2 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0

0 2 10 7 1 0 0 2 0 0 1 0 2 5 1 0 2 9 6 1

0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 2 1 19 4 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 2 0

1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 11 0 1 0 0 1 0 1

0 0 17 5 3 0 0 0 1 0 1 3 38 6 3 0 0 3 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1 3 14 0 0 0 0 0 0

0 1 7 10 3 0 0 0 0 1 1 0 6 11 4 0 1 1 0 0

0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 8 2

0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0

0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 0 0 0 1 1 0

0 3 5 5 1 0 0 0 0 0 1 3 5 6 2 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 9 9 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 9 1 0

0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0

1 0 1 7 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 2 0

0 0 14 3 0 0 0 0 1 0 1 3 7 9 0 0 0 10 1 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

結果　勤勉手当支給月数

b.３月議会において実施（予定含む） c.現在協議中 a.常勤と同様の支給月数 b.常勤未満の支給月数
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6 26 135 87 9 0 1 9 3 3 28 48 295 170 25 35 39 180 131 9

0 4 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 22 52 0

0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 4 9 1 2 1 3 1 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 1 0

0 0 7 12 1 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 1 0 4 1 0

1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 1 1 1 13 1

0 1 8 1 0 0 0 2 0 0 1 1 7 1 0 1 1 6 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 3 12 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 8 6 0 2 1 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0

0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 9 0 1 2 12 10 1

2 1 13 0 1 0 0 0 0 0 2 1 15 0 1 0 1 15 0 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0

0 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5 7 2 1 2 4 5 1 1

0 0 6 5 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 0 1 0 3 0 0

0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 7 3 2 1 2 9 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 2 0 0 0 0

1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 6 0 1 1 5 1 0

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0

0 2 6 3 1 0 0 0 0 0 1 1 12 10 2 1 0 1 4 1

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 21 4 1 2 1 10 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0

0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 4 3 1 0 2 1 0 0

0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 0 1 0 1 7 0 1

0 0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 3 31 7 2 1 3 23 2 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0

0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 0 0 0 3 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 11 4 1 0 0 1 0

1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 1 7 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1 0 2 1 0 0 0

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 6 6 2 1 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 8 8 0 1 0 6 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 1 2 0 0 0

0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 2 0

1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 1 0 0 0 1 0

0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 1 3 17 9 0 1 2 3 6 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

要求した

a.12月議会において実施した

６．会計年度任用職員に勤勉手当を支給する為の条例改正を要求した
※今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください

結果　条例改正時期

b.2024年度から改定 c.現在協議中
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熊 本
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沖 縄

都道
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政令市
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特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

4 22 233 175 25 0 0 22 44 3 38 53 294 209 24 0 8 84 58 10

0 0 13 28 1 0 0 4 34 1 1 4 21 42 0 0 0 8 12 1

0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 0 0 1 1 1 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 1 11 6 4 0 0 1 0 0 1 4 9 6 3 0 0 3 1 0

0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0

0 1 9 21 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 14 3

0 0 9 16 0 0 0 0 0 0 1 1 7 23 1 0 0 2 4 0

0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 10 0 0

0 0 7 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 13 0 0 0 2 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 13 10 0 0 0 0 0 0

2 1 16 0 1 0 0 0 0 0 2 2 28 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

0 2 4 3 0 0 0 1 0 0 2 4 8 4 1 0 2 1 0 0

0 0 2 5 0 0 0 3 1 0 1 0 4 3 0 0 0 1 3 0

0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 10 5 3 0 0 1 0 0

0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0

0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 1 1 15 6 0 0 2 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0

0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0

0 2 10 7 1 0 0 2 0 0 1 0 2 5 1 0 2 9 6 1

0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 2 1 19 4 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 2 0

1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 11 0 1 0 0 1 0 1

0 0 17 5 3 0 0 0 1 0 1 3 38 6 3 0 0 3 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 1 3 14 0 0 0 0 0 0

0 1 7 10 3 0 0 0 0 1 1 0 6 11 4 0 1 1 0 0

0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 0 8 2

0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 2 0

0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 0 0 0 1 1 0

0 3 5 5 1 0 0 0 0 0 1 3 5 6 2 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 1 9 9 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 9 1 0

0 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0

1 0 1 7 0 0 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 2 0

0 0 14 3 0 0 0 0 1 0 1 3 7 9 0 0 0 10 1 0

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

結果　勤勉手当支給月数

b.３月議会において実施（予定含む） c.現在協議中 a.常勤と同様の支給月数 b.常勤未満の支給月数
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0 1 21 17 3 22 41 282 187 29 21 26 187 84 21 4 10 55 45 17

0 0 1 4 0 0 1 20 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 3 7 1 0 2 1 2 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 4 8 1 2 1 4 7 2 1 0 2 2 2 3

0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0

0 1 3 4 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 1 8 18 0 1 0 3 11 1 0 1 0 4 0

0 0 3 1 0 1 1 10 1 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 1 1 7 2 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 7 8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 2 30 0 1 0 1 18 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0

0 0 1 0 0 0 4 8 3 1 1 2 8 2 1 0 1 1 0 1

0 0 3 1 0 1 0 4 2 0 1 0 4 1 0 1 0 4 2 0

0 0 0 0 0 1 2 10 4 3 1 1 11 3 1 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 16 6 0 1 0 9 4 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 1 11 7 1 0 1 9 5 1 1 0 4 2 0

0 0 0 0 1 1 1 13 4 3 1 1 10 4 0 0 0 3 0 3

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0 1 10 0 2 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 3 20 3 3 1 1 19 3 3 0 0 6 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 2 9 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 1 7 5 3 1 1 6 6 2 0 0 4 10 3

0 0 0 2 0 1 1 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 2 2 1 0 1 3 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 3 9 0 0 1 3 2 0 0 0 1 3 0

0 0 2 0 1 1 0 3 3 1 1 0 3 3 1 0 0 0 3 1

0 0 0 0 0 0 1 15 8 0 0 0 2 1 0 0 1 5 4 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運用状況

※該当するものを選択してください（複数回答可）

７．時間外労働の上限を定める条例・規則については、労基法・人事院規則が定める原則（月45時間年360時間）を
上限として、適正に運用することを要求した

c.現在協議中

要求した

客観的な方法（タイムカード、パソコン
等）で勤務時間管理が行われている

条例・規則に定めた超過勤務の原則
的な上限（月45時間年360時間）は守

られている
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都道
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7 13 70 30 9 18 31 184 139 27 28 40 272 200 27 3 2 17 17 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 34 2 0 0 3 2 0

0 1 0 1 0 1 2 10 17 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0

0 0 5 0 1 1 4 13 7 5 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 1 0 5 6 0

0 1 2 2 0 1 1 9 22 1 1 1 9 20 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 4 5 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 14 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 5 9 2 1 0 1 0 1 0

0 0 2 0 0 1 0 11 14 1 1 0 7 4 0 0 0 0 1 0

1 2 1 2 0 1 2 11 5 4 1 2 7 4 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0

1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 5 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

1 1 9 1 1 1 1 4 3 1 1 1 9 9 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 1 2 5 8 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 1 1 8 0 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 1

0 2 5 1 0 1 3 41 8 4 0 1 15 6 3 0 0 4 2 1

0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 1 2 9 0 0 0 0 1 0

0 0 4 6 2 1 1 7 11 4 0 1 6 11 4 0 0 0 0 1

1 0 2 0 0 1 1 5 3 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0

1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 2 1 7 6 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8 9 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 1 6 4 0 0 1 4 11 0 0 0 0 2 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 1 3 17 11 0 1 2 17 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８．定年引き上げに関する要求・協議を行った

要求した

結果

前進回答があった
他律的業務の比重が高い部署を必要

最小限の範囲に限定している

上限時間を超えて時間外労働を命じ
ることができる「特例業務」の発動を
災害時のみとするなど具体的業務に

限定している
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0 1 21 17 3 22 41 282 187 29 21 26 187 84 21 4 10 55 45 17

0 0 1 4 0 0 1 20 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 3 7 1 0 2 1 2 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 4 8 1 2 1 4 7 2 1 0 2 2 2 3

0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 7 1 0 0 0 2 1 0

0 1 3 4 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 1 8 18 0 1 0 3 11 1 0 1 0 4 0

0 0 3 1 0 1 1 10 1 0 1 0 6 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 2 0 5 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 1 1 7 2 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 7 8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 2 30 0 1 0 1 18 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0

0 0 1 0 0 0 4 8 3 1 1 2 8 2 1 0 1 1 0 1

0 0 3 1 0 1 0 4 2 0 1 0 4 1 0 1 0 4 2 0

0 0 0 0 0 1 2 10 4 3 1 1 11 3 1 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 16 6 0 1 0 9 4 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 1 11 7 1 0 1 9 5 1 1 0 4 2 0

0 0 0 0 1 1 1 13 4 3 1 1 10 4 0 0 0 3 0 3

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0 1 10 0 2 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 1 3 20 3 3 1 1 19 3 3 0 0 6 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1 7 0 0 0 2 9 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 1 7 5 3 1 1 6 6 2 0 0 4 10 3

0 0 0 2 0 1 1 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 1 2 2 1 0 1 3 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 3 9 0 0 1 3 2 0 0 0 1 3 0

0 0 2 0 1 1 0 3 3 1 1 0 3 3 1 0 0 0 3 1

0 0 0 0 0 0 1 15 8 0 0 0 2 1 0 0 1 5 4 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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※該当するものを選択してください（複数回答可）

７．時間外労働の上限を定める条例・規則については、労基法・人事院規則が定める原則（月45時間年360時間）を
上限として、適正に運用することを要求した

c.現在協議中

要求した

客観的な方法（タイムカード、パソコン
等）で勤務時間管理が行われている

条例・規則に定めた超過勤務の原則
的な上限（月45時間年360時間）は守

られている
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7 13 70 30 9 18 31 184 139 27 28 40 272 200 27 3 2 17 17 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 34 2 0 0 3 2 0

0 1 0 1 0 1 2 10 17 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0

0 0 5 0 1 1 4 13 7 5 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 1 0 5 6 0

0 1 2 2 0 1 1 9 22 1 1 1 9 20 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 4 5 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 14 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 5 9 2 1 0 1 0 1 0

0 0 2 0 0 1 0 11 14 1 1 0 7 4 0 0 0 0 1 0

1 2 1 2 0 1 2 11 5 4 1 2 7 4 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0

1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 5 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

1 1 9 1 1 1 1 4 3 1 1 1 9 9 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 1 2 5 8 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 1 1 8 0 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 1

0 2 5 1 0 1 3 41 8 4 0 1 15 6 3 0 0 4 2 1

0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 1 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 1 2 9 0 0 0 0 1 0

0 0 4 6 2 1 1 7 11 4 0 1 6 11 4 0 0 0 0 1

1 0 2 0 0 1 1 5 3 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0

1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 2 1 7 6 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8 9 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 1 6 4 0 0 1 4 11 0 0 0 0 2 0

1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 1 3 17 11 0 1 2 17 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８．定年引き上げに関する要求・協議を行った

要求した

結果

前進回答があった
他律的業務の比重が高い部署を必要

最小限の範囲に限定している

上限時間を超えて時間外労働を命じ
ることができる「特例業務」の発動を
災害時のみとするなど具体的業務に

限定している
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都道
府県

県都
政令市

都市
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町村

事務
組合
広域
連合

1 1 13 15 3 2 0 13 5 1 24 38 268 193 17 4 8 63 39 5

0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 20 34 2 0 0 6 6 0

0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0

1 0 5 6 0 0 0 1 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 6 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 3 1 1 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 4 0 0 0 4 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 1 0 1

0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 13 1 0 0 0 8 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 1 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 11 4 0 1 6 9 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 0 4 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 2 14 3 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 0 0 0 3 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 15 10 0 1 1 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結果

※「前進回答があった」と回答した単組は、下記から該当するものを選択して
ください（複数回答可）

要求した

結果

前進回答があった

９．カスタマーハラスメントの防止にむけて対策を講じるよう要求した

再任用職員の級の格付けを改善した60歳超職員の職務内容・配置・職場
環境等を改善した
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広域
連合

0 3 7 1 2 1 2 26 18 4 1 2 12 6 0 2 1 38 14 2

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 0 0 1 0 0 0 0 4 2 1

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

職場でカスタマーハラスメントの実態
調査が行われた（予定も含む）

対応指針（ガイドラインやマニュアル、
要綱など）が策定された（予定も含む）

相談窓口が設置された（予定も含む）
管理職および職員に対し、カスタマー
ハラスメントに関する研修・講習等が

実施された（予定も含む）

結果

※「前進回答があった」と回答した単組は下記にもお答えください（複数回答可）
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広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

1 1 13 15 3 2 0 13 5 1 24 38 268 193 17 4 8 63 39 5

0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 20 34 2 0 0 6 6 0

0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0

1 0 5 6 0 0 0 1 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 20 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 6 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 3 1 1 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 4 0 0 0 4 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 1 0 0 1 0 1

0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 13 1 0 0 0 8 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 1 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 11 4 0 1 6 9 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 0 4 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 1 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 2 14 3 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 0 0 0 3 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 15 10 0 1 1 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

結果

※「前進回答があった」と回答した単組は、下記から該当するものを選択して
ください（複数回答可）

要求した

結果
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９．カスタマーハラスメントの防止にむけて対策を講じるよう要求した

再任用職員の級の格付けを改善した60歳超職員の職務内容・配置・職場
環境等を改善した
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0 3 7 1 2 1 2 26 18 4 1 2 12 6 0 2 1 38 14 2

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 0 0 1 0 0 0 0 4 2 1

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

職場でカスタマーハラスメントの実態
調査が行われた（予定も含む）

対応指針（ガイドラインやマニュアル、
要綱など）が策定された（予定も含む）

相談窓口が設置された（予定も含む）
管理職および職員に対し、カスタマー
ハラスメントに関する研修・講習等が

実施された（予定も含む）

結果

※「前進回答があった」と回答した単組は下記にもお答えください（複数回答可）
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対応指針（ガイドラインやマニュアル、
要綱など）が策定されている

相談窓口が設置されている

※以下の設問は全単組が回答してください（今春闘期以前に勝ち取ったものも含めてご回答ください）

整備状況

庁舎管理規則等が整備された（予定
も含む）

職場でカスタマーハラスメントの実態
調査が行われている

22 / 36 ページ

全国計

北海道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

新 潟

群 馬

栃 木

茨 城

埼 玉

東 京

千 葉

神奈川

山 梨

長 野

富 山

石 川

福 井

静 岡

愛 知

岐 阜

三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分

宮 崎

熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

9 16 93 41 7 7 7 60 18 1 28 41 303 207 28 5 6 20 6 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 25 2 0 0 0 0 0

0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 4 5 0 2 0 0 1 0 1

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0

0 1 2 6 0 0 1 2 2 0 1 1 10 20 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 13 1 0 0 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 8 11 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0

2 1 15 0 1 0 0 0 0 0 2 2 28 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 1 1 1 0 3 0 0 0 4 9 2 1 0 2 2 0 0

0 0 5 2 0 0 0 2 1 0 1 0 8 5 1 1 0 0 0 0

1 1 4 0 1 1 1 1 0 0 1 2 10 4 3 1 2 4 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0

1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 16 6 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0

1 0 7 3 2 0 1 3 0 0 1 1 12 10 2 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 1 3 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 1 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 1 0 0 1 0 0

1 0 7 3 0 0 0 7 1 0 1 1 17 3 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 2 10 0 0 0 1 0 0

0 1 1 1 0 0 1 3 5 1 0 1 7 11 4 0 0 0 1 0

0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 0 0 0 1 0 0

1 1 7 9 2 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 1 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0

0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 1 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 2 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0 0 0
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１．公共サービスの安定的な提供にむけ、必要な人員を要求した

要求した

結果

前進回答があった

Ⅴ　地域公共サービスの維持・改善にむけた人員確保などの取り組み

管理職および職員に対し、カスタマー
ハラスメントに関する研修・講習等が

実施されている
庁舎管理規則等が整備されている
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0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 9 2

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 3 1 0 2 0 1 1 0

0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 2 3 0

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0

0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 4 1 0 1 0 4 2 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

１．組合員の意見、要望をどのように集約して要求書を作成したか（複数回答可）

Ⅵ　単組における要求書作成等にあたっての取り組みについて

要求した

２．人員確保・処遇改善を含めた地方財政確
立に向けた自治体予算の点検あるいは地域の
政策課題実現に向け首長・自治体議員等への
要請行動を行った

職場委員が職場ごとに意見を集約し
た

青年部や女性部等が中心となって意
見を集約した

アンケートを配布し意見を集約した
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7 12 41 7 0 7 8 41 12 1 5 10 52 10 4 26 45 275 174 29

0 1 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 5 2 0 0 1 18 27 2

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 6 8 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 6 3 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 16 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 7 13 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 2 2 28 0 1

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0

0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 2 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0

0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0

1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 1 2 12 9 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 5 1

0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 13 0 2

0 1 1 2 0 0 0 5 0 1 0 0 6 0 1 1 3 24 5 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 5 2 0 0 6 9 3

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 4 3 0

1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 1 7 9 1

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5 2 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 0

0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 14 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

評議会等と連携をはかり意見を集約
した

会計年度任用職員からの意見をあわ
せて集約した

執行部で検討し作成した支部内の職場委員が意見を集約した
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都道
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6 11 63 18 3 8 17 129 99 7 5 4 27 20 1 22 16 157 88 13

0 0 0 0 0 0 1 11 18 1 0 0 2 4 0 0 1 7 8 0

0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

0 1 1 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0

0 0 1 1 0 0 0 4 7 0 0 0 2 0 0 0 1 5 10 0

1 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 2 1 0 0 0 3 8 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 11 9 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

2 2 25 0 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 26 0 1

0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0

0 1 2 1 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 5 1 0

1 0 1 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1

1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 1 0 4 0 0 1 2 11 5 4

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 2 16 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 2 0 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0

0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1

0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 3 0 0 0 1 6 4 1 0 0 0 0 0 1 0 12 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 7 11 3 0 0 1 0 1 0 0 4 3 0

0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 9 2

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 3 1 0 2 0 1 1 0

0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 2 3 0

0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0

0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 4 1 0 1 0 4 2 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

１．組合員の意見、要望をどのように集約して要求書を作成したか（複数回答可）

Ⅵ　単組における要求書作成等にあたっての取り組みについて

要求した

２．人員確保・処遇改善を含めた地方財政確
立に向けた自治体予算の点検あるいは地域の
政策課題実現に向け首長・自治体議員等への
要請行動を行った

職場委員が職場ごとに意見を集約し
た

青年部や女性部等が中心となって意
見を集約した

アンケートを配布し意見を集約した
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7 12 41 7 0 7 8 41 12 1 5 10 52 10 4 26 45 275 174 29

0 1 5 1 0 0 0 5 0 0 0 1 5 2 0 0 1 18 27 2

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 6 8 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 6 3 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2

0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 16 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 7 13 1

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 2 2 28 0 1

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0

0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 2 1

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0

0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0

1 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 1 2 12 9 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 5 1

0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 13 0 2

0 1 1 2 0 0 0 5 0 1 0 0 6 0 1 1 3 24 5 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 5 2 0 0 6 9 3

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 4 3 0

1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 1 7 9 1

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5 2 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 2 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5 0

0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 14 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

評議会等と連携をはかり意見を集約
した

会計年度任用職員からの意見をあわ
せて集約した

執行部で検討し作成した支部内の職場委員が意見を集約した
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0 0 4 1 0 4 15 185 130 18 4 7 26 12 5 7 3 14 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0

0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 11 20 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 10 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 10 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 1 6 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

「ジェンダー平等の職場づくりチェック
リスト」を活用した

県本部、中央本部のモデル要求書を
使用した

その他

２．若手組合員はどのようなかたちで
春闘に参加したか（複数回答可）

青年部・ユース部で独自要求書を作
成し、独自交渉した
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14 6 70 55 5 0 1 22 23 1 8 16 75 46 5 2 11 92 45 14

0 1 3 11 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1

1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 5 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 1 0 0 1 3 1 0

1 0 3 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0

1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 2 4

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 4 5 1

1 0 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 1

0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 5 2 0 1 1 16 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0

0 0 4 8 1 0 0 0 0 0 1 1 6 6 2 0 0 0 0 0

1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0

1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 12 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1

0 0 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 5 7 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青年部・ユース部が若手組合員の意
見を集約し、基本組織の要求に反映

した

職場委員が開催する職場集会への参
加を必須として、意見を出した

基本組織の交渉参加など具体的役割
を担った

特に意見は取り入れていない
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

0 0 4 1 0 4 15 185 130 18 4 7 26 12 5 7 3 14 9 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0

0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 3 2 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 11 20 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 10 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 10 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 1 6 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

「ジェンダー平等の職場づくりチェック
リスト」を活用した

県本部、中央本部のモデル要求書を
使用した

その他

２．若手組合員はどのようなかたちで
春闘に参加したか（複数回答可）

青年部・ユース部で独自要求書を作
成し、独自交渉した
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都道
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都市
特別区

町村

事務
組合
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14 6 70 55 5 0 1 22 23 1 8 16 75 46 5 2 11 92 45 14

0 1 3 11 0 0 0 0 3 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 2 0 0 0 0 7 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1

1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 5 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 1 0 0 1 3 1 0

1 0 3 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0

1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 2 4

0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 4 5 1

1 0 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 1

0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 5 2 0 1 1 16 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 0

0 0 4 8 1 0 0 0 0 0 1 1 6 6 2 0 0 0 0 0

1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0

1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 12 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1

0 0 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 5 7 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

青年部・ユース部が若手組合員の意
見を集約し、基本組織の要求に反映

した

職場委員が開催する職場集会への参
加を必須として、意見を出した

基本組織の交渉参加など具体的役割
を担った

特に意見は取り入れていない
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都道
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3 4 41 38 10 19 24 153 101 9 10 8 15 3 1 12 15 143 75 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 23 3

0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 0 7 2 4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 3 1

0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 3

0 0 2 6 0 0 0 7 13 0 1 1 0 1 0 1 0 3 5 0

0 0 4 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 0 0

0 0 1 5 1 0 1 4 5 1 0 0 1 0 0 1 0 3 6 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 1 3 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0

0 0 1 2 0 1 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0

0 0 1 2 0 1 2 2 2 0 1 2 1 1 0 0 0 7 1 1

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 3 1 1 1 1 10 4 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1

0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0

0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 3 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1

0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2

0 0 4 0 0 1 1 7 2 1 0 0 2 0 0 0 2 8 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

0 0 0 0 1 1 0 5 11 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 4 1 1 1 8 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 12 3 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0

0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 0 0 1 10 7 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

配置しているが、機関紙配布など情
報伝達機能のみ

その他

３．職場委員会、分会は十分に機能しているか（複数回答可）

職場委員は職場単位に配置され、意
見を集約している

職場委員会、分会機能を高めるため
の学習会に取り組んだ
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府県
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都道
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4 3 57 58 16 2 6 21 16 6 25 38 160 140 17 19 14 113 59 9

0 0 1 0 0 0 1 10 16 0 1 3 15 34 1 1 3 17 27 2

0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 0 1 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 1 3 3 2 1 0 2 5 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0

0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 5 10 0 1 0 5 6 0

0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 6 6 0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0

0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 0 0 2 3 0 0

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 1 1 0 3 0 0

0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 7 3 3 1 2 9 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 4 5 1 1 0 4 2 0

1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 6 4 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1

0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 0 1 0 1 4 0 1

0 0 16 3 1 0 0 1 0 1 1 3 24 4 2 1 0 9 2 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 0

0 0 7 9 2 0 0 0 0 0 1 1 6 9 0 1 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 3 1 0

0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 1 0

0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 5 3 0 1 1 4 2 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職場委員会は存在しない その他 賃金改善 労働時間短縮

４．職場からあがった意見、要望のうち、最も重視している要求項目は何か
（複数回答可）
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愛 知

岐 阜
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大 阪
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鳥 取

島 根

山 口

香 川
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熊 本
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沖 縄

都道
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県都
政令市
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特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

3 4 41 38 10 19 24 153 101 9 10 8 15 3 1 12 15 143 75 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 23 3

0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 0 7 2 4 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 3 1

0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 3

0 0 2 6 0 0 0 7 13 0 1 1 0 1 0 1 0 3 5 0

0 0 4 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 0 0

0 0 1 5 1 0 1 4 5 1 0 0 1 0 0 1 0 3 6 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 2 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0

0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 1 3 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0

0 0 1 2 0 1 0 7 5 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0

0 0 1 2 0 1 2 2 2 0 1 2 1 1 0 0 0 7 1 1

0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 3 1 1 1 1 10 4 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 1

0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0

0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 3 0 1 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1

0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2

0 0 4 0 0 1 1 7 2 1 0 0 2 0 0 0 2 8 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

0 0 0 0 1 1 0 5 11 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 4 1 1 1 8 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 12 3 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0

0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 0 0 1 10 7 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

配置しているが、機関紙配布など情
報伝達機能のみ

その他

３．職場委員会、分会は十分に機能しているか（複数回答可）

職場委員は職場単位に配置され、意
見を集約している

職場委員会、分会機能を高めるため
の学習会に取り組んだ
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千 葉

神奈川

山 梨

長 野

富 山

石 川

福 井

静 岡

愛 知

岐 阜

三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分

宮 崎

熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

4 3 57 58 16 2 6 21 16 6 25 38 160 140 17 19 14 113 59 9

0 0 1 0 0 0 1 10 16 0 1 3 15 34 1 1 3 17 27 2

0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 0 1 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 2 2 0 1 2 0 2 1 3 3 2 1 0 2 5 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 22 2 0 0 0 0 0

0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 5 10 0 1 0 5 6 0

0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 6 6 0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0

0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 0 0 2 3 0 0

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 1 1 0 3 0 0

0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 7 3 3 1 2 9 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 0 4 5 1 1 0 4 2 0

1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 6 4 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1

0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 0 1 0 1 4 0 1

0 0 16 3 1 0 0 1 0 1 1 3 24 4 2 1 0 9 2 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 1 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 0

0 0 7 9 2 0 0 0 0 0 1 1 6 9 0 1 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 2 0 0

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 3 1 0

0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 0

0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 3 1 0

0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 5 3 0 1 1 4 2 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職場委員会は存在しない その他 賃金改善 労働時間短縮

４．職場からあがった意見、要望のうち、最も重視している要求項目は何か
（複数回答可）
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千 葉
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富 山
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静 岡

愛 知
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三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川
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政令市

都市
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都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

29 41 301 196 34 16 24 157 89 16 2 2 17 6 3 2 8 42 31 3

1 3 19 35 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 4 9 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 8 4 4 0 1 4 5 3 0 0 2 0 1 0 2 3 0 0

0 1 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 1 12 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 9 17 1 1 0 5 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0

1 1 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

2 0 4 5 0 0 1 8 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 29 0 1 0 1 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 4 10 1 1 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

1 0 9 6 1 1 0 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0

1 2 9 5 3 1 1 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0

0 1 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

1 1 10 8 2 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1

1 1 8 4 1 2 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 2 3 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 6 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0

0 1 13 0 2 0 1 8 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 24 5 2 1 2 14 4 1 0 0 3 0 0 0 1 7 1 0

0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 8 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0

0 0 7 9 3 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2

1 0 5 2 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 7 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0

2 0 5 4 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7 6 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 6 4 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 3 4 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 13 9 0 0 1 10 3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職場環境改善や労働安全衛生活動 その他
執行部のみが交渉に参加し、その経
過について別会場の組合員に逐一報

告した

５．交渉への参加・報告の仕方は、ど
のようにしたか（複数回答可）

人員確保
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都道
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県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

17 13 112 76 16 1 0 0 0 1 1 3 67 67 10 13 23 129 46 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 20 0 0 0 0 0 0

1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 4 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 3 3 0 0 3 2 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0

1 1 12 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 4 5 0

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 6 0 0

0 1 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 29 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 1 1

1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 2 0

0 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 2

1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 4 0

2 0 13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2

1 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 0 0 6 2 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0

1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1

0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0

1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 1 1 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 14 3 0

0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 1 1 6 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交渉していない その他
執行部と職場委員が交渉に参加し、

組合員には後日報告した
執行部と職場委員が交渉に参加し、
組合員はウェブ等で傍聴参加した
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東 京

千 葉

神奈川

山 梨

長 野

富 山

石 川

福 井

静 岡

愛 知

岐 阜

三 重

滋 賀

京 都

奈 良

和歌山

大 阪

兵 庫

岡 山

広 島

鳥 取

島 根

山 口

香 川

徳 島

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

大 分
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熊 本

鹿児島

沖 縄

都道
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県都
政令市
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特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
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特別区

町村

事務
組合
広域
連合

都道
府県

県都
政令市

都市
特別区

町村

事務
組合
広域
連合

29 41 301 196 34 16 24 157 89 16 2 2 17 6 3 2 8 42 31 3

1 3 19 35 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 4 9 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 8 4 4 0 1 4 5 3 0 0 2 0 1 0 2 3 0 0

0 1 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1 1 12 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 9 17 1 1 0 5 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0

1 1 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0

2 0 4 5 0 0 1 8 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 29 0 1 0 1 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

1 4 10 1 1 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

1 0 9 6 1 1 0 6 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0

1 2 9 5 3 1 1 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0

0 1 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

1 1 10 8 2 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1

1 1 8 4 1 2 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 2 3 1 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 6 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0

0 1 13 0 2 0 1 8 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

1 1 24 5 2 1 2 14 4 1 0 0 3 0 0 0 1 7 1 0

0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 8 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0

0 0 7 9 3 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2

1 0 5 2 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 1 7 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0

2 0 5 4 0 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 7 6 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 6 4 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

1 0 3 4 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 13 9 0 0 1 10 3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職場環境改善や労働安全衛生活動 その他
執行部のみが交渉に参加し、その経
過について別会場の組合員に逐一報

告した

５．交渉への参加・報告の仕方は、ど
のようにしたか（複数回答可）

人員確保
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連合

都道
府県

県都
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都市
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町村

事務
組合
広域
連合

17 13 112 76 16 1 0 0 0 1 1 3 67 67 10 13 23 129 46 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 20 0 0 0 0 0 0

1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 1 0 4 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 3 3 0 0 3 2 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0

1 1 12 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 4 5 0

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 6 0 0

0 1 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 29 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4 1 1

1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 2 0

0 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 3 2

1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 4 0

2 0 13 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2

1 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 0 0 6 2 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0

1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1

0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0

1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 1 1 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 14 3 0

0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 1 1 6 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

交渉していない その他
執行部と職場委員が交渉に参加し、

組合員には後日報告した
執行部と職場委員が交渉に参加し、
組合員はウェブ等で傍聴参加した
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13 16 103 65 12 2 7 37 35 8 30 39 290 119 17 0 1 15 15 4

0 0 5 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 0 0 0 1 5 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 2 0 0 3 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 5 0 0 0 2 2 0 0 1 10 18 2 0 0 0 0 0

0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 1 1 8 16 0 0 0 1 1 1

0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 8 7 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0

2 1 12 0 1 0 0 1 0 0 2 2 30 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

0 3 4 1 0 0 2 1 0 1 2 4 10 2 0 0 0 0 0 0

1 0 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 9 7 1 0 0 0 1 0

1 0 4 4 2 0 1 2 0 0 1 2 9 5 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0

0 1 4 3 0 0 0 3 3 0 1 1 7 1 2 0 0 0 2 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 13 3 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0

1 1 6 1 0 0 1 3 1 1 1 2 32 5 2 0 0 2 1 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0

0 1 5 7 3 0 0 0 4 1 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0

1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 0 0 0 0 0 2

0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 4 0 0 0 1 1 8 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 2 0 0 1 8 2 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

1 0 3 2 0 0 0 4 1 0 1 1 10 4 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職場集会で情報共有している 職場委員から直接伝達している 機関紙、SNSで情報共有している 未周知

６．要求内容、交渉、妥結状況を組合員と共有できているか（複数回答可）
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都道
府県

県都
政令市

都市
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町村

事務
組合
広域
連合

2 4 34 19 8 4 4 19 14 3 493 101 671 264 24 7 9 61 23 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 74 0 12 0 0 4 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 1 2 5 0 0 25 35 88 0 1 0 6 11 1

0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 6 0 15 0 0 1 1 14 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 170 0 0 1 0 2 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 46 122 35 0 0 0 1 2 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1

0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 1 5 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 36 0 0 40 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 450 0 160 55 0 0 1 2 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 28 0 12 12 0 0 1 0 1

0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21 5 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 51 16 0 0 1 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅶ　春闘統一行動について

時間外職場集会を実施した 参加人数 その他、機関紙等配布等を実施した

１．第１次全国統一行動（２月21日）として「時間外職場集会等」を実施した

その他
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13 16 103 65 12 2 7 37 35 8 30 39 290 119 17 0 1 15 15 4

0 0 5 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 0 0 0 1 5 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 2 0 0 3 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 5 0 0 0 2 2 0 0 1 10 18 2 0 0 0 0 0

0 0 4 3 0 0 0 0 3 0 1 1 8 16 0 0 0 1 1 1

0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 8 7 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0

2 1 12 0 1 0 0 1 0 0 2 2 30 0 1 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0

0 3 4 1 0 0 2 1 0 1 2 4 10 2 0 0 0 0 0 0

1 0 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 9 7 1 0 0 0 1 0

1 0 4 4 2 0 1 2 0 0 1 2 9 5 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0

0 1 4 3 0 0 0 3 3 0 1 1 7 1 2 0 0 0 2 0

1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 13 3 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0

1 1 6 1 0 0 1 3 1 1 1 2 32 5 2 0 0 2 1 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0

0 1 5 7 3 0 0 0 4 1 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0

1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 0 0 0 0 0 2

0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 4 0 0 0 1 1 8 1 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 2 0 0 1 8 2 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0

1 0 3 2 0 0 0 4 1 0 1 1 10 4 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職場集会で情報共有している 職場委員から直接伝達している 機関紙、SNSで情報共有している 未周知

６．要求内容、交渉、妥結状況を組合員と共有できているか（複数回答可）
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2 4 34 19 8 4 4 19 14 3 493 101 671 264 24 7 9 61 23 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 74 0 12 0 0 4 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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Ⅶ　春闘統一行動について

時間外職場集会を実施した 参加人数 その他、機関紙等配布等を実施した

１．第１次全国統一行動（２月21日）として「時間外職場集会等」を実施した

その他
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２．自治労３・15全国統一行動日（３月15日）として「29分時間内食い込み集会」を実施した

参加人数 29分時間内食い込み集会を実施した 参加人数
その他、時間外職場集会等を実施し

た
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時間外職場集会を実施した 参加人数 その他、機関紙等配布等を実施した参加人数

３．第３次全国統一行動（３月25日）として「時間外職場集会等」を実施した
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２．自治労３・15全国統一行動日（３月15日）として「29分時間内食い込み集会」を実施した

参加人数 29分時間内食い込み集会を実施した 参加人数
その他、時間外職場集会等を実施し

た
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時間外職場集会を実施した 参加人数 その他、機関紙等配布等を実施した参加人数

３．第３次全国統一行動（３月25日）として「時間外職場集会等」を実施した
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Ⅲ 地方自治法改正案への対応について 

 
 
１．地方自治法の改正案について 

 ３月１日、政府は地方自治法改正案を閣議決定しました。改正案にはＤＸ化の

進展を踏まえた情報システムの適正利用、公金収納事務のデジタル化、また地域

における生活サービス提供体制強化にむけた多様な主体との連携強化に関する

規定などが含まれています。 

 とりわけ、大規模な災害、感染症のまん延など、その被害が国民の安全に重大

な影響を及ぼすと認められた際に、国民の安全確保に迅速な対応を取るためと

して、国が地方に対し必要な「指示」をできるよう、国と地方の関係において新

しい章を設けて特例を規定することとしています。 

 このことは、2000 年の地方分権改革一括法に基づき積み上げられてきた地方

分権への流れを逆行させかねないものであり、自治労としてはこの間も総務省

また政党に対し、重大な懸念がある旨を申し入れてきましたが、政府は改正にむ

け着々と歩みを進めている状況にあります。 

 

２．特例化するための立法事実が不明確 

 地方制度調査会では、コロナ禍において、国がダイヤモンド・プリンセス号事

案に対応した際、患者の広域的移送が感染法上想定されていなかったこと、また

保健所設置市区の区域を超えて国が行った病床配分についても感染法上想定さ

れていなかったことなどを例示し、今回の改正の必要性を訴えています。 

 しかし、いずれも個別法である感染法を改正することで、今後の対応は可能で

あり、今後起きうる「想定できない事態」をあえて想定し、地方自治法で定めて

いる自治体に対する国の関与の一般ルールとは別に、新たな章まで設けて特例

を規定するような立法事実があるということについては大いに疑問があります。 

 なお、現行の地方自治法が定めた関与の類型は、自治事務と法定受託事務に区

別され、自治事務への指示については、「国民の生命、身体又は財産の保護のた

め緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認めら

れる場合」に限定して個別法で根拠を定めることとされ、「代執行及びそれ以外

の関与」についてはできる限り設けないとされています。また、法定受託事務に

関する指示については、「法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認

めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めると

き」にできるものとされています。今回の改正案はこうした既存の一般ルールの

大きな変更を意味しています。 
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３．地方分権のおかれた危機的状況 

 2023 年 12 月 28 日、辺野古新基地建設のための大浦湾岸海域において、国土

交通大臣は沖縄県知事に代わって埋立変更承認の代執行を行いました。対話に

よる解決を求める沖縄県知事に対し、国は異例の代執行で応えたことになりま

す。 

 そもそもコロナ禍以降、国は地方への関与を強める傾向を見せています。この

間、社会的に進みつつあるＤＸ化自体も、基本的には情報の集約化が求められる

ことから、必然的に中央集権化への傾向を強めることとなります。 

 今回の地方自治法改正も、こうした流れとまったく無関係であるとは言い切

れません。自治体に対する国の関与が自治事務まで含めたすべての自治体業務

となることは、あくまで「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に限られると

はいえ、地方自治に資するものとは到底言い難いものです。「有事」的、あるい

は「非平時」的状況において、結局は国の判断が優先されるということは、かか

る事態において最も重要であろう現場における判断、あるいは自治体側の主体

性や自発性をも損ないかねません。指示待ちの時間や実態にそぐわない国から

の指示が結果的に住民の安全と生命を脅かすことも考えられます。また、こうし

た改正は平時における自治体側の意識にさえ悪影響を及しかねません。 

 閣議決定後、議論の舞台はすでに国会に移されています。現状では４月、連休

前の審議入りが想定されていますが、これらの懸念が払しょくされない限り、法

案の成立には当然反対せざるを得ません。 

 

４．法案における個別の問題点について 

 同改正案は、2023 年 12 月に取りまとめられた第 33 次地方制度調査会の答申

を受けた後、答申以上に踏み込んだ改正内容となっているよう見受けられます。

法案が確定する当初段階においては、とくに国の補助的指示を規定する特例に

ついて懸念されましたが、その他の項目にも多くの疑問点が浮上しています。 

 

（１）「ＤＸの進展を踏まえた対応」について 

 公金の収納事務デジタル化として、ｅＬＴＡＸ（エルタックス：地方税ポータ

ルシステム）を活用拡大し、自治体の特定歳入等について地方税共同機構への収

納を義務化する規定が盛り込まれていますが、地方制度調査会では委員から意

見もなく、最終の答申案において唐突に盛り込まれた感があった内容です。経済

界からの要望が強くあったものと見られますが、自治体にとっては改めてのシ

ステム更新・改修が予想されます。また地方税共同機構は全国自治体の共同設置

となっており、その運営費用も自治体負担となっています。これについては交付

税措置されますが、同機構の運営経費やシステム経費が増大することは交付税

の目減りに相当することから、国策として運営するなら国費でまかなうことの

是非も検討すべきです。いずれにしても、地方制度調査会において、そうした議

論があったとは見られません。 

 

（２）「地域の多様な主体の連携及び協働の推進」について 

 同改正では地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を、公共

私の連携の観点から、市町村長から指定を行い、同団体への支援を可能とする旨

の規定がされています。あくまで自主的・自発的な組織であろう団体に対し、公

的な「お墨付き」を与え、行政財産の貸与や随意契約による事務委託が可能とな

りますが、この団体の具体的イメージさえ地方制度調査会においても共有化さ

れていません。しかも地方議会の関与もなく、首長の判断において指定できるこ

ととなっていることから、現行の指定管理者制度より恣意的な運用が危惧され

ます。また一旦指定を行うと、自治体には「支援する」義務が発生するなど、こ

うした疑問点については、より詳細な制度検証が必要です。今回、性急な法案化

がされたことから、今後、運用のあり方も含めて警戒する必要があります。 
 

（３）「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度において 

これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」について 

 今回の改正案では国の無謬性を信じる傾向が強く表れています。しかし、この

間、日本を襲った大災害またコロナ禍においても、政府の判断が適切であったか

疑わしい事態は多々起きています。コロナ禍における一斉休校やアベノマスク

の是非をどう考えるのか。また熊本地震においては、防災担当大臣が指示した避

難先の体育館について、危険と判断した地元自治体がこれを拒否した後、震度７

の地震により当該施設の天井が落下するなど、現場判断により事故が未然に防

がれた例もあります。当該自治体でさえ状況の把握は困難であるにもかかわら

ず、国の判断に従うことを義務付けることが果たして合理的と言えるのか大い

に疑問が残ります。 

 また、国の指示に従い難い状況がある場合の備えとして、国による強権的な指

示とならないよう、自治体側との意見・情報交換はより重要となります。この点

をいかに担保するのかは大きな課題です。 

 これと同時に、事後の対応も求められます。判断を巡っての事後の係争処理シ

ステムは保障される見込みですが、指示をめぐって事後に行うべき個別法の改

正や国会における報告や検証についても何らかの規定やルール化が必要です。

そのうえで、一旦行われた指示は、同様の事態において二度と行われないことを

明確にすべきです。 

 さらに、この特例があくまで特例であるために、厳しい運用を規定することが

重要です。かかる事態については「大規模な災害、感染症のまん延その他その及

ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態

における特例」と記載されていますが、「その他」「これらに類する」といった事

態についても安易な解釈がされないよう、より慎重かつ厳密な規定が求められ
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がされたことから、今後、運用のあり方も含めて警戒する必要があります。 
 

（３）「大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度において 

これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例」について 

 今回の改正案では国の無謬性を信じる傾向が強く表れています。しかし、この

間、日本を襲った大災害またコロナ禍においても、政府の判断が適切であったか

疑わしい事態は多々起きています。コロナ禍における一斉休校やアベノマスク

の是非をどう考えるのか。また熊本地震においては、防災担当大臣が指示した避

難先の体育館について、危険と判断した地元自治体がこれを拒否した後、震度７

の地震により当該施設の天井が落下するなど、現場判断により事故が未然に防

がれた例もあります。当該自治体でさえ状況の把握は困難であるにもかかわら

ず、国の判断に従うことを義務付けることが果たして合理的と言えるのか大い

に疑問が残ります。 

 また、国の指示に従い難い状況がある場合の備えとして、国による強権的な指

示とならないよう、自治体側との意見・情報交換はより重要となります。この点

をいかに担保するのかは大きな課題です。 

 これと同時に、事後の対応も求められます。判断を巡っての事後の係争処理シ

ステムは保障される見込みですが、指示をめぐって事後に行うべき個別法の改

正や国会における報告や検証についても何らかの規定やルール化が必要です。

そのうえで、一旦行われた指示は、同様の事態において二度と行われないことを

明確にすべきです。 

 さらに、この特例があくまで特例であるために、厳しい運用を規定することが

重要です。かかる事態については「大規模な災害、感染症のまん延その他その及

ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態

における特例」と記載されていますが、「その他」「これらに類する」といった事

態についても安易な解釈がされないよう、より慎重かつ厳密な規定が求められ
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５．今後の取り組み 

 自治労としてはこの間も上記の問題意識に基づき、地制調・省庁・議員対策を

行ってきましたが、国会議論においては、まず入り口論として、立法事実が明確

でないこと、そして地方分権の流れを逆行させかねない性格を持つ法案である

ことを指摘する必要があります。このため立憲民主党を中心とした野党による

厳しい追及を求めます。 

 また、全国知事会は法案について一定の評価をしつつも、国の補充的指示が安

易に行使されることが「確実に」ないよう、事前の適切な協議・調整にむけた運

用を明確化するよう求めています。その他、指定都市市長会も閣議決定となる以

前から、通常の国と地方の役割分担とは明確に切り離すべきであるなど、懸念を

表明しています。こうした地方団体との連携も追求しつつ、引き続き、自治労の

考え方が反映されるよう必要な対策を行います。 
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５．今後の取り組み 

 自治労としてはこの間も上記の問題意識に基づき、地制調・省庁・議員対策を

行ってきましたが、国会議論においては、まず入り口論として、立法事実が明確

でないこと、そして地方分権の流れを逆行させかねない性格を持つ法案である

ことを指摘する必要があります。このため立憲民主党を中心とした野党による

厳しい追及を求めます。 

 また、全国知事会は法案について一定の評価をしつつも、国の補充的指示が安

易に行使されることが「確実に」ないよう、事前の適切な協議・調整にむけた運

用を明確化するよう求めています。その他、指定都市市長会も閣議決定となる以

前から、通常の国と地方の役割分担とは明確に切り離すべきであるなど、懸念を

表明しています。こうした地方団体との連携も追求しつつ、引き続き、自治労の

考え方が反映されるよう必要な対策を行います。 

 

 

地方自治法の一部を改正する法律案の概要

１．DXの進展を踏まえた対応

①情報システムの適正な利用等

・ 地方公共団体は、事務の種類・内容に応じ、情報システムを有効に利用するとともに、他の

地方公共団体又は国と協力し、その利用の最適化を図るよう努めることとする。

・ 地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保の方針を定め、必要な措置を講じることとする。

総務大臣は、当該方針の策定等について指針を示すこととする。

②公金の収納事務のデジタル化

eLTAXを用いて納付するものとして長が指定する公金（地方税以外）の収納事務を、地方公共団

体が地方税共同機構に行わせるための規定を整備する。

【施行期日】 １①、２及び３：公布の日から起算して３月を経過した日（１①の一部は令和８年４月１日）

１② ：公布の日から起算して２年６月を超えない範囲内において政令で定める日

２．地域の多様な主体の連携及び協働の推進

地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定できることとし、指

定を受けた団体への支援、関連する活動との調整等に係る規定を整備する。

○ 第３３次地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する

答申」（令和５年１２月２１日）を踏まえ、以下の改正を行う。

３．大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度において
これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例

① 国による地方公共団体への資料又は意見の提出の求め

事態対処の基本方針の検討等のため、国は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出

を求めることを可能とする。

② 国の地方公共団体に対する補充的な指示

適切な要件・手続のもと、国は、地方公共団体に対し、その事務処理について国民の生命等の保

護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができることとする。

【要件】個別法の規定では想定されていない事態のため個別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために

特に必要な場合（事態が全国規模、局所的でも被害が甚大である場合等、事態の規模・態様等を勘案して判断）

【手続】閣議決定

③都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村（保健所設置市区等）が処理する事務の処理との調整

国民の生命等の保護のため、国の指示により、都道府県が保健所設置市区等との事務処理

の調整を行うこととする。

④ 地方公共団体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割

国による応援の要求・指示、職員派遣のあっせん等を可能とする。

現行の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設け、特例を規定する。
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Ⅳ 自治労会館・大規模修繕工事の実施について（案） 
 

 

はじめに 

自治労会館大規模修繕 PT は、今後 30 年間の当会館の使用を見据えた大規模

修繕工事の実施設計が 2023 年 12 月末に終了したことを受け、本工事設計を統

括する（株）蔵建築設計事務所及びアドバイザー契約をしているＣＭ

（Construction,Management）研究会（東京都庁退職者の技術者４名からなるチ

ーム）と共に、第 96 回定期大会（2022 年８月 31 日）で確認した工事予定総額

７億円上限を目途に最終段階の精査と調整を実施し、工事の概要及び工程案と

関係する事項を、以下のアウトライン（実施案）としてとりまとめた。 

 

1. 工事の概要 

(1) 工事期間と施行の発注契約日程 

 現場工事全体は、2024 年８月～2025 年 12 月末を予定する。工事期間

が長期におよぶ影響による人件費・資材費の上振れリスクに対応するた

め、工期を二期にわけることとする。 

 なお、工事期間に次期参議院選挙が行われるが、2025 年７月時の公示

日以降の選挙期間中は、やむを得ない限り音出し工事は行わない。 

○ 各請負者契約決定日程 

 2024 年３月に建築（第Ⅰ期）、機械設備、電気設備工事の発注。 

 同年４月入札後に各工事落札者と仮契約（電気は落札後、本契約）と

し、建築（第Ⅰ期）と機械設備は５月末予定の中央委員会で工事契約締

結議案の承認後に本契約とする。 

○ 各工事現場乗込みまでの準備期間 

 2024 年６月～８月 請負者による下請け契約・実施工程表（案）、現

場調査、製作物などの仕様・製作図承認、工場製作、現場手配等 

 

(2) 建築部門の工事計画 

 第Ⅰ期と第Ⅱ期に分けるため、２度の入札・契約手続きを行う。 

第Ⅰ期工事   2024 年６月～2025 年４月を予定契約工期 とする。 

（足場架け、外壁等の修繕・設備関連改修、各階室内改修、屋上防水更新等） 

第Ⅱ期工事   2025 年８月～2025 年 12 月を予定契約工期 とする。 

（煙突改修、屋外排水改修、駐車場塗床更新、外構工事等） 
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(3) 空調・換気設備および電気設備部門の工事計画 

 空調・換気設備および電気設備部門は作業の性質上、一括で工事を行

う必要がるため、工期は分けず１度の入札・契約とする。 

予定契約工期  2024 年６月～2025 年 12 月 

 

(4) 工事内容と工事予定価格 

 今次の大規模修繕の工事内容は、①建築、②空調設備、③電気設備の３

工種に別けて実施する。 

 なお、第 96 回定期大会において、予定工事として検討していた昇降機

設備、地下駐車場の法定設備の更新は、今次大規模修繕に含めず、後年

度の工事として実施する。 

 工事内容と予算金額は以下のとおりとする。下記の工事予算金額は現

時点での市況・見積価格で積算されたものである。 

 以下の金額は、すべて消費税込みである。 

 

① 建築部門                        

 

 

 

② 空調設備部門 

現 場 工 事 内 容 工事予算金額 

（2024 年９月～2025 年 12 月予定） 

空調設備の更新、各フロア換気設備更新工

事等 

 

約２憶 5,000 万円 

 

③ 電気設備部門 

現 場 工 事 内 容 工事予算金額 

（2024 年９月～2025 年 12 月予定） 

高圧電力引込設備工事、弱電用 EPS 工事、

照明更新工事、空調電源設備工事等 

 

約 7,900 万円 

現 場 工 事 内 容 工事予算金額 

第Ⅰ期 2024 年９月～2025 年４月末予定 

外壁補修、外部鉄部塗装、屋上防水更新、

南面二重サッシ化、東西面省エネサッシ化、

内部 OA 床更新及び床タイル更新工事等 

第Ⅱ期 2025 年８月～2025 年 12 月予定）

屋外排水及び玄関前ならびに南庭外構改

修、煙道撤去工事等 

約２億 5,900 万円 
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(3) 空調・換気設備および電気設備部門の工事計画 
 空調・換気設備および電気設備部門は作業の性質上、一括で工事を行
う必要がるため、工期は分けず１度の入札・契約とする。 
予定契約工期  2024 年６月～2025 年 12 月 

 
(4) 工事内容と工事予定価格 

 今次の大規模修繕の工事内容は、①建築、②空調設備、③電気設備の３
工種に別けて実施する。 
 なお、第 96 回定期大会において、予定工事として検討していた昇降機
設備、地下駐車場の法定設備の更新は、今次大規模修繕に含めず、後年
度の工事として実施する。 
 工事内容と予算金額は以下のとおりとする。下記の工事予算金額は現
時点での市況・見積価格で積算されたものである。 
 以下の金額は、すべて消費税込みである。 
 
① 建築部門                        

 
 

 
② 空調設備部門 

現 場 工 事 内 容 工事予算金額 
（2024 年９月～2025 年 12 月予定） 
空調設備の更新、各フロア換気設備更新工
事等 

 
約２億 5,000 万円 

 
③ 電気設備部門 

現 場 工 事 内 容 工事予算金額 
（2024 年９月～2025 年 12 月予定） 
高圧電力引込設備工事、弱電用 EPS工事、
照明更新工事、空調電源設備工事等 

 
約 7,900 万円 

現 場 工 事 内 容 工事予算金額 
第Ⅰ期 2024 年９月～2025 年４月末予定 
外壁補修、外部鉄部塗装、屋上防水更新、
南面二重サッシ化、東西面省エネサッシ化、
内部 OA 床更新及び床タイル更新工事等 
第Ⅱ期 2025 年８月～2025 年 12 月予定）
屋外排水及び玄関前ならびに南庭外構改
修、煙道撤去工事等 

約２億 5,900 万円 
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④ 工事監理費 

間 接 工 事 費 用 委託予算金額 

工事監理費等 約 3,500 万円 

 

  上記の①＋②＋③＋④ = 予算金額は約６億 2,300 万円となる。 

 なお、これまで基本設計料 887 万円、実施設計料 1,669 万円、建物

耐震診断料として 1,070 万円を支出しており、実施設計を終えた時

点での合計の予算金額は約６億 5,926 万円となる。 

 よって、目途とする上限総額７億円とは約 4,000 万円の差額が生

じることになる。 

 これを、人件費、資材費のさらなる高騰補填を含む設計変更、工

事期間中の６階ホールの代替会議室の確保等に備える予算執行残額

とする。 

 

2. 電話回線及びＬＡＮ回線の整備 

 今次の大規模修繕工事と同期をとって、電話回線及び LAN 回線の整備を行

う。 

 なお、当工事の予算費目は、自治労会館が自治労本部所有となる前の支出

経緯が一般会計の事務・備品費から支出し、資産計上してきた経緯を踏まえ、

大規模修繕工事の予算と分けて、一般会計の事務・備品費からの支出とする。

現時点の工事見積額は約 4,179 万円である。 

  

3. 工事受注者の選定と決定 

(1) 選定方法 

 工事受注者の選定にあたっては、公正な入札方式を基本とする。 

 なお、自治労本部は東京都などで多く採用されている指名競争入札方

式（発注側であらかじめ、工事の仕様書、図面、内訳書（内訳項目・数

量）を作成し、これらを発注図書として複数指名する入札候補者に提示

し、指定期日に入札を行う方式）を採用する。 

 なお、今回の入札指名者には予定工事価格を提示する形式をとる。 

この方式のメリットは、発注側が求める工事の品質を確保しつつ、競争

による工事契約価格の適正化が期待できる点である。 

 以上を踏まえ、建築、空調・換気設備、電気分野の各工種における入札

候補者選定は下記のように行いたい。 
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① 建築部門 → ３社による指名競争入札 

〔留意事項〕 

 建築部門は、第Ⅰ期と第Ⅱ期に工期に分ける。 

 受注事業者の観点から、人件費・資材費の実勢価格は上昇傾向に

あり、工期を長期にした場合、将来の価格上昇に備えて価格見積り

を行うため、工事コストが上振れする可能性があること、発注者の

観点からは、工期を二期に分けることにより、その時点の実勢価格

を踏まえ、工事内容などの発注条件の変更に対応しやすくするため

である。 

② 空調・換気設備部門→最低２社による指名競争入札 

③ 電気設備部門 → 特命随意契約 

④ 電話回線、LAN 配線分野 → 特命随意契約 

（補足事項） 

 電気設備、電話回線、LAN 配線工事を随意契約で実施する主旨は当

会館の日常的な小規模工事に携わっており業者の質に信頼性がある

こと、また当会館の現状の配線状態を把握しており、事故等のリス

クが低いことが挙げられる。 

 

(2) 業者選定の時期と契約締結の時期 

入札は、以下の工程案で実施する。 

① 第１期建築工事 

３月下旬に発注し、５月初旬に受注候補者を決定（仮契約）する。 

② 空調・換気設備工事 

３月中旬に発注し、４月末に受注候補者を決定（仮契約）する。 

③ 電気設備工事 

３月初旬に発注し４月中旬に受注者を決定する。 

中央委員会の契約締結議案承認後に契約の本格協議を行い、６月末

までに本契約を締結する。 

 

 

4. 機関手続き 

 本大規模修繕工事の、受注者の決定までの自治労組織内の機関手続きは、

以下のスケジュールで行う。 

(1) ４月 25 日県本部代表者会議 

工事内容、工事予算額、工事スケジュール等の提示 

(2) ５月 20 日中央執行委員会 
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④ 工事監理費 

間 接 工 事 費 用 委託予算金額 

工事監理費等 約 3,500 万円 

 

  上記の①＋②＋③＋④ = 予算金額は約６億 2,300 万円となる。 

 なお、これまで基本設計料 887 万円、実施設計料 1,669 万円、建物

耐震診断料として 1,070 万円を支出しており、実施設計を終えた時

点での合計の予算金額は約６億 5,926 万円となる。 

 よって、目途とする上限総額７億円とは約 4,000 万円の差額が生

じることになる。 

 これを、人件費、資材費のさらなる高騰補填を含む設計変更、工

事期間中の６階ホールの代替会議室の確保等に備える予算執行残額

とする。 

 

2. 電話回線及びＬＡＮ回線の整備 

 今次の大規模修繕工事と同期をとって、電話回線及び LAN 回線の整備を行

う。 

 なお、当工事の予算費目は、自治労会館が自治労本部所有となる前の支出

経緯が一般会計の事務・備品費から支出し、資産計上してきた経緯を踏まえ、

大規模修繕工事の予算と分けて、一般会計の事務・備品費からの支出とする。

現時点の工事見積額は約 4,179 万円である。 

  

3. 工事受注者の選定と決定 

(1) 選定方法 

 工事受注者の選定にあたっては、公正な入札方式を基本とする。 

 なお、自治労本部は東京都などで多く採用されている指名競争入札方

式（発注側であらかじめ、工事の仕様書、図面、内訳書（内訳項目・数

量）を作成し、これらを発注図書として複数指名する入札候補者に提示

し、指定期日に入札を行う方式）を採用する。 

 なお、今回の入札指名者には予定工事価格を提示する形式をとる。 

この方式のメリットは、発注側が求める工事の品質を確保しつつ、競争

による工事契約価格の適正化が期待できる点である。 

 以上を踏まえ、建築、空調・換気設備、電気分野の各工種における入札

候補者選定は下記のように行いたい。 

  

4 

① 建築部門 → ３社による指名競争入札 

〔留意事項〕 

 建築部門は、第Ⅰ期と第Ⅱ期に工期に分ける。 

 受注事業者の観点から、人件費・資材費の実勢価格は上昇傾向に

あり、工期を長期にした場合、将来の価格上昇に備えて価格見積り

を行うため、工事コストが上振れする可能性があること、発注者の

観点からは、工期を二期に分けることにより、その時点の実勢価格

を踏まえ、工事内容などの発注条件の変更に対応しやすくするため

である。 

② 空調・換気設備部門→最低２社による指名競争入札 

③ 電気設備部門 → 特命随意契約 

④ 電話回線、LAN 配線分野 → 特命随意契約 

（補足事項） 

 電気設備、電話回線、LAN 配線工事を随意契約で実施する主旨は当

会館の日常的な小規模工事に携わっており業者の質に信頼性がある

こと、また当会館の現状の配線状態を把握しており、事故等のリス

クが低いことが挙げられる。 

 

(2) 業者選定の時期と契約締結の時期 

入札は、以下の工程案で実施する。 

① 第１期建築工事 

３月下旬に発注し、５月初旬に受注候補者を決定（仮契約）する。 

② 空調・換気設備工事 

３月中旬に発注し、４月末に受注候補者を決定（仮契約）する。 

③ 電気設備工事 

３月初旬に発注し４月中旬に受注者を決定する。 

中央委員会の契約締結議案承認後に契約の本格協議を行い、６月末

までに本契約を締結する。 

 

 

4. 機関手続き 

 本大規模修繕工事の、受注者の決定までの自治労組織内の機関手続きは、

以下のスケジュールで行う。 

(1) ４月 25 日県本部代表者会議 

工事内容、工事予算額、工事スケジュール等の提示 

(2) ５月 20 日中央執行委員会 
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上記に加え、受注候補者決定を報告 
(3) 第 166 回中央委員会 

大規模修繕工事の実施案の提起 
 
5. 大規模修繕工事に係わる諸課題の整理 

(1) 本部執務室の仮移転時期 
 現時点の工程計画（案）において、各フロアの室内内装工事は、本部
書記局（３階と５階）と自治総研（４階）は、フロアごと順次６階ホー
ルに仮移転して行う。よって、本部書記局及び自治総研が６階ホールを
仮設事務所とする期間は、2024 年 10 月～2025 年３月を予定する。 
 以上を踏まえ、６階ホールが使用できない期間は 2024 年９月～2025
年３月の予定となる。 
 ただし、2025 年４～７月の期間は、６階ホールの空調設備工事が継続
し、冷房が稼働しないため、その了解のもとでの使用可能期間となる。
2025 年８月からは全面的に使用可能とする。 
 移転の概要は、最初に６階の仮設事務所の改修工事（９月）、その後５
階書記局（10～11 月）→３階書記局（12～１月）→４階自治総研（２～
３月）の順とし、それぞれ約２か月の工事期間を予定しており、各階の
移動期間は２か月程度となる。 
 なお、実際の仮移転スケジュールは、工事仮契約後の各工事受注者と
発注者との協議結果によるものとする。 

 
 

(2) ６階ホールの使用不可期間の会議等のあり方と予算 
 従来、６階ホールの使用を想定していた会議は、工事のための仮移転
期間中（2024.９～2025.３）は使用できない。 
 このため、各総合局・評議会等において、使用不可期間中の会議につ

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

外部足場

南全面サッシ

インナーサッシ

　　　【図】　5階、3階、4階の各フロアの6階への移動時期
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最終調整

南５階サッシ工場製作製作図・承認
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製作図・承認
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音出し工事
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３階書記局

２階トラスト
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B1・B2諸室

RF南側防水改修

３カ月間 PH周り足場

準備

１カ月間 東・西足場 ４階以下

RF南側機械基礎

PH機械基礎

５階書記局

２階諸室

４階自治総研

１階労金
最終調整
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上記に加え、受注候補者決定を報告 

(3) 第 166 回中央委員会 

大規模修繕工事の実施案の提起 

 

5. 大規模修繕工事に係わる諸課題の整理 

(1) 本部執務室の仮移転時期 

 現時点の工程計画（案）において、各フロアの室内内装工事は、本部

書記局（３階と５階）と自治総研（４階）は、フロアごと順次６階ホー

ルに仮移転して行う。よって、本部書記局及び自治総研が６階ホールを

仮設事務所とする期間は、2024 年 10 月～2025 年３月を予定する。 

 以上を踏まえ、６階ホールが使用できない期間は 2024 年９月～2025

年３月の予定となる。 

 だし、2025 年４～７月の期間は、６階ホールの空調設備工事が継続し、

冷房が稼働しないため、その了解のもとでの使用可能期間となる。2025

年８月からは全面的に使用可能とする。 

 移転の概要は、最初に６階の仮設事務所の改修工事（９月）、その後５

階書記局（10～11 月）→３階書記局（12～１月）→４階自治総研（２～

３月）の順とし、それぞれ約２か月の工事期間を予定しており、各階の

移動期間は２か月程度となる。 

 なお、実際の仮移転スケジュールは、工事仮契約後の各工事受注者と

発注者との協議結果によるものとする。 

 
 

(2) ６階ホールの使用不可期間の会議等のあり方と予算 

 従来、６階ホールの使用を想定していた会議は、工事のための仮移転

期間中（2024.９～2025.３）は使用できない。 

 このため、各総合局・評議会等において、使用不可期間中の会議につ

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

外部足場

南全面サッシ

インナーサッシ

　　　【図】　5階、3階、4階の各フロアの6階への移動時期
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製

インナーサッシ ６～１階工場製作
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最終調整

南５階サッシ工場製作製作図・承認

６階諸室 ５階諸室 ３階諸室 ４階各室

製作図・承認

６階大会議室

音出し工事

最大限配慮

南４～１階サッシ工場製作

３階書記局

２階トラスト

１階諸室

B1・B2諸室

RF南側防水改修

３カ月間 PH周り足場

準備

１カ月間 東・西足場 ４階以下

RF南側機械基礎

PH機械基礎

５階書記局

２階諸室

４階自治総研

１階労金

最終調整

6 

いて、開催方法（対面会議/Ｗｅｂ会議）やスケジュール（使用可能期間

に開催、他会議とセットで開催）等の検討を行う。 

 使用不可期間中に対面会議で開催する場合は、比較的に低廉な労働

組合会館（日本教育会館、連合会館等）を優先的に活用することを基本

とする。 

 代替施設確保にかかる費用は、大規模修繕工事費から捻出するが、引

き続き、人件費・資材費等が高騰する可能性があるため、Ｗｅｂ会議も

含め会議の開催方法等の検討を行う。 

 また、１階をはじめ、各フロアの会議室は、当該会議室自体の工事期

間を除き、使用可能な状態であるが、工事内容によって騒音のもとでの

利用となる。また、館内の会議室が限られるため、仮事務所先となる６

階ホールの一角にＷｅｂ会議のための小スペース（パーテーション囲む）

を設置するほか、外部会議室の賃借も検討する。 
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■　自治労会館大規模修繕工事　工程計画検討案（V６-3）■ ※案（V４）に240205MTY修正を加えて整理した工程計画案 HataV３

工期　契約締結の翌日から～　2025年12月　　（１期）24建築工事は～2025年4月30日まで HataV６-3
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外部足場

外壁調査・補修
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全面塗床・シール更新

煙突RF
撤去・補修
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■　自治労会館大規模修繕工事　工程計画検討案（V６-3）■ ※案（V４）に240205MTY修正を加えて整理した工程計画案 HataV３

工期　契約締結の翌日から～　2025年12月　　（１期）24建築工事は～2025年4月30日まで HataV６-3

1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20

外部足場

外壁調査・補修
煙突撤去
外部鉄部塗装更新

屋上防水改修・更新
屋上階段更新

南全面サッシ

インナーサッシ

1Fトイレ排水引替え
スロープ側壁塗装劣化調査

B1委員長車区画天井改修

B1駐車場塗床・シール更新

屋外排水修繕工事
外構（東北角囲障・玄関前舗床等）

　 　　（南側人工芝撤去・改修復旧）

高圧電力引込み設備工事

弱電用ＥＰＳ工事（１～６階）

照明・ｺﾝｾﾝﾄ設備

空調電源設備工事

空調・換気設備工事

備　　　考　　　欄

備　　考

電
気
設
備
工
事

電話設備工事

LAN回線工事

空
調
・
換
気
設
備
工
事

９月 10月 11月 12月

建
　
　
築
　
　
工
　
　
事

内装改修

３月 ４月 ５月 ６月４月 ５月 ６月 7月 8月 7月 ８月9月 10月 11月 12月 1月 ２月

2024/1/28

2024/2/26
2024年 2025年

25 参 院 選

25  参 院 選

屋外機製作図・承認

工場製作

製作図・承認

RF系統屋外機設置・屋外配管

製作図・承認

LAN回線配管工事

B２,PH機械室既存設備撤

PH ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等撤去

４ カ月間 東・西足場 全階 煙突周り足場

外壁調査 ・補修

PH 防水改修

最終調整

最終調整

最終調整

製作図・承認

空調電源設備工事

製作図・承認

インナーサッシ ６～１ 階工場製作

Ⅰ区画天井撤去

弱電用ＥＰＳ製作図・承認

製作図・承認 電話回線配管工事

６～５階ＥＰＳ工事

各室内FCU撤去＆撤去跡補修

試験運転調整

RF系統GHP 各室 室内機運転

通気管立上り延長

PH ＆B2 機械室内機設置（床置ダクト型） 配管・ダクト工事

室内空調機器設置（天井カセット型）
※各室室内機 設置完了

機械室以外

PH＆B2機械室系統のGHP運転

冷温水機と GHP 切替え
試験運転調整

PH系統屋外機設置・屋外配管

南５ 階サッシ工場製作製作図・承認

最終整理

・清掃

６階諸室 ５階諸室 ３階諸室 ４階各室

B２階 電気室奥

換気設備工事

施工図・承認

各室空調電源設備工事 最終調整

２カ月間 北足場 ６階まで

北側外壁塗装 ・シール更

25  参 院 選

工

事

契

約

締

結

承

認

製作図・承認

６階大会議室

屋上階段更新工場製作

音出し工事

調整可

空調室内機増設各室

外部鉄部塗装

最終調整

６階盤製作図承認・製作６階盤

製作予約

南４～１階サッシ工場製作

３階書記局

２階トラスト

１階諸室

B1・B2諸室

RF南側防水改修

各室内電話 ・ LAN回線

東北角囲障・玄関前舗床等

マシンハッチ改修

防水更新復旧

最終調整

現場調査

▼

1

期

工

事

落

札

▼

工

事

(

１

期
）

落

札

▲

▼

工

事

落

札

▲

６ 階 大 会 議 室 各 室 仮 移 転 ほ か 、工 事 中 に つ き 使 用 予 約 不 可 期 間

３ カ月間 PH周り足場

（建築） ３ カ月間 PH周り足場

準備

３カ月間 東・西足場 ４階以下

RF南側機械基礎

6階大会議室空調工事

RF北側防水更新 PH機械基礎

５階書記局

２階諸室

４階自治総研

１階労金

照明・ｺﾝｾﾝﾄ設備工事

テナント盤更新工事

４～１階ＥＰＳ工事

施工図・承認

製作図・承認

各 工 種 現 場 乗 込 み 準 備 期 間

引替え

▼

建

築
（

１

期
）

完

了

検

査

▲

B2,PH 既存空調電源撤

最終調整

完
了
検
査

６階大会議室復旧

最終調整

最終調整

最終整理・清掃

▼

完

了

検

査

▲

▼

完

了

検

査

▲

▼

工

事

（

２

期
）

落

札

▲

各室内FCU撤去跡補修

換気ﾀﾞｸﾄ工事 屋外ﾌｰﾄﾞ取付

煙突RF
撤去・補修

音出し工事調整可

▼

建

築
（

２

期
）

完

了

検

査

▲

工

事

契

約

締

結

承

認

工

事

契

約

締

結

承

認

工

事
（
仮

契

約

工

事
（
仮

契

約

施工図・行政庁協議・承認

煙突１F
撤去・補修

工

事

契

約

締

結

承

認

工事準備

通気管立上り関連

Ⅰ区画天井復旧

人工芝撤去

屋外排水改修工事

東・西屋外側溝改

全面塗床・シール更新

煙突RF
撤去・補修

引込幹線更新工事

その他、追加変更工事

音出し工事調整可

仮設計画・承諾

仮設設置届

アスベスト調査・分析

同上含有の場合除去工事手続き

施工図・承認

実施工程協議
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Ⅴ 県本部書記局労務管理等調査の特徴と 

今後の留意点について      

 
 
 標記調査については、2023 年３月末を調査期日に第１回調査を行い、その結
果について、第１回県本部代表者会議（2023 年９月 26 日）で報告を行い、改
善状況を確認するため、継続的に調査することとしました。 
 第２回調査の主な特徴と留意点は以下の通りです。 
 
1. 回答期日 

2024 年３月１日時点 
 

2. 調査結果の主な特徴と留意すべき事項 
 
(1) 出退勤把握の客観性 

 「出退勤を把握」と回答した県本部は、前年調査（2023 年３月 31 日
時点）から増加しており、一定の改善措置が取られていることが確認で
きます。 
 しかし、把握の方法の大半は「自己申告（出勤簿等）」です。 
 法律で求める出退勤の把握は、客観的な方法、記録によるものとされ
ており、タイムカードやパソコンの使用時間がこれに該当します。 
 よって、自己申告による出退勤の把握は、正当な記録と認定されない
可能性があるため、客観的な方法による把握方法を整備する必要があり
ます。 
 

(2) 36 協定の締結 
 36 協定を未締結とした県本部は、前回調査から大幅に減少しました。 
 しかし、仮に、未締結の県本部に労働基準監督署が調査に入った場合、
監督官に対し、客観的な記録に基づき、時間外・休日勤務が存在しない
ことを証明しなければなりません。 
 監督官の調査は、個々のメールの送信記録、ファイルの保存記録など
のパソコンの稼働状況に調査が及ぶとされています。 
 よって、自己申告に基づき、時間外・休日勤務が存在しないと主張し
ても、客観的データから時間外・休日勤務が確認できると判断された場
合、法違反と指摘される可能性があります。 
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Ⅴ 県本部書記局労務管理等調査の特徴と 

今後の留意点について      

 
 
 標記調査については、2023 年３月末を調査期日に第１回調査を行い、その結
果について、第１回県本部代表者会議（2023 年９月 26 日）で報告を行い、改
善状況を確認するため、継続的に調査することとしました。 
 第２回調査の主な特徴と留意点は以下の通りです 
 
1. 回答期日 

2024 年３月１日時点 
 

2. 調査結果の主な特徴と留意すべき事項 
 
(1) 出退勤把握の客観性 

 「出退勤を把握」と回答した県本部は、前年調査（2023 年３月 31 日
時点）から増加しており、一定の改善措置が取られていることが確認で
きます。 
 しかし、把握の方法の大半は「自己申告（出勤簿等）」です。 
 法律で求める出退勤の把握は、客観的な方法、記録によるものとされ
ており、タイムカードやパソコンの使用時間がこれに該当します。 
 よって、自己申告による出退勤の把握は、正当な記録と認定されない
可能性があるため、客観的な方法による把握方法を整備する必要があり
ます。 
 

(2) 36 協定の締結 
 36 協定を未締結とした県本部は、前回調査から大幅に減少しました。 
 しかし、仮に、未締結の県本部に労働基準監督署が調査に入った場合、
監督官に対し、客観的な記録に基づき、時間外・休日勤務が存在しない
ことを証明しなければなりません。 
 監督官の調査は、個々のメールの送信記録、ファイルの保存記録など
のパソコンの稼働状況に調査が及ぶとされています。 
 よって、自己申告に基づき、時間外・休日勤務が存在しないと主張し
ても、客観的データから時間外・休日勤務が確認できると判断された場
合、法違反と指摘される可能性があります。 

 つまり、形式的に 36 協定を締結しているだけでは十分ではなく、客観
的な勤怠データと不一致が生じることがないように、実態にあわせた 36
協定の締結が求められます。 
 

(3) 時間外・休日勤務手当の支払い 
 時間外・休日勤務手当は、多くの県本部は「実時間」に応じて支払わ
れており、「定額手当」とした県本部は少数にとどまります。 
 また、「定額手当」とした県本部のうち、時間外・休日勤務の実態と比
較して超過分を「清算する」とした県本部は少数です。 
 「定額手当」の範囲を超えた時間外・休日勤務が行われたことが確認
された場合、賃金不払いとして法違反の指摘を受ける可能性があります。 
 「定額手当」とした県本部の場合は、あらかじめ、就業規則や賃金規
程に定額手当の超過分の支払いの定めを定める必要があります。 
 

(4) ハラスメント対策 
 ハラスメント相談窓口の設置は、前回調査から増加しており、改善措
置がはかられています。 
 一方、ハラスメント学習会の実施は、前回調査と変化しておらず、ハ
ラスメント防止にむけた啓発強化が必要です。 

 
 

－ 79 －



 

Ⅶ 県本部事業促進交付金事業の  
  ２年間の取り組み報告について 

 

 

１．交付金の創設 

 県本部事業促進交付金は、「第５次組織強化・拡大のための推進計画」（以

下、「第５次組強計画」という）の大目標である「単組活動の活性化を通じた

80 万人自治労の回復」の実現にむけて、次代の担い手育成のために企画段階

から若年層の参画を求めることを基本とし、地連・県本部が実施する①次代

を見据えた若年層・女性活動家の育成、②新規採用者対策と未加入者対策、

③会計年度任用職員の組織化、④競合組織対策などの事業について、より実

効ある対策を進めるために、その費用の一部として上限 3,000,000 円を助成

する「県本部事業促進交付金」として第 93 回定期大会（書面審議/代表代議

員会議 2020.８.26）において確認され、2021 年９月から 2023 年８月までの

２年間の時限的なものとして創設されました。 

 

２．2022 年度事業の取り組み 

（1）事業の申請と交付額の決定 

  2022 年度県本部事業促進交付金（2021 年９月～2022 年８月）については、

３地連 34 県本部から申請がありました。その後、総合組織局内で申請内容を

精査・検証し、2021 年第 20 回中央執行委員会（2021.６.22）において

102,472,000 円の交付額を確認、第 95 回定期大会（2021.８.25～26）で 2022

年度予算案決定後、2021 年９月末に総額 102,472,000 円を交付しました。 

  

（2）交付後の本部の取り組み 

  本部は、2021 年 10 月以降、事業の進捗状況についてヒアリングを実施し

た結果、計画通り進んでいる県本部がある一方、コロナ禍により、実行委員

会の設置さえできていない県本部も散見され、中には、計画そのものが頓挫

しかねない県本部もあり、多額の残余金が発生することが想定されました。 

  交付金は、原則全額活用されることが前提であり、残余金について要綱で

「大規模災害等の不可抗力によって事業を中止・縮小した場合など、残余金

が生じた場合には自治労本部に返金する」とだけ記載されていたことから、

改めて返金方法について考え方を整理し、2022 年度第 16 回中央執行委員会

（2022.４.18）で要綱を一部改正し、計画の変更を可能としました。その上

で本部は、県本部と連携を密にしながら事業目的の達成にむけて、進捗確認

 
Ⅵ 加盟登録規程の改正について（案） 

 
 
１．改正の主旨 
新規加盟組合における物品の使用実態や本部の財政状況に鑑み、下記の通り

加盟登録規程を改正します。 
 ①組合歌については、音声データを産別ネット・じちろうネットに掲載し、ダ

ウンロードでデータを取得できるようにします。 
 ②組合員徽章については、本部から組合員への全員配布ではなく、単組が必要

に応じて自治労出版センターで購入することとします。 
 
２．改正条文案の記載 
 

現       行 改   正   案 
第１条～第６条 （略） 
 
第７条 前条の通告に際して本部は、下記の各
号の物品、書類を県本部を経て単組に送付す
るものとする。 

 (１) 組合規約・規程、運動方針 
 (２) 組合旗 
 (３) 組合登録証（様式第５） 
 (４) 組合歌レコード 
 (５) 組合員徽章（組合員全員） 
 (６) その他組合運営のため参考となるべき
文章資料など 

 
 
第８条～第９条 （略） 

第１条～第６条 （略） 
 
第７条 前条の通告に際して本部は、下記の各
号の物品、書類を県本部を経て単組に送付す
るものとする。 

 (１) 組合規約・規程、運動方針 
 (２) 組合旗 
 (３) 組合登録証（様式第５） 
 (４) 組合歌レコード 
 (５) 組合員徽章（組合員全員） 
 (４) その他組合運営のため参考となるべき

文章資料など 
 
 
第８条～第９条 （略） 

（附 則） （附 則） 
10 第166回中央委員会における第７条の改正

は、2024年５月28日から適用する。 
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［第166回中央委員会　第４号議案］



 

Ⅶ 県本部事業促進交付金事業の  
  ２年間の取り組み報告について 

 

 

１．交付金の創設 

 県本部事業促進交付金は、「第５次組織強化・拡大のための推進計画」（以

下、「第５次組強計画」という）の大目標である「単組活動の活性化を通じた

80 万人自治労の回復」の実現にむけて、次代の担い手育成のために企画段階

から若年層の参画を求めることを基本とし、地連・県本部が実施する①次代

を見据えた若年層・女性活動家の育成、②新規採用者対策と未加入者対策、

③会計年度任用職員の組織化、④競合組織対策などの事業について、より実

効ある対策を進めるために、その費用の一部として上限 3,000,000 円を助成

する「県本部事業促進交付金」として第 93 回定期大会（書面審議/代表代議

員会議 2020.８.26）において確認され、2021 年９月から 2023 年８月までの

２年間の時限的なものとして創設されました。 

 

２．2022 年度事業の取り組み 

（1）事業の申請と交付額の決定 

  2022 年度県本部事業促進交付金（2021 年９月～2022 年８月）については、

３地連 34 県本部から申請がありました。その後、総合組織局内で申請内容を

精査・検証し、2021 年第 20 回中央執行委員会（2021.６.22）において

102,472,000 円の交付額を確認、第 95 回定期大会（2021.８.25～26）で 2022

年度予算案決定後、2021 年９月末に総額 102,472,000 円を交付しました。 

  

（2）交付後の本部の取り組み 

  本部は、2021 年 10 月以降、事業の進捗状況についてヒアリングを実施し
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 (３) 組合登録証（様式第５） 
 (４) 組合歌レコード 
 (５) 組合員徽章（組合員全員） 
 (６) その他組合運営のため参考となるべき

文章資料など 
 
 
第８条～第９条 （略） 

第１条～第６条 （略） 
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（附 則） （附 則） 
10 第166回中央委員会における第７条の改正
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などを含めたオルグを実施しました。 

 

（3）事業の概要 

  コロナ禍の影響による事業の見直しや中止がありましたが、次代を見据え

た若年層・女性活動家の育成が 32 事業、新規採用者対策と未加入者対策が

23 事業、会計年度任用職員の組織化が 11 事業、競合組織対策が８事業、そ

の他（政治学習会、平和学習・行動など）が 21 事業となっています。 

 

（4）交付金の活用 

  2022 年度事業では、102,472,000 円の交付金に対して２地連 14 県本部か

ら 22.94％にあたる 23,501,965 円の返金がありました。地連・県本部別に交

付金の活用状況をみると、支出が交付金に対して 10％未満のところは１地連

１県本部あり、10％以上 30％未満が３県本部、30％以上 50％未満が１地連

５県本部となるなど、コロナ禍による事業縮小などの見直しを受けた結果と

いえます。 

 

（5）まとめ 

  2022 年度事業は、事業の中止や見直しにともない 22.94％の返金があるな

ど、コロナ禍の影響を大きく受ける結果となりました。しかし、取り組みを

行った県本部からは全体的に高評価を得ており一定の成果はあったといえま

す。 

  本部は、事業報告の中から、次世代育成にむけた労働学校・セミナーや特

徴的な新規採用職員組織化対策を中心に、１地連 10 県本部の「県本部事業

促進交付金・事業取り組み報告」を自治労情報として発信するなど取り組み

の共有化をはかりました。 

 

３．2023 年度事業の取り組み 

（1）事業の申請と交付額の決定 

  2023 年度県本部事業促進交付金（2022 年９月～2023 年８月）については、

４地連 41 県本部から申請があり、2022 年度より１地連７県本部増加しまし

た。なお、2022 年度で重点支援県本部扱いを終了した岩手、埼玉、千葉、滋

賀、愛媛の５県本部からも申請がありました。 

  交付金の当初予算は 6,000 万円を予定していましたが、それを２倍ほど上

回る申請額となりました。本部は厳しい財政状況ではあるものの県本部の事

業促進に期待を込め、申請額の約79％にあたる96,009,000円の交付額を2022

年度第 22 回中央執行委員会（2022.７.19）で確認し、第 96 回定期大会（2022.

８.30～31）で 2023 年度予算決定後、2022 年９月に総額 96,009,000 円（最大

2,378,000 円）を交付しました。 

 

（2）事業の概要 

  2022 年度事業における経験や反省点等をふまえて計画された 2023 年度事

業は、次代を見据えた若年層・女性活動家の育成が 49 事業（22 年度比+17 

以下同じ）、新規採用者対策と未加入者対策が 26 事業（＋３）、会計年度任用

職員の組織化が 19 事業（＋８）、競合組織対策が８事業、その他が 46 事業（＋

25）となっています。 

 

（3）交付金の活用 

 2023 年度事業では、コロナ禍の影響もほとんどなく交付金の積極的な活用

が見られた一方、96,009,000 円の交付金に対して１地連７県本部から 4.98％

にあたる 4,776,979 円の返金がありました。 

返金が発生した主な要因としては、①会場費が予算より低額であった、②

会議を対面からウェブに変更し旅費負担が少なかった、などがあげられてい

ます。 

 

（4）まとめ 

 2023 年度事業は、コロナ禍が明けたこともあり計画通りに進められました。

県本部からは各事業に対する評価も良く、さらに次代の役員の担い手となり

得る青年（若年層）や女性が多く参加したことによる評価が高いことからも

成果はあったといえます。 

 本部は、2023 年度においても５県本部の「県本部事業促進交付金・事業取

り組み報告」を自治労情報として発信し取り組みの共有化をはかりました。 

 

４．次代の担い手育成と新採対策における若年層の参画 

  青年・女性が事業に携わった人数や会議・セミナーに参加した人数は、

2022 年度は約 4,000 人、2023 年度は約 5,900 人にのぼりました。その中で

労働学校やセミナー、新採対策などの企画の段階から若年層が積極的に関与

し、当事者のニーズの把握や内容、運営方法について学ぶことができたこと

が多くの県本部から出されています。 

  今まで組合運動に対し受け身であった若年層が、自ら学び、考え、実践す

ることで能動的に活動ができるようになるなど、今後の県本部や単組の担い

手育成として一定の効果がありました。 

  また、女性の組合運動への参画をめざし、学習会等を地域ブロック単位で

行うなど、より単組に密着した形で企画できたことも一定の理解が深まり、

ジェンダー平等推進の視点からも女性活動家の育成の観点からも成果の一つ
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としてあげられますが、会議に参加しやすいよう開催方法をウェブにしたこ

とで、対面での交流が少なくなる弊害が生じているようです。 

  また、組織内議員との協働による組合員との学習会を実施し、政治活動の

重要性についての一定の理解が深まったとの報告もあり、今後の政治活動の

推進にも期待できます。 

 

５．会計年度任用職員の組織化の取り組み 

  本事業において、当事者学習会などが計画されていましたが、参加者の固

定化等により継続実施が困難であることが報告されています。 

  大半の事業で、当事者運動による組織拡大を方針として掲げており、正規

職員への会計年度任用職員の組織化に関する重要性を共有するきっかけづく

りに取り組む県本部がなかったことから、本事業の目的の一つであった組織

化の取り組みについて、今後は当事者だけではなく、正規職員への学習等の

継続した取り組みが必要です。 

 

６．自治労本部の２年間の取り組みのまとめ 

  県本部事業促進交付金は、地連・県本部内で事業内容・計画について議

論・検討を行った上で、本部に事業計画を申請、本部は事業計画を入念に精

査・検証し交付金額を決定して交付、さらに事業終了後には事業・決算報告

の提出を求めるなど、これまでの交付金にはない手法を取り入れた制度とな

りました。 

 本交付金を通じて認識できたこと、見えたことは、組合活動は対面による

コミュニケーション・交流が大切であり結束力も強化するということです。

今回は全体的に高評価が多く、加えて青年・女性の組合員が２年間で延べ約

10,000 人が参画したことなどを勘案すると一定の評価はできるところです。

ただ、すぐに人材発掘・育成にむけた成果が出るわけではなく、継続した取

り組みが必要となってきます。 

  県本部・地連は、今回の事業で得られた若年層の運動参画の実感や組合員

間の交流実績などを重視し、引き続き次代を見据えた若年層・女性活動家の

育成にむけて、一層の取り組みを進めていくことが重要です。 

  本部も次世代の育成は大変重要であると認識しており、本事業の実績を踏

まえ、これまで蓄積している情報の提供を行うなど、単組、県本部、地連と

協働して取り組みを進めていきます。 

  

７．今後の取り組み 

  第５次組強計画では、2019 年からの４年間で「80 万人自治労の回復」を 

 掲げましたが、2023 年６月 30 日基準で調査した「第 16 回組織基本調査」に

よると、組合員数は 712,231 人と２年前調査から 34,790 人の減少、１年ベ

ースで 17,395 人の減少となっており、組合員数の減少傾向に歯止めがきか

ず極めて深刻な状況となっています。再任用・再雇用職員の組織化は２年間

で 2,237 人増と僅かばかり進んだものの、会計年度任用職員等の組織化は２

年間で 3,773 人減となるなど遅々として進んでいません。さらに、新規採用

者の低加入率に加え単組や組合員の自治労からの脱退が顕著となってきてお

り、新採対策とあわせて脱退防止にむけた取り組みも大変重要となっていま

す。組織率の低下は、自治労総体にとっては対政党・中央省庁や連合内にお

ける影響力・発信力・交渉力等の縮小につながるなど、運動の持続と発展に

関わる大きな問題です。こうした自治労を取り巻く実態を踏まえると、組織

の維持・強化にむけた取り組みが大変重要になっています。 

この厳しい現実を自治労全体で共有し、第 97 回定期大会で決定した「第

６次組織強化・拡大のための推進計画」を踏まえ、単組活動の活性化はもと

より組織の維持・強化にむけた運動を一層強化していかなければなりませ

ん。 
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10,000 人が参画したことなどを勘案すると一定の評価はできるところです。

ただ、すぐに人材発掘・育成にむけた成果が出るわけではなく、継続した取

り組みが必要となってきます。 

  県本部・地連は、今回の事業で得られた若年層の運動参画の実感や組合員

間の交流実績などを重視し、引き続き次代を見据えた若年層・女性活動家の

育成にむけて、一層の取り組みを進めていくことが重要です。 

  本部も次世代の育成は大変重要であると認識しており、本事業の実績を踏

まえ、これまで蓄積している情報の提供を行うなど、単組、県本部、地連と

協働して取り組みを進めていきます。 

  

７．今後の取り組み 

  第５次組強計画では、2019 年からの４年間で「80 万人自治労の回復」を 

 掲げましたが、2023 年６月 30 日基準で調査した「第 16 回組織基本調査」に

よると、組合員数は 712,231 人と２年前調査から 34,790 人の減少、１年ベ

ースで 17,395 人の減少となっており、組合員数の減少傾向に歯止めがきか

ず極めて深刻な状況となっています。再任用・再雇用職員の組織化は２年間

で 2,237 人増と僅かばかり進んだものの、会計年度任用職員等の組織化は２

年間で 3,773 人減となるなど遅々として進んでいません。さらに、新規採用

者の低加入率に加え単組や組合員の自治労からの脱退が顕著となってきてお

り、新採対策とあわせて脱退防止にむけた取り組みも大変重要となっていま

す。組織率の低下は、自治労総体にとっては対政党・中央省庁や連合内にお

ける影響力・発信力・交渉力等の縮小につながるなど、運動の持続と発展に

関わる大きな問題です。こうした自治労を取り巻く実態を踏まえると、組織

の維持・強化にむけた取り組みが大変重要になっています。 

この厳しい現実を自治労全体で共有し、第 97 回定期大会で決定した「第

６次組織強化・拡大のための推進計画」を踏まえ、単組活動の活性化はもと

より組織の維持・強化にむけた運動を一層強化していかなければなりませ

ん。 
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Ⅷ 救援運営要綱（第４条）に係る報告について 

 
 
選挙闘争に係る救援運営要綱（第４条）に係る事案について、下記の通り報告します。 

なお、内容については選挙闘争に係る救援であることを考慮し、第 166 回中央委員会一

般経過報告書には掲載しないこととします。 

 

 

１－１．宮城県本部・宮城県議会選挙違反事件(救援番号 5734) 

(1) 申請内容・処分救援 

2023 年 10 月 22 日執行の宮城県議会議員選挙における、組織内候補かっち恵の活動に

おいて、告示前に支持者に文書を郵送したことが選挙運動にあたるとして、４人が事前

運動の禁止、法定外文書の配布の公選法違反容疑に問われた。任意出頭、略式起訴、罰

金刑、公民権停止などの処分を受けたことから、本部に処分救援を申請するもの。 

(2) 発生日 

2023 年 10 月 23 日 

(3) 県本部申請日 

2024 年１月 15 日 

(4) 本部受付日 

2024 年１月 22 日 

(5) 申請県本部・単組名 

宮城県本部・直属支部 

(6) 申請人数 

４人 

(7) 審査結果 

処分救援の適用とする。 

(8) 救援金額 

刑事処分見舞金 合計 1,270,000 円 

(9) 裁決日  2024 年度第 12 回中央執行委員会（2024.２.26） 

第 271 回中央救援委員会（2024.４.25）報告 

 

 

１－２．宮城県本部・宮城県議会選挙違反事件(救援番号 5735) 

(1) 申請内容・争訟救援 

１－１．と同上の理由から、本部に争訟救援を申請する。 

(2) 発生日 

2023 年 10 月 23 日 

(3) 県本部申請日 

2024 年１月 15 日 

 

(4) 本部受付日 

2024 年１月 16 日 

(5) 申請県本部・単組名 

宮城県本部・直属支部 

(6) 申請人数 

２人 

(7) 審査結果 

争訟救援の弁護負担金の適用とする 

(8) 救援金額 

弁護負担金 合計 490,000 円 

(9) 裁決日  2024 年度第 12 回中央執行委員会（2024.２.26） 

第 271 回中央救援委員会（2024.４.25）報告 

 

＜参考＞ 

 

 

選挙闘争に係る救援運営要綱 
（趣 旨） 

第１条 この要綱は、選挙闘争に係る救援の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２条 選挙闘争に係る救援を適用する範囲については、「各種選挙における自治労の推薦基準」に基

づき推薦決定された候補者に係る選挙闘争とする。 

２ 自治労が加盟する上部団体、共闘団体の役職にある者が当該組織の選挙闘争に係って犠牲を受け

た場合も救援を適用する。 

（適用の基準） 

第３条 選挙闘争に係る救援の適用の基準は、救援規程第３条第１号から第７号に掲げる救援項目に

該当すると認められる場合に適用することができるものとし、当該各号に係る各章および各条の定

めるところによるものとする。 

（適用の報告） 

第４条 中央執行委員会は、救援適用の裁決をしたのち、中央救援委員会ならびに県本部代表者会議

に適用内容を報告しなければならない。なお、事案ごとの報告については、組合員のプライバシー

保護の観点から、個別の経過や出頭・取り調べ・逮捕・起訴の有無、量刑などについて省略するこ

とができる。 

（要綱の改廃） 

第５条 この要綱の改廃は、中央執行委員会において行う。 

（施行と適用） 

第６条 この要綱は、2002 年８月１日から施行し、同日から適用する。 

２ この要綱の第３条の改正は 2005 年６月３日から適用する。 

３ 第 85 回臨時大会における改正は、2013 年６月１日から施行する。 
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なお、内容については選挙闘争に係る救援であることを考慮し、第 166 回中央委員会一

般経過報告書には掲載しないこととします。 

 

 

１－１．宮城県本部・宮城県議会選挙違反事件(救援番号 5734) 

(1) 申請内容・処分救援 

2023 年 10 月 22 日執行の宮城県議会議員選挙における、組織内候補かっち恵の活動に

おいて、告示前に支持者に文書を郵送したことが選挙運動にあたるとして、４人が事前

運動の禁止、法定外文書の配布の公選法違反容疑に問われた。任意出頭、略式起訴、罰

金刑、公民権停止などの処分を受けたことから、本部に処分救援を申請するもの。 

(2) 発生日 

2023 年 10 月 23 日 

(3) 県本部申請日 

2024 年１月 15 日 

(4) 本部受付日 

2024 年１月 22 日 

(5) 申請県本部・単組名 

宮城県本部・直属支部 

(6) 申請人数 

４人 

(7) 審査結果 

処分救援の適用とする。 

(8) 救援金額 

刑事処分見舞金 合計 1,270,000 円 

(9) 裁決日  2024 年度第 12 回中央執行委員会（2024.２.26） 

第 271 回中央救援委員会（2024.４.25）報告 

 

 

１－２．宮城県本部・宮城県議会選挙違反事件(救援番号 5735) 

(1) 申請内容・争訟救援 

１－１．と同上の理由から、本部に争訟救援を申請する。 

(2) 発生日 

2023 年 10 月 23 日 

(3) 県本部申請日 

2024 年１月 15 日 

 

(4) 本部受付日 

2024 年１月 16 日 

(5) 申請県本部・単組名 

宮城県本部・直属支部 

(6) 申請人数 

２人 

(7) 審査結果 

争訟救援の弁護負担金の適用とする 

(8) 救援金額 

弁護負担金 合計 490,000 円 

(9) 裁決日  2024 年度第 12 回中央執行委員会（2024.２.26） 

第 271 回中央救援委員会（2024.４.25）報告 

 

＜参考＞ 

 

 

選挙闘争に係る救援運営要綱 
（趣 旨） 

第１条 この要綱は、選挙闘争に係る救援の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２条 選挙闘争に係る救援を適用する範囲については、「各種選挙における自治労の推薦基準」に基

づき推薦決定された候補者に係る選挙闘争とする。 

２ 自治労が加盟する上部団体、共闘団体の役職にある者が当該組織の選挙闘争に係って犠牲を受け

た場合も救援を適用する。 

（適用の基準） 

第３条 選挙闘争に係る救援の適用の基準は、救援規程第３条第１号から第７号に掲げる救援項目に

該当すると認められる場合に適用することができるものとし、当該各号に係る各章および各条の定

めるところによるものとする。 

（適用の報告） 

第４条 中央執行委員会は、救援適用の裁決をしたのち、中央救援委員会ならびに県本部代表者会議

に適用内容を報告しなければならない。なお、事案ごとの報告については、組合員のプライバシー

保護の観点から、個別の経過や出頭・取り調べ・逮捕・起訴の有無、量刑などについて省略するこ

とができる。 

（要綱の改廃） 

第５条 この要綱の改廃は、中央執行委員会において行う。 

（施行と適用） 

第６条 この要綱は、2002 年８月１日から施行し、同日から適用する。 

２ この要綱の第３条の改正は 2005 年６月３日から適用する。 

３ 第 85 回臨時大会における改正は、2013 年６月１日から施行する。 
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1 

 

はじめに 

 

地方公務員の給与については、国における給与構造改革（平成 18 年）及び給

与制度の総合的見直し（平成 27 年）を踏まえ、地域民間給与の反映、年功的な

給与上昇の抑制等の取組が行われてきており、地方公務員の給与水準全体とし

ては、国家公務員の給与水準と概ね均衡している1。 

一方、少子高齢化による生産年齢人口の減少2の影響等から、近年、官民を問

わず人材確保が困難となっているところであり、民間においては、大企業を中心

に初任給を中心とした大幅なベースアップがなされ、令和５年の人事院及び各

人事委員会の給与勧告においても、こうした民間の賃上げの動向を受け、初任給

近辺に重点を置いた大幅なベースアップが勧告されているところである3。民間

における賃上げは今後も続くことが見込まれ、引き続き、公務においても給与面

で適切な処遇を確保することは、有為な人材を確保するためにも重要な課題で

あると考える。 

このような社会情勢等の変化に対応した地方公務員の給与のあり方を検討す

るため、総務省では、「社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する

検討会」の下に、「給与分科会」（以下「分科会」という。）を開催し、これまで

計４回の議論を重ねてきた。 

本報告は、昨年 11 月の第１回以降の議論を通して、地方公務員の給与のあり

方に関して、今後さらに検討を深めていく主な論点について、中間的な整理を行

うものである。 

 

１．地方公務員の給与制度及び国の給与制度のアップデートの概要 

 

（１）地方公務員の給与制度の概要 

論点整理を行うに当たって、まず、地方公務員の給与制度の現状を整理

する。 

地方公務員の給与については、社会一般の情勢に適応するように、地方

公共団体は、随時、適当な措置を講じなければならないとされている（「情

勢適応の原則」地方公務員法第 14 条第１項）。その上で、地方公務員の給

与決定には、以下の３つの原則が定められている。 

                                                       
1 参考資料１ ラスパイレス指数の推移 
2 参考資料２ 内閣府（2022）「令和 4 年版高齢社会白書」資料 
3 参考資料３ 第１回給与分科会資料「地方公務員の給与について」 

2 

 

 

① 職務給の原則（地方公務員法第 24 条第１項） 

「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」

とされ、これは、給料表における級の区分や、職務関連手当である勤勉

手当、管理職手当等で体現されている。 

 

② 均衡の原則（地方公務員法第 24 条第２項） 

「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び 

に民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければ

ならない」とされている。この原則は、地方公共団体における具体の給

与改定や給与水準の決定に際し重要なものであるが、その解釈に当たっ

ては、平成 18 年３月の「地方公務員の給与のあり方に関する研究会報告

書」（以下「平成 18 年報告書」という。）において、「給与制度」及び「給

与水準」の両面において国家公務員の給与制度及び給与水準に準拠する

という、いわゆる「国公準拠」の考え方の刷新が提言されている4。 

具体的には、給与制度（給料表の構造や手当の種類・内容等）につい

ては、「公務としての近似性・類似性を重視して均衡の原則が適用される

べきである。この場合、公務にふさわしい給与制度としては、現状での

取組みとしては、地方公務員と同様に情勢適応の原則や職務給の原則の

下にあり、人事院等の専門的な体制によって制度設計されている国家公

務員の給与制度を基本とすべきである」とされた。 

一方、給与水準（ラスパイレス指数等による統計的な給与水準）につ

いては、「地方分権の進展を踏まえ、地域の労働市場における人材確保の

観点や、住民等の納得を得られる給与水準にするという要請がより重視

されると考えられることから、地域の民間給与をより重視して均衡の原

則を適用すべきである」とされた。ただし、この場合であって、「仮に民

間給与が著しく高い地域であったとしても、公務としての近似性及び財

源負担の面から、それぞれの地域における国家公務員の給与水準をその

地域の地方公務員の給与の水準決定の目安と考えるべきである」とされ

た。 

平成 27 年の国における給与制度の総合的見直しが行われた際の総務

省における検討においても、この考え方に基づいた具体の検討がなされ

るべきとされたところであり5、例年、総務省から各地方公共団体に対し

発出されている「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」（総

                                                       
4 参考資料４ 総務省（2006）「地方公務員の給与のあり方に関する研究会報告書」 
5 平成 26 年 12 月「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会報告書」より一部引用 
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1 参考資料１ ラスパイレス指数の推移 
2 参考資料２ 内閣府（2022）「令和 4 年版高齢社会白書」資料 
3 参考資料３ 第１回給与分科会資料「地方公務員の給与について」 
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務副大臣通知）では、前述の平成 18 年報告書の提言を踏まえた技術的助

言がなされている。 

 

③ 条例主義（地方公務員法第 24 条第５項、地方自治法第 204 条第３項 等） 

職員の給与は、条例で定めなければならず、法律又はこれに基づく

条例に基づかない限り支給することができないとされている。 

また、地方自治法においても、給料、手当の額及びその支給方法は

条例で定めなければならないと規定されている。 

 

（２）国の「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」（給与制度のアップ

デート）の概要6 

人事院においては、令和４年８月の人事院勧告・報告において、社会や

公務の変化に適応した人事管理が求められる中で、給与制度についてもア

ップデートを図っていく必要があるとし、令和５年８月の人事院勧告・報

告において、その具体的な取組事項が以下のとおり示された。 

 

① 人材の確保への対応 

「潜在的志望者層の公務員給与の従来イメージを変えるため、採用 

時給与水準の改善や、役割・活躍に応じた給与上昇の拡大」に取り組む

として、以下のような施策を講ずるとしている。 

・ 新卒初任給の引上げ 

・ 係長級～本府省課長補佐級の俸給の最低水準を引上げ 

・ 最優秀者のボーナスの上限引上げ 

・ 特定任期付職員のボーナス拡充 

・ 採用時からの新幹線通勤・単身赴任に対する手当支給 
 

② 組織パフォーマンスの向上 

「役割や能力・実績等をより反映し貢献にふさわしい処遇とする一 

方、全国各地での行政サービス維持のため人事配置を円滑化」すること

に取り組むとして、以下のような施策を講ずるとしている。 

・ 係長級～本府省課長補佐級の俸給の最低水準を引上げ（再掲） 

・ 本府省課室長級の俸給体系をより職責重視に見直し 

・ 管理職員の超過勤務に対する手当支給拡大 

・ 最優秀者のボーナスの上限引上げ（再掲） 

・ 地域手当の大くくり化 

                                                       
6 参考資料５ 人事院（2023）「給与制度のアップデート概要」 
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・ 新幹線通勤に係る手当額見直し 

・ 定年前再任用短時間勤務職員等に支給する手当の拡大 

 

③ 働き方やライフスタイルの多様化への対応 

「働き方のニーズやライフスタイルが多様化する中で、職員の選択 

を後押し」することに取り組むとして、以下のような施策を講ずるとし

ている。 

・ 扶養手当の見直し 

・ テレワーク関連手当の新設7 

・ 採用時からの新幹線通勤・単身赴任に対する手当支給（再掲） 

・ 新幹線通勤に係る手当額見直し（再掲） 

 

（１）及び（２）を踏まえ、分科会では、地方公共団体から様々な意見・要望

が出されている地域手当の見直しに関する議論を中心に、地方公務員の給与の

あり方についての論点を整理した。 

 

２．地域手当 

 

（１）地域手当の概要 

地域手当は、公務員の給与に地域民間給与を適切に反映させるため、民

間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して定める地域（市町村単位）に

在勤する職員に支給される手当であり、国において平成 18 年４月に導入

されるとともに、地方においても地方自治法が改正され支給可能となった。 

国においては、地域手当の支給地域及び支給割合について、10 年に１度

見直すことを例とするとされており、次回の見直しは令和７年４月に予定

されている。 

地方においては、国における地域手当の指定基準を原則とするよう、例

年、総務省から技術的助言がなされており8、国の指定基準を超えた支給割

合を設定している地方公共団体については、特別交付税の減額措置がなさ

れている。 

 

                                                       
7 先行して、令和５年人事院勧告（令和５年８月）において、「在宅勤務等手当の新設」として勧告がなされ、地方に

おいても同年 11 月に地方自治法が改正されたことにより、令和６年４月より当該手当の支給が可能となっている。 
8 都道府県については、「人事管理上一定の考慮が必要となる場合にあっては、国の基準にのっとった場合の支給総額

を超えない範囲で、支給割合の差の幅の調整を行うことは差し支えないが、地域手当の趣旨が没却されるような措置

は厳に行わないこと」との技術的助言がなされている。 
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（２）現行の地域手当の指定基準 

① 人口５万人以上の市のうち、10 か年平均賃金指数 93.0 以上9の市を

支給地域として指定し、賃金指数が特に高い東京都特別区は１級地

（20％）とする。 

 

② 地域の一体性を考慮した支給地域の補正を行うため、①の基準を満

たす中核的な市（都道府県庁所在地又は人口 30 万人以上の市）への通

勤者率10が高い地域については、６級地（６％）又は７級地（３％）と

する（人口５万人未満の市や町村も対象）。 

中核的な市の級地（支給割合） 
当該地域から中核的な市への通勤者率 

６級地に格付け ７級地に格付け 

１級地（20％）及び２級地（16％） 10％以上  

３級地（15％） 20％以上 10％以上 

４級地（12％） 30％以上 20％以上 

５級地（10％） 40％以上 30％以上 

６級地（６％） 50％以上 40％以上 

７級地（３％） ― 50％以上 

 

（３）地域手当に関する地方公共団体からの意見・要望 

地域手当に関しては、平成 27 年の給与制度の総合的見直し時に現行の

指定基準へと見直されて以降も、近隣市町村と比較して支給割合の低い市

町村を中心に様々な意見・要望が出されている11。そのうちの多くは、人

材確保の観点からの「支給地域の広域化」の要望となっている。 

                                                       
9 平成 15 年から平成 24 年までの賃金構造基本統計調査（厚生労働省）の特別集計結果による所定内給与額の地域差指

数（全国平均＝100）。 
10 「国勢調査」（総務省）の結果を用いて算出。 
11 参考資料６ 第２回給与分科会資料「地域手当に対する地方公共団体からの主な要望」 

級地区分 支給割合 10 か年平均賃金指数 

１級地 20％ （東京都特別区のみ） 

２級地 16％ １０９.５以上 

３級地 15％ １０６.５以上～１０９.５未満 

４級地 12％ １０４.０以上～１０６.５未満 

５級地 10％ １０１.０以上～１０４.０未満 

６級地 ６％ ９７.５以上～１０１.０未満 

７級地 ３％ ９３.０以上～ ９７.５未満 

6 

 

 

（４）国における「地域手当の大くくり化」 

昨年８月の人事院勧告時に公表された「公務員人事管理に関する報告」

において、地域手当について、「市町村単位で細かく水準差が生じている

ことに対して不均衡であるといった意見を始め、様々な指摘がある。この

ため、最新の民間賃金の反映と併せ、級地区分の設定を広域化するなど大

くくりな調整方法に見直すことにより、地域をまたぐ人事異動時の影響の

緩和や給与事務負担の軽減を図る」とされている。 

支給地域や支給割合等に関する具体的な大くくりの方法については、人

事院において現在検討中である。 

 

３．地方の実態・自主性を考慮した地方公務員の給与のあり方 

分科会では、主に地域手当の大くくり化の議論を通じて、地方公務員を取り

巻く環境の変化を踏まえ、地方公務員の給与のあり方に関して、平成 18 年報

告書における均衡の原則についての国公準拠の解釈に着目し、以下のとおり中

間的な整理をし、引き続き検討する。 

 

（１）給与制度 

地方公務員の給与制度については、公務としての近似性・類似性を重視

し、国家公務員の給与制度を基本とすることとされている。これに関して

は、国家公務員も地方公務員と同様、情勢適応の原則及び職務給の原則の

下にあることから、現在においてもこの解釈は合理的であると考える。 

また、この解釈については、平成 18 年報告書においても、「国と地方公

共団体の違いに基づく差異とともに、情勢適応の原則や職務給の原則にの

っとった合理的な範囲内で、個々の地方公共団体の規模、組織等も考慮さ

れるべきものであり、画一的に国家公務員の給与制度と合致することを求

めるものではない」とされている。このため、国の制度趣旨から逸脱しな

い範囲で、国と地方の違いから、制度の取扱いが異なることは十分考えら

れる12。 

 

（２）給与水準 

地方公共団体が考慮しなければならない地域の民間給与水準について

                                                       
12 例えば、令和６年１月 19 日「災害応急作業等手当の運用について」（総行給第 8号・総行派第 3号通知）において

も、国では想定しにくい地方独自の業務（「避難所運営等の業務」や「罹災証明にかかる家屋調査」等）も、支給対

象作業に該当しうるとの技術的助言がなされている。 
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は、平成 18 年報告書において、「地方公共団体は当該地域にその存在基盤

を有すること、給与の財源を負担する国民・住民の納得を得られるように

するという観点からは、考慮すべき対象となる民間事業の従業者について

は、原則として当該地方公共団体の区域内の民間事業の従業者の給与と考

えるべき」とされている。また、「原則として当該地方公共団体の区域内の

民間給与を考慮するとしても、実際には、当該地方公共団体の職員の確保

について民間事業者及び他の地方公共団体との競合を勘案して、当該団体

の区域を越えた一定の範囲に拡大することがやむを得ない場合もあると

考える」ともされている。 

生産年齢人口の減少等により、従前に比べ人材確保が困難となっている

現状を踏まえると、地方公共団体の区域外の民間事業の従業者の給与水準

を考慮する必要性が増しているとも考えられる。 

 

（３）地方における地域手当の支給地域のあり方に関する論点整理 

国の地域手当の広域化の目的である「人事異動時の影響の緩和や給与事

務負担の軽減」について、都道府県においては市町村域を超えた人事異動

も行われ、人事管理上の観点から支給割合の平準化を図る取組も見られる

が、市町村においては、市町村域を超えた人事異動は少数事例であり、広

域異動に伴う給与事務負担も基本的に想定しにくいものである。 

また、今回の国の地域手当の見直しは、国家公務員総体としての総原資

的な給与水準を維持した上での俸給と手当の配分を前提として、検討がな

されるものと考えられる一方で、地方における地域手当の見直しは、国の

ような前提を置くことなく、基本的に各地方公共団体における職員の給与

水準に直結するという性格の違いがある。 

地方における支給地域のあり方については、前述したような国と地方の

違いを前提とした上で、地方の実態に即した検討が必要であると考える。 

特に、市町村における地域手当については、これまで市町村単位で支給

地域及び支給割合が定まっていることにより、「近隣の市町村との人材確

保の公平性の観点から問題がある」、「地域手当の支給割合が高い地域に人

材が流出してしまう」、「近隣市町村との一体的な圏域を考慮すべきではな

いか」、「各地方公共団体において支給地域を調整する等、自主性を考慮し

た取組が必要ではないか」、「連携協約や一部事務組合等、地方公共団体相

互間の連携・協力の取組が促進されている現状13において、近隣市町村間

で支給割合に差があることによってそうした取組を阻害する要因となる

                                                       
13 参考資料７ 令和５年 12 月 地方制度調査会長｢ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申｣ 
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可能性がある」との意見があることを踏まえると、地域民間給与の適切な

反映を目的とする地域手当の趣旨の下で、通勤圏や経済圏等、地域の一体

性を反映することは必要な取組であるとも考えられる。 

こうした状況を踏まえ、以下の課題について、地方の実態に即した地域

手当の制度を実現するための支給地域の設定・補正のあり方や地方公共団

体における独自の支給割合の設定のあり方も含め、引き続き検討する必要

がある。 

 

（市町村の地域手当に関して検討すべき課題） 

・ 地域の一体性を反映する場合、国の取組も踏まえ、市町村を越える客観

的な圏域として、「都道府県単位」が考えられるが、一の都道府県内の民

間の賃金水準をきめ細かく反映できない（例えば、支給割合が高い都市部

の地域と支給割合の低い郊外の地域が同一の水準となる）という課題があ

る。 

・ 「都道府県単位」以外の支給地域の設定の単位として、分科会では地方

における生活圏域等の様々な圏域の事例を挙げ、「都道府県内の圏域単位」

について検討を行った14。例示された圏域については、圏域毎の設定根拠

や目的が異なることから、地域手当の趣旨に沿う客観的・合理的な基準を

設定できるかという課題がある。 

・ 「市町村単位」の場合、当該地方公共団体の区域内の民間事業の従業者

の給与を考慮すべきとする原則に則しているが、「地域手当の支給割合が

高い地域に人材が流出してしまう」、「近隣市町村との一体的な圏域を考慮

すべきではないか」といった問題に対応する方法があるかという課題があ

る。 

 

４．国の給与制度のアップデートの取組事項 

国において示された給与制度のアップデートの取組事項については、例えば、

人材確保の観点から、初任給水準及び若手・中堅層の給与水準を引き上げる措

置や、能力・実績及び職責に基づく給与を推進する観点から、最優秀者のボー

ナスの上限を引き上げる、管理職層の俸給体系をより職責重視に見直すといっ

た措置等、地方でもいくつか参考とすべきものがあると考える。 

分科会においては引き続き国の給与制度のアップデートの取組事項につい

て、地方での実態を踏まえつつ、対応を検討していく。 

                                                       
14 参考資料８ 「地方における圏域の事例」 
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５．情報公開の徹底 

地方公務員の給与は、制度にのっとった適正な運用とともに、住民等の理解

と納得を得られるようにすることが重要である。このため、各地方公共団体に

おいては、給与決定の内容や考え方、状況等について、住民等に対し情報公開

等を行うことが大切である。各地方公共団体において給与条例を改正する際、

それぞれの議会によるチェックがなされているほか、「地方公共団体給与情報

等公表システム」により、給料や手当の支給状況等の公表が行われているとこ

ろであるが、こうした取組については、住民等の理解と納得を得られた給与制

度を実現するために、引き続き必要な取組であると考える。 

 

６．中長期的に検討すべき課題 

  本報告では、早急に議論を要する論点として、地域手当を中心とした地方公

務員の給与のあり方について整理したが、分科会ではこのほかにも、地方公務

員の給与に関し、中長期的に検討すべき課題について議論がなされた。 

具体的には、「技術職や専門職などの専門人材の確保は喫緊の課題であり、

現在でも、給料の調整額等によって、各地方公共団体で処遇改善に取り組んで

いる事例があるが、給料表自体で適切な処遇を確保する必要もあるのではない

か」といったものや、「人材確保で競合関係にある企業や地方公共団体の組織

規模等を考慮し、比較対象とする企業規模についても再考する必要があるので

はないか」といった課題が挙げられている。 

 

おわりに 

この度の中間論点整理を踏まえ、今後、地方公共団体等からヒアリングを行

うとともに、国の給与制度のアップデートの取組事項についても、今後具体化

されていくことから、令和６年の人事院勧告に向けた国の動向等も注視しつつ、

引き続き分科会において地方の実態を踏まえ検討を深めていく。 

給与分科会委員名簿 

（50音順・敬称略） 

（分科会長）稲継  裕昭  早稲田大学政治経済学術院教授 

井上  健次  全国町村会（毛呂山町長） 

太田  聰一  慶應義塾大学経済学部教授 

大屋  雄裕  慶應義塾大学法学部教授 

笠井 喜久雄  全国市長会（白井市長） 

権丈  英子  亜細亜大学経済学部教授 

杉本  達治  全国知事会（福井県知事） 

林 鉄兵  全日本自治団体労働組合総合労働局長 

三輪  和夫  一般財団法人地方自治研究機構理事長 
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審議経過 

第１回 令和５年１１月７日（火） 
以下の観点を踏まえ、意見交換 

・地方公務員給与について
（給与決定原則の概要、人事委員会勧告の仕組み、地方公務員給与の現状）

・国の給与制度のアップデートについて

・地域手当について
（地域手当の導入・改正経緯、制度概要）

第２回 令和５年１２月１１日（月） 
以下の観点を踏まえ、意見交換 

・地方公務員給与について
（技術関係職種等に対する処遇の事例 等）

・地方公務員の地域手当について
（地方における圏域の事例紹介、地域手当に関する要望内容 等）

第３回 令和６年１月３１日（水） 

第２回までの議論を踏まえ、中間論点整理に向けた意見交換 

第４回 令和６年４月１２日（金） 
中間論点整理（案）について、意見交換 

11

－ 100 －



審議経過 

第１回 令和５年１１月７日（火） 
以下の観点を踏まえ、意見交換 

・地方公務員給与について
（給与決定原則の概要、人事委員会勧告の仕組み、地方公務員給与の現状）

・国の給与制度のアップデートについて

・地域手当について
（地域手当の導入・改正経緯、制度概要）

第２回 令和５年１２月１１日（月） 
以下の観点を踏まえ、意見交換 

・地方公務員給与について
（技術関係職種等に対する処遇の事例 等）

・地方公務員の地域手当について
（地方における圏域の事例紹介、地域手当に関する要望内容 等）

第３回 令和６年１月３１日（水） 

第２回までの議論を踏まえ、中間論点整理に向けた意見交換 

第４回 令和６年４月１２日（金） 
中間論点整理（案）について、意見交換 

11

11
0.

6

10
5.

0

10
2.

1

97
.9

98
.9

98
.8

95
.0

10
0.

0

10
5.

0

11
0.

0

S4
9

60
H

6
16

26
R5

※
図
中
の
点
線
部
分
は
、給

与
改
定
・臨
時
特
例
法
に
よ
る
国
家
公
務
員
の

給
与
削
減
措
置
を
考
慮
しな
い
場
合
の
推
移

年

指
数

（
出
所
：
総
務
省
「令
和
５
年
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
」）

ラ
ス
パ
イ
レ
ス

指
数
の
推
移

参
考
資
料
1

12

－ 101 －



高
齢
化
の
推
移

と
将
来
推
計

（
出
所
：
内
閣
府
「令
和
４
年
版
高
齢
社
会
白
書
」）

参
考
資
料
２

13

－ 102 －



0.
3

0.
4

0.
2

0.
2

0.
2

0.
1

0.
3

1.
1

0.
0

0.
3

0.
4

0.
1

0.
1

0.
1

0.
1

0.
0

0.
2

1.
0

0

0.
4

0.
8

1.
2

H
25

26
27

28
29

30
R1

2
3

4
5

国
地
方

1.
71

2.
07

2.
2

2
1.

98
2.

07
2.

07
1.

9
1.

78
2.

07

3.
58

1.
53

1.
76

1.
88

1.
81

1.
87

1.
99

1.
94

1.
81

1.
73

1.
96

3.
23

01234

H
25

26
27

28
29

30
R1

2
3

4
5

賃
上
げ
率

中
小
賃
上
げ
率

民
間
及
び
公
務
の
給
与
の
状
況
（
１
）


民
間
・公
務
とも
に
Ｒ
5年

に
大
幅
な
ベ
ー
ス
ア
ップ
を
実
施 公
務
に
お
け
る
行
政
職
の
平
均
給
料
改
定
率
の
推
移

（
出
所
：
人
事
院
及
び
各
人
事
委
員
会
の
勧
告
内
容
等
を基

に
、事

務
局
で
作
成
）

11
0.

6

10
5.

0
10

2.
1

97
.9

98
.9

98
.9

95
.0

10
0.

0

10
5.

0

11
0.

0

49
60

H
6

16
26

4

（
参
考
）
ラス
パ
イレ
ス
指
数
の
推
移

※
図
中
の
点
線
部
分
は
、給

与
改
定
・臨
時
特
例
法
に
よ
る
国
家
公
務
員
の

給
与
削
減
措
置
を
考
慮
しな
い
場
合
の
推
移

年

指
数

R
S

（
出
所
：
総
務
省
「令
和
４
年
地
方
公
務
員
給
与
実
態
調
査
」）

（
出
所
：
連
合
公
表
資
料
を
事
務
局
で
加
工
）

民
間
の
賃
上
げ
状
況

地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て

％

年

※
１

国
は
行
政
職
俸
給
表

(一
)、
地
方
は
行
政
職
給
料
表

(一
)の
平
均
給
料
改
定
率
を
示
す

※
２

地
方
は
、人

事
委
員
会
を
持
つ
団
体
（

47
都
道
府
県
、2

0指
定
都
市
、東

京
都
特
別
区
、

和
歌
山
市
、計

69
団
体
）
の
うち
、平

均
給
料
改
定
率
を
把
握
で
き
る
団
体
の
数
値
を
単
純

平
均
し、
小
数
点
第
二
位
を
四
捨
五
入
して
い
る

※
３

令
和
３
年
に
つ
い
て
は
、国

及
び
全
団
体
で
給
料
表
の
改
定
が
な
か
った

％

※
平
均
賃
金
方
式
で
回
答
を
引
き
出
した
組
合
に
お
け
る
「定
昇
相
当
込
み
賃
上
げ
計
」の

集
計
組
合
員
数
に
よ
る
加
重
平
均
を
示
す

年

参
考
資
料
３

第
１
回
給
与
分
科
会
資
料
よ
り抜

粋

14

－ 103 －



民
間
及
び
公
務
の
給
与
の
状
況
（
２
）


民
間
に
お
い
て
は
、い
ず
れ
の
企
業
規
模
に
お
い
て
も
初
任
給
の
引
上
げ
が
続
い
て
い
る


国
・地
方
に
お
い
て
も
、近
年
、初
任
給
近
辺
を
中
心
に
若
年
層
の
給
与
水
準
の
引
上
げ
を
実
施

（
出
所
：
人
事
院
「第
１
回
人
事
行
政
諮
問
会
議
参
考
資
料
」）

民
間
の
初
任
給
月
額
の
推
移

地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て

国
地
方

年
俸
給
表
の
改
定
内
容

一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
）

初
任
給
月
額
の
改
定
額

（
）
内
は
改
定
後
の
俸
給
月
額

人
事
委
員
会
を
持
つ
団
体
の
うち
、

国
の
改
定
内
容
と同

様
の
改
定
を

行
った
団
体
数

令
和

５
年

初
任
給
及
び
若
年
層
に

重
点
を
置
い
て
、俸

給
月
額
を
引
上
げ

11
,0

00
円

（
19

6,
20

0円
）

69
団
体

令
和

４
年

初
任
給
及
び
若
年
層
の

俸
給
月
額
を
引
上
げ

3,
00

0円
（

18
5,

20
0円

）
67
団
体

令
和

３
年

ー
（
改
定
な
し）

ー
ー

令
和

２
年

ー
（
改
定
な
し）

ー
ー

令
和

元
年

初
任
給
及
び
若
年
層
の

俸
給
月
額
を
引
上
げ

1,
50

0円
（

18
2,

20
0円

）
59
団
体

国
及
び
地
方
に
お
け
る
過
去
５
年
の
給
与
改
定
の
状
況

（
出
所
：
人
事
院
及
び
各
人
事
委
員
会
の
勧
告
内
容
等
を基

に
、事

務
局
で
作
成
）

※
一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
）
初
任
給
月
額
とは
、国

の
行
政
職
俸
給
表

(一
)１
級

25
号
俸
を
指
す

参
考
資
料
３

第
１
回
給
与
分
科
会
資
料
よ
り抜

粋

15

－ 104 －



地方公務員の給与のあり方に関する研究会報告書（平成18年３月）（抄） 

６ 改革の方向 

（１）給与決定の考え方

① 職務給の原則と均衡の原則

（略） 

本研究会では、給与制度面での適用の場面と給与水準面での適用の場面を分け以下のよう

に対応することとし、従来の国公準拠の考え方を刷新することを提言する。 

Ａ 給与制度（給料表の構造や手当の種類・内容等）については、公務としての近似性・類

似性を重視して均衡の原則が適用されるべきである。この場合、公務にふさわしい給与制

度としては、現状での取組みとしては、地方公務員と同様に情勢適応の原則や職務給の原

則の下にあり、人事院等の専門的な体制によって制度設計されている国家公務員の給与制

度を基本とすべきである。 

但し、これは、国と地方公共団体の違いに基づく差異とともに、情勢適応の原則や職務

給の原則にのっとった合理的な範囲内で、個々の地方公共団体の規模、組織等も考慮され

るべきものであり、画一的に国家公務員の給与制度と合致することを求めるものではない

（略）。 

Ｂ 給与水準については、地方分権の進展を踏まえ、地域の労働市場における人材確保の観

点や、住民等の納得を得られる給与水準にするという要請がより重視されると考えられる

ことから、地域の民間給与をより重視して均衡の原則を適用すべきである。（略） 

この場合、仮に民間給与が著しく高い地域であったとしても、公務としての近似性及び

財源負担の面から、それぞれの地域における国家公務員の給与水準をその地域の地方公務

員の給与の水準決定の目安と考えるべきである。 

生計費及び他の地方公共団体の職員の給与は、以上の考え方の下で、考慮要素のひとつ

として勘案されるべきものである。 

② 民間給与を考慮する場合の考え方

  （略） 

地方公共団体は当該地域にその存立基盤を有すること、給与の財源を負担する国民・住民

の納得を得られるようにするという観点からは、考慮すべき対象となる民間事業の従業者に

ついては、原則として当該地方公共団体の区域内の民間事業の従業者の給与と考えるべきで

ある。（略） 

他方で、原則として当該地方公共団体の区域内の民間給与を考慮するとしても、実際には、

当該地方公共団体の職員の確保について民間事業者及び他の地方公共団体との競合を勘案

して、当該団体の区域を越えた一定の範囲に拡大することがやむを得ない場合もあると考え

る。 
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究
・検
討

公
務
員
人
事
管
理
に
関
す
る
報
告
の
中
で
記
述

給
与
制
度
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
概
要

方
向
性

令
和
６
年
に
向
け
て
措
置
を
検
討
す
る
事
項
の
骨
格
案
（主
な
取
組
事
項
）

①
新
規
学
卒
者
、若
手
・中
堅
職
員
の
処
遇

•
新
卒
初
任
給
の
引
上
げ

•
係
長
級
～
本
府
省
課
長
補
佐
級
の
俸
給

の
最
低
水
準
を
引
上
げ

•
最
優
秀
者
の
ボ
ー
ナ
ス
の
上
限
引
上
げ

②
民
間
人
材
等
の
処
遇

•
係
長
級
～
本
府
省
課
長
補
佐
級
の
俸
給

の
最
低
水
準
を
引
上
げ
（
再
掲
）

•
特
定
任
期
付
職
員
の
ボ
ー
ナ
ス
拡
充

•
採
用
時
か
ら
の
新
幹
線
通
勤
・単
身
赴
任

に
対
す
る
手
当
支
給

人
材
の
確
保
へ
の
対
応

①
役
割
や
活
躍
に
応
じ
た
処
遇

•
係
長
級
～
本
府
省
課
長
補
佐
級
の
俸
給

の
最
低
水
準
を
引
上
げ
（
再
掲
）

•
本
府
省
課
室
長
級
の
俸
給
体
系
を
よ
り

職
責
重
視
に
見
直
し

•
管
理
職
員
の
超
過
勤
務
に
対
す
る
手
当

支
給
拡
大

•
最
優
秀
者
の
ボ
ー
ナ
ス
の
上
限
引
上
げ

②
円
滑
な
配
置
等
へ
の
対
応

•
地
域
手
当
の
大
く
く
り
化

•
新
幹
線
通
勤
に
係
る
手
当
額
見
直
し

•
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等

に
支
給
す
る
手
当
の
拡
大

潜
在
的
志
望
者
層
の
公
務
員
給
与
の
従
来

イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
た
め
、採
用
時
給
与
水
準

の
改
善
や
、役
割
・活
躍
に
応
じ
た
給
与
上
昇

の
拡
大

組
織
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
向
上

役
割
や
能
力
・実
績
等
を
よ
り
反
映
し
貢
献
に

ふ
さ
わ
し
い
処
遇
と
す
る
一
方
、全
国
各
地
で

の
行
政
サ
ー
ビ
ス
維
持
の
た
め
人
事
配
置
を

円
滑
化

•
扶
養
手
当
の
見
直
し

•
テ
レ
ワ
ー
ク
関
連
手
当
の
新
設

•
採
用
時
か
ら
の
新
幹
線
通
勤
・単
身
赴
任
に

対
す
る
手
当
支
給
（
再
掲
）

•
新
幹
線
通
勤
に
係
る
手
当
額
見
直
し
（
再
掲
）

働
き
方
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
へ
の
対
応

【
本
年
勧
告
】

働
き
方
の
ニ
ー
ズ
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が

多
様
化
す
る
中
で
、職
員
の
選
択
を
後
押
し

（
再
掲
）

参
考
資
料
5

人
事
院
作
成
資
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地
域
手
当
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
主
な
要
望

要
望
項
目

主
な
要
望
理
由

支
給
地
域
の
広
域
化

都
道
府
県
単
位
、

生
活
・経
済
圏
考
慮

等


支
給
割
合
の
高
い
地
域
へ
の
人
材
の
流
出


近
隣
市
町
村
との
支
給
割
合
の
差
に
よ
る
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョン
の
低
下


交
通
・通
信
網
の
発
達
に
よ
る
、近

隣
市
町
村
との
一
体
性
の
強
化


テ
レ
ワ
ー
クの
普
及
な
ど、
通
勤
せ
ず
とも
働
け
る
環
境
が
整
備
され
て
い
る
中
で
、パ
ー
ソ
ン
トリ
ップ
の
み
で
は

補
正
が
不
十
分

見
直
し
期
間
(1
0年

)の
短
縮


経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
て
い
な
い


近
隣
市
町
村
との
格
差
が
固
定
化
され
る

特
別
交
付
税
の
減
額
措
置

の
廃
止


人
材
確
保
の
観
点
か
ら支

給
割
合
を
引
き
上
げ
て
い
る
の
に
、財

政
的
余
裕
が
あ
る
とみ
な
され
、特

別
交

付
税
が
減
額
され
る
の
は
お
か
しい


支
給
割
合
の
決
定
は
各
自
治
体
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
り、
特
別
交
付
税
の
減
額
措
置
は
そ
の
障
壁

とな
って
い
る

※
令
和
２
年
度
以
降
の
総
務
省
に
対
す
る
主
な
要
望
内
容
を
記
載

参
考
資
料
６

第
２
回
給
与
分
科
会
資
料
よ
り抜
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•
地

方
公

共
団

体
相

互
間

の
連

携
・協

力
の

取
組

に
つ

い
て

は
、柔

軟
な

連
携

を
可

能
とす

る
仕

組
み

とし
て

設
け

られ
た

連
携

協
約

を
は

じめ
、様

々
な

事
務

の
共

同
処

理
の

仕
組

み
が

整
備

され
、地

域
の
実
情
に
応
じ
、地

方
公
共
団
体
が
多
様
な
手
法
の
中
か
ら
最
も
適
し
た
も
の
を
自
ら
選
択

で
き
る
環
境
が
整
え
ら
れ
て
お
り、
ご
み
処
理
や
消
防
な
ど、
様
々
な
分
野
で
取
組
が
進
ん
で
い
る

•
一

方
、人

口
構

造
の

変
化

に
よ

り、
今

後
は

、イ
ン

フラ
の

老
朽

化
や

人
手

不
足

とい
った

様
々

な
資

源
制

約
の

更
な

る
深

刻
化

が
予

想
され

る
。地

方
公

共
団

体
に

は
、持

続
可

能
な

形
で

住
民

生
活

を
支

え
て

い
くた

め
、そ

れ
ぞ

れ
が

有
す

る
資

源
を

融
通

し
合

い
、共

同
で

活
用

して
い

く視
点

が
ま

す
ま

す
求

め
られ

る
こと

に
な

る

•
しか

しな
が

ら、
こう

した
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
連

携
の

取
組

が
十

分
に

進
ん

で
い

る
とは

言
い

難
い

。そ
の

要
因

とし
て

は
、合

意
形
成
や
利
害
調

整
に
責
任
を
持
つ
主
体
が
不
明
確
で
、意

見
の
集
約
や
役
割
分
担
が
困
難
な
場
合
が
あ
る

こと
、責

任
主

体
が

明
確

で
あ

った
とし

て
も

、合
意
形

成
・利
害
調
整
に
困
難
を
伴
うと
い
う懸

念
か
ら
連
携
へ
の
取
組
が
進
ま
な
い

こと
、実

際
に
連
携
に
取
り組

も
うと
し
た
も
の
の
、地

域
の
実
情
の

相
違
に
よ
り合

意
形
成
・利
害
調
整
に
苦
心
す
る
こと
な
ど、
合
意
形
成
・利
害
調
整
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

•
この

よ
うな

、合
意

形
成

が
容

易
で

は
な

い
課

題
に

も
積

極
的

に
対

応
し、

取
組

の
内

容
を

深
化

させ
て

い
くた

め
に

は
、連

携
す

る
市

町
村

に
お

い
て

将
来

の
ビジ

ョン
を

共
有

した
上

で
、各

市
町

村
が

連
携

事
業

に
積

極
的

に
関

与
し、

そ
れ

ぞ
れ

の
意

見
を

十
分

に
踏

ま
え

た
丁

寧
な

合
意

形
成

を
行

うこ
とが

重
要

で
あ

る
。特

に
、連

携
中

枢
都

市
圏

・定
住

自
立

圏
に

お
い

て
は

、丁
寧

な
合

意
形

成
を

図
る

た
め

の
方

策
とし

て
、市

町
村

の
自

主
性

・自
立

性
を

尊
重

す
る

こと
を

前
提

とし
た

上
で

、例
え

ば
、関

係
市

町
村

間
で

、連
携

協
約

や
協

定
に

合
意

形
成

過
程

の
ル

ー
ル

等
を

記
載

して
お

くこ
とも

考
え

られ
る

•
・・

・国
に
は
、地

方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
連
携
の
取
組
を
適
切
に
支
援
し
て
い
くこ
とを
前
提

に
、先

進
事

例
の

収
集

や
取
組
の
横
展
開
な
どに

よ
る
連
携
の
促
進

の
ほ

か
、各

府
省

に
よ

る
広

域
連

携
に

関
す

る
様

々
な

政
策

に
つ

い
て

、府
省

間
で

の
適

切
な

調
整

と連
携

を
図

って
い

くこ
とが

求
め

られ
る

「第
３

地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
連
携
・協
力
及
び
公
共
私
の
連
携
」よ
り抜

粋

（
令

和
５

年
12

月
21

日
 地

方
制

度
調

査
会

長
）

ポ
ス
ト
コロ
ナ
の
経
済
社
会
に
対
応
す
る
地
方
制
度
の
あ
り方

に
関
す
る
答
申

参
考
資
料
７
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地
方
に
お
け
る
圏
域
の
事
例

～
千
葉
県
の
例
～

地
域
振
興
局
ブ
ロ
ック

県
立
高
校
通
学
区
域

二
次
保
健
医
療
圏


第
２
回
給
与
分
科
会
で
地
方
独
自
の
圏
域
の
事
例
に
つ
い
て
紹
介


そ
れ
ぞ
れ
の
圏
域
に
お
い
て
共
通
す
る
地
域
が
見
られ
る
も
の
の
、圏

域
を
設
定
して
い
る
目
的
ご
とに
異
な
る
部
分
が
あ
り、
画
一
的
で
は
な
い参
考
資
料
８
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石川県奥能登での自治労ボランティア支援活動計画（4/18 現在） 

 

 

※ 活動計画は、現地の状況変化に応じて変更もあり得る点に留意。 

 

＜主な変更内容＞ 

・ ９ページの＜表４＞連合「被災地救援ボランティア」派遣要請を行う県本部について、

第 11 クールの北海道（２人）と第 15 クールの山口（２人）を入れ替えて対応する。 

 

 

１．自治労のボランティア支援活動計画の考え方 

 自治労独自の、ボランティア支援＝人的支援の取り組みについて、「被災者の支援・救援

を行っている自治体職員・組合員の業務を支援する」ことを中心課題として対応する。 

 

２．基本的な枠組み（数字・考え方） 

※ 以下において、各県本部から派遣される支援組合員について、最初に派遣される集団

を、「第１グループ（第１Ｇ）」と呼ぶ（以降、「第２グループ」「第３グループ」……）。 

 

 ① 派遣要請は、新幹線・特急列車など鉄道による移動が可能な県本部を基本に、宿泊

施設の状況および支援者の引き継ぎ会議の開催時間の設定、乗り継ぎを含む移動時間

（JR 新高岡駅まで片道・約４時間半以内）などを考慮し、北信地連、関東甲地連、東

海地連（三重を除く）、近畿地連（和歌山を除く）、東北地連（青森・秋田・山形を除

く）、中国地連（鳥取・島根・山口を除く）の県本部および社保労連に行う（支援対象

の石川県本部、北信地連事務局の富山県本部は除く）。⇒＜表２参照＞ 

※ 連合本部が３月 25 日から七尾市で実施する「能登半島地震・石川県災害ボラン

ティア」（石川県ボランティアセンターの指示のもと支援活動に参加）については、

第１クール（６泊７日：３月 24 日入り３月 30 日帰り）、第４クール（６泊７日：

４月 14 日入り４月 20 日帰り）は自治労青年部で対応する。 

  なお、連合本部が当面７月上旬までの期間（延長の可能性あり）を、人数規模

を段階的に拡大する形で、「連合被災地救援ボランティア」を七尾市などで展開す

ることを確認（持ち回り中央執行委員会３月 21～22 日）したことを踏まえ、上記

①以外の県本部に対して派遣要請を行う（４月第２週までに指示文書を発出予定。

自治労の担当／第 11 クール（８人）：６月２日入り６月８日帰り、第 15 クール（８

人）：６月 30 日入り７月６日帰り）。⇒詳細は＜表４参照＞ 

 

 ② 自治労に要請のあった石川県七尾市でのボランティア支援活動を３月４日から４月

27 日まで行う（１日あたり４人、要請を受けて４月 27 日まで活動期間を延長）。立ち

上げから２週間は、北信地連の長野県本部と福井県本部で対応を行い、その後は、順

次、＜表２＞に基づき、他の県本部で対応を行う。 

 

 ③ 石川県能登町からの要請を踏まえ、能登町でのボランティア支援活動を３月 31 日か

ら５月 31 日まで行う（１日あたり４人）。 

 ④ 珠洲市、輪島市、穴水町と石川県本部との協議の結果、２市１町では自治労として

ボランティア支援活動を行わないことを確認した。一方で、能登町から支援の追加要

請があったことを踏まえ、４月 28 日から５月 31 日までの期間は、上記③の人数規模

を８人に拡大して支援を行うこととし、奥能登での自治労ボランティア支援活動につ

いては５月 31 日でもって一区切りとし終了する。 

   なお、活動計画（3/26 現在）において、珠洲市、輪島市を担当する県本部の割り当

てを行っていたが、活動計画（4/2 現在）において、＜表３＞の通り「能登町②」への

割り当てを行い、該当しない県本部については「派遣要請解除」とした。 

 ⑤ 県本部からの支援者（参加者）は、「土曜 16:00 頃 JR 新高岡駅に集合（16:08 発の

加越能バス・脇行に乗車）・氷見市の宿舎に移動→土曜夜引き継ぎ→日曜活動開始・土

曜活動終了→土曜夜引継ぎ→翌日曜帰郷」の「８泊９日」の活動サイクルを通しで参

加できる者（途中での交代は不可）とする。⇒＜表１＞参照 

 ⑥ 県本部からの支援者の人数は、＜表２＞の通り。 

   一巡までの間は、１回「１県本部＝１人」を基本単位とする。ただし、北信地連の

長野県本部と福井県本部、組合員２万人超の新潟県本部、東京都本部、神奈川県本部、

大阪府本部、兵庫県本部は「１県本部＝２人」を基本単位とする。 

   なお、３月 31 日から支援活動の人数規模が４人から８人に倍増すること、第７Ｇで

県本部の順番が一巡することを踏まえて、二巡目（第７Ｇ）以降は、１回「１県本部

＝２人」を基本単位に変更する（長野県本部、福井県本部も２人）。組合員２万人超の

新潟県本部、東京都本部、神奈川県本部、大阪府本部、兵庫県本部は、二巡目以降は

「１県本部＝４人」を基本単位とする。 

 

３．支援活動の概要と支援者の配置、ベースキャンプ運営 

 ① 上記の通り、ボランティア支援の要請を受けているのは七尾市と能登町で、支援活

動内容は＜表３＞の通り、総合支援窓口受付、ボランティアセンター運営（現地調査）、

給水車への補給作業、避難所運営などである。作業の進展に伴い、活動内容も変化し

得るため、変更が生じる場合は、都度、自治体との協議を行う。 

 ② 支援者の配置は、各県本部から提出される「派遣者名簿」の情報も参考に行う。 

 ③ 派遣する各県本部は、派遣を行う３日前＝毎週水曜日の正午までに必ず「派遣者名

簿」を本部に提出する。 

   派遣者については「８泊９日」の活動サイクルを通しで参加できる者（途中での交

代は不可）に限る。自治労のボランティア支援活動が、被災自治体の職員・組合員の

業務を支援することを主眼に置いていることや、今後の支援業務の内容の変更の可能

性等も考慮し、各県本部からの派遣者については、「可能な限り一般行政職」の組合員

（経験者も可）を人選いただくよう要請する。加えて、今回、現地での車での移動を

派遣者自身で行っていただくため、普通自動車・運転免許の保有者であることを必須

とする。なお、今回、宿舎の確保が大変厳しく、柔軟に対応することが難しいため（相

部屋が基本）、県本部からの派遣者は男性とする。 

 ④ ベースキャンプは第１Ｇと第２Ｇは「うみあかり」、第３Ｇ以降は「小境荘」(民宿)
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石川県奥能登での自治労ボランティア支援活動計画（4/18 現在） 

 

 

※ 活動計画は、現地の状況変化に応じて変更もあり得る点に留意。 

 

＜主な変更内容＞ 

・ ９ページの＜表４＞連合「被災地救援ボランティア」派遣要請を行う県本部について、

第 11 クールの北海道（２人）と第 15 クールの山口（２人）を入れ替えて対応する。 

 

 

１．自治労のボランティア支援活動計画の考え方 

 自治労独自の、ボランティア支援＝人的支援の取り組みについて、「被災者の支援・救援

を行っている自治体職員・組合員の業務を支援する」ことを中心課題として対応する。 

 

２．基本的な枠組み（数字・考え方） 

※ 以下において、各県本部から派遣される支援組合員について、最初に派遣される集団

を、「第１グループ（第１Ｇ）」と呼ぶ（以降、「第２グループ」「第３グループ」……）。 

 

 ① 派遣要請は、新幹線・特急列車など鉄道による移動が可能な県本部を基本に、宿泊

施設の状況および支援者の引き継ぎ会議の開催時間の設定、乗り継ぎを含む移動時間

（JR 新高岡駅まで片道・約４時間半以内）などを考慮し、北信地連、関東甲地連、東

海地連（三重を除く）、近畿地連（和歌山を除く）、東北地連（青森・秋田・山形を除

く）、中国地連（鳥取・島根・山口を除く）の県本部および社保労連に行う（支援対象

の石川県本部、北信地連事務局の富山県本部は除く）。⇒＜表２参照＞ 

※ 連合本部が３月 25 日から七尾市で実施する「能登半島地震・石川県災害ボラン

ティア」（石川県ボランティアセンターの指示のもと支援活動に参加）については、

第１クール（６泊７日：３月 24 日入り３月 30 日帰り）、第４クール（６泊７日：

４月 14 日入り４月 20 日帰り）は自治労青年部で対応する。 

  なお、連合本部が当面７月上旬までの期間（延長の可能性あり）を、人数規模

を段階的に拡大する形で、「連合被災地救援ボランティア」を七尾市などで展開す

ることを確認（持ち回り中央執行委員会３月 21～22 日）したことを踏まえ、上記

①以外の県本部に対して派遣要請を行う（４月第２週までに指示文書を発出予定。

自治労の担当／第 11 クール（８人）：６月２日入り６月８日帰り、第 15 クール（８

人）：６月 30 日入り７月６日帰り）。⇒詳細は＜表４参照＞ 

 

 ② 自治労に要請のあった石川県七尾市でのボランティア支援活動を３月４日から４月

27 日まで行う（１日あたり４人、要請を受けて４月 27 日まで活動期間を延長）。立ち

上げから２週間は、北信地連の長野県本部と福井県本部で対応を行い、その後は、順

次、＜表２＞に基づき、他の県本部で対応を行う。 

 

 ③ 石川県能登町からの要請を踏まえ、能登町でのボランティア支援活動を３月 31 日か

ら５月 31 日まで行う（１日あたり４人）。 

 ④ 珠洲市、輪島市、穴水町と石川県本部との協議の結果、２市１町では自治労として

ボランティア支援活動を行わないことを確認した。一方で、能登町から支援の追加要

請があったことを踏まえ、４月 28 日から５月 31 日までの期間は、上記③の人数規模

を８人に拡大して支援を行うこととし、奥能登での自治労ボランティア支援活動につ

いては５月 31 日でもって一区切りとし終了する。 

   なお、活動計画（3/26 現在）において、珠洲市、輪島市を担当する県本部の割り当

てを行っていたが、活動計画（4/2 現在）において、＜表３＞の通り「能登町②」への

割り当てを行い、該当しない県本部については「派遣要請解除」とした。 

 ⑤ 県本部からの支援者（参加者）は、「土曜 16:00 頃 JR 新高岡駅に集合（16:08 発の

加越能バス・脇行に乗車）・氷見市の宿舎に移動→土曜夜引き継ぎ→日曜活動開始・土

曜活動終了→土曜夜引継ぎ→翌日曜帰郷」の「８泊９日」の活動サイクルを通しで参

加できる者（途中での交代は不可）とする。⇒＜表１＞参照 

 ⑥ 県本部からの支援者の人数は、＜表２＞の通り。 

   一巡までの間は、１回「１県本部＝１人」を基本単位とする。ただし、北信地連の

長野県本部と福井県本部、組合員２万人超の新潟県本部、東京都本部、神奈川県本部、

大阪府本部、兵庫県本部は「１県本部＝２人」を基本単位とする。 

   なお、３月 31 日から支援活動の人数規模が４人から８人に倍増すること、第７Ｇで

県本部の順番が一巡することを踏まえて、二巡目（第７Ｇ）以降は、１回「１県本部

＝２人」を基本単位に変更する（長野県本部、福井県本部も２人）。組合員２万人超の

新潟県本部、東京都本部、神奈川県本部、大阪府本部、兵庫県本部は、二巡目以降は

「１県本部＝４人」を基本単位とする。 

 

３．支援活動の概要と支援者の配置、ベースキャンプ運営 

 ① 上記の通り、ボランティア支援の要請を受けているのは七尾市と能登町で、支援活

動内容は＜表３＞の通り、総合支援窓口受付、ボランティアセンター運営（現地調査）、

給水車への補給作業、避難所運営などである。作業の進展に伴い、活動内容も変化し

得るため、変更が生じる場合は、都度、自治体との協議を行う。 

 ② 支援者の配置は、各県本部から提出される「派遣者名簿」の情報も参考に行う。 

 ③ 派遣する各県本部は、派遣を行う３日前＝毎週水曜日の正午までに必ず「派遣者名

簿」を本部に提出する。 

   派遣者については「８泊９日」の活動サイクルを通しで参加できる者（途中での交

代は不可）に限る。自治労のボランティア支援活動が、被災自治体の職員・組合員の

業務を支援することを主眼に置いていることや、今後の支援業務の内容の変更の可能

性等も考慮し、各県本部からの派遣者については、「可能な限り一般行政職」の組合員

（経験者も可）を人選いただくよう要請する。加えて、今回、現地での車での移動を

派遣者自身で行っていただくため、普通自動車・運転免許の保有者であることを必須

とする。なお、今回、宿舎の確保が大変厳しく、柔軟に対応することが難しいため（相

部屋が基本）、県本部からの派遣者は男性とする。 

 ④ ベースキャンプは第１Ｇと第２Ｇは「うみあかり」、第３Ｇ以降は「小境荘」(民宿)
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とし、北信地連事務局（富山県本部１人）または石川県本部（１人）、自治労本部（１

人）が共同で、その運営に当たる。石川県本部は、支援を行う被災自治体・単組およ

びベースキャンプとの連絡調整などの対応をはかる。 

  ※ 本部として北信地連に、運営に当たる役職員の配置を要請済み（運営に当たる役

職員については北信地連で取りまとめ。運賃（富山県本部は所在地からベースキャ

ンプまでの交通費）および動員日当など旅費、ボランティア保険の取扱いは、他の

支援者と同様とする）。 

 ⑤ ベースキャンプの立ち上げと運営は、本部と北信地連・富山県本部とが連携し対応

する。各週半ばに、本部・石川県本部・北信地連・ベースキャンプ事務局とのウェブ

会議を適宜開催し、状況・課題の把握、必要な対策について協議を行う。 

 ⑥ 現地で対応を行う自治労本部メンバーは、各総合局ごとに割振り・調整を行う。 

   必要に応じて、自治労サービス、自治労共済、自治総研などへの協力も要請する。 

 

４．交通手段について 

 ①各県から集合場所までの移動（第３Ｇ以降） 

  ア） 支援者は原則、集合場所までは、公共交通機関を利用のこと（起点となる県本

部所在地よりJR 新高岡駅下車、加越能バスの「小境」バス停までの運賃と動員日当

を、後日、県本部に送金）。 

   ※第１Ｇ、第２Ｇも同額の旅費を支払います。 

     事情により、公共交通機関によらず自家用車等で直接、宿泊施設まで移動の場

合は、「派遣者名簿」に自家用車利用の旨を必ず記載すること（この場合も、県本

部に送金する運賃は公共交通機関利用の場合と同額）。 

  イ） 支援者は宿舎に移動後、18:30目途に引継ぎ会議を行い、終了後19:00から食事。 

 

 ②ＪＲ新高岡駅と宿舎の移動（第３Ｇ以降） 

  ＜入り＞ 新高岡駅南口のバスターミナル２番のりばから、16:08発の加越能バス・脇

行に乗り、17:16「小境」バス停で下車。宿舎（小堺荘）まで徒歩３分で移動。 

   ※東京方面から新高岡駅に来る場合は、JR新高岡駅到着から、バスへの乗り換え時

間が５分しかありませんので、十分ご注意ください。バス会社からは乗り換えは比

較的わかりやすくスムーズだと言われていますが、よりスムーズに移動していただ

くために、北陸新幹線の８号車、９号車に乗られることをお勧めします。金沢方面

下り、東京方面上りともに、８号車後方に下りエスカレーターがあります。 

   ※新高岡駅の構内図、南口のバスのりばは、最終ページ参照。 

 

  ＜帰り＞ 宿舎から徒歩で「小境」バス停に乗車し、加越能バスでＪＲ新高岡駅また

はＪＲ高岡駅まで移動。 

   ※１）日曜朝の解散・帰郷となります。 

     ・バス停「小境」7:15発→バス停「新高岡駅」8:24 

 ⇒北陸新幹線「はくたか」（東京行）8:32発／「つるぎ」8:49発（敦賀行） 

     ・バス停「小境」8:38発→バス停「高岡駅前」9:26着＜乗換：徒歩5分＞バス停

「高岡駅南口」9:43発→「新高岡駅」9:51着 

 

 ⇒北陸新幹線「つるぎ」（東京行）10:09発／「はくたか」10:47発（金沢行）

～11:01金沢駅着＜乗換＞「つるぎ」11:05発（敦賀行） 

   ※２）第５Ｇ以降、能登町の避難所運営のシフトＡを担当する県本部の支援者（参

加者）は、日曜の午前10時頃に業務を終了し、その後に宿舎への移動等となる

ため、解散・帰郷の時刻は概ね14:00頃を予定しています。 

     ・バス停「小境」14:15発→バス停「新高岡駅」15:24 

 ⇒北陸新幹線「はくたか」15:55（富山行）発～16:04富山駅着＜乗換＞「か

がやき」16:17発（東京行）／「つるぎ」15:49発（敦賀行） 

     ・バス停「小境」14:55発→バス停「新高岡駅」16:02着 

 ⇒北陸新幹線「はくたか」（東京行）16:22発／「つるぎ」16:46発（敦賀行） 

   ※新高岡駅バスのりば、高岡駅前・高岡駅南口バスのりばは、最終ページ参照。 

 

 ③宿舎と支援拠点の間の移動 

   本部が手配するレンタカーを利用して移動（運転は派遣者が行う）。 

  ※移動ルート： 

    七尾市：宿舎→ 七尾市文化センター→ 七尾消防署付近（～4/19） 

        宿舎→ 七尾市文化センター（4/20～4/27） 

    能登町：宿舎→ 避難所・能都中学校（3/31～5/31）→ 松波中学校（4/28～5/31） 

 

５．宿舎・食事について（第３Ｇ以降） 

 ① 宿舎は、次の通り。県本部からの派遣者名簿を踏まえ、宿泊部屋等の振り分け。 

    氷見市「小境荘」 

      住所：富山県氷見市小境81番地  TEL：0766-78-1934 

      地図：http://kozakaisou.com/access.html 

    ※朝食、夕食付き（活動開始・終了時刻により具体対応を検討）。 

    ※寝具あり。入浴可（シャンプー、ボディーソープあり）。 

    ※浴衣、バスタオル、歯ブラシ等がありません。 

    ※部屋数が限られるため、相部屋となります。 

 

 ② 昼食は１日あたり1,000円を支給し、支援者が拠点近くのコンビニエンスストア等で

自己調達する（能登町避難所運営にあたる支援者は、避難所で提供される物を食べる

ことを基本とするが、現地状況の変更に応じて柔軟に対応する）。 

※ 支援者には、「能登半島地震・自治労ボランティア支援活動・活動計画」（てびき）を

現地で作成・配布する。 

 

６．支援者名簿の提出について（再掲） 

 ① 上記の通り、派遣する各県本部は、派遣を行う３日前＝毎週水曜日の正午までに必

ず「派遣者名簿」を本部に提出する。 

  ※派遣者には「派遣者名簿」登録の際に、運転免許証の写しを提出してもらうこと 

 ② 自治労のボランティア支援活動が、被災自治体の職員・組合員の業務を支援するこ

とを主眼に置いていることや、今後の支援業務の内容の変更の可能性等も考慮し、各
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とし、北信地連事務局（富山県本部１人）または石川県本部（１人）、自治労本部（１

人）が共同で、その運営に当たる。石川県本部は、支援を行う被災自治体・単組およ

びベースキャンプとの連絡調整などの対応をはかる。 

  ※ 本部として北信地連に、運営に当たる役職員の配置を要請済み（運営に当たる役

職員については北信地連で取りまとめ。運賃（富山県本部は所在地からベースキャ

ンプまでの交通費）および動員日当など旅費、ボランティア保険の取扱いは、他の

支援者と同様とする）。 

 ⑤ ベースキャンプの立ち上げと運営は、本部と北信地連・富山県本部とが連携し対応

する。各週半ばに、本部・石川県本部・北信地連・ベースキャンプ事務局とのウェブ

会議を適宜開催し、状況・課題の把握、必要な対策について協議を行う。 

 ⑥ 現地で対応を行う自治労本部メンバーは、各総合局ごとに割振り・調整を行う。 

   必要に応じて、自治労サービス、自治労共済、自治総研などへの協力も要請する。 

 

４．交通手段について 

 ①各県から集合場所までの移動（第３Ｇ以降） 

  ア） 支援者は原則、集合場所までは、公共交通機関を利用のこと（起点となる県本

部所在地よりJR 新高岡駅下車、加越能バスの「小境」バス停までの運賃と動員日当

を、後日、県本部に送金）。 

   ※第１Ｇ、第２Ｇも同額の旅費を支払います。 

     事情により、公共交通機関によらず自家用車等で直接、宿泊施設まで移動の場

合は、「派遣者名簿」に自家用車利用の旨を必ず記載すること（この場合も、県本

部に送金する運賃は公共交通機関利用の場合と同額）。 

  イ） 支援者は宿舎に移動後、18:30目途に引継ぎ会議を行い、終了後19:00から食事。 

 

 ②ＪＲ新高岡駅と宿舎の移動（第３Ｇ以降） 

  ＜入り＞ 新高岡駅南口のバスターミナル２番のりばから、16:08発の加越能バス・脇

行に乗り、17:16「小境」バス停で下車。宿舎（小堺荘）まで徒歩３分で移動。 

   ※東京方面から新高岡駅に来る場合は、JR新高岡駅到着から、バスへの乗り換え時

間が５分しかありませんので、十分ご注意ください。バス会社からは乗り換えは比

較的わかりやすくスムーズだと言われていますが、よりスムーズに移動していただ

くために、北陸新幹線の８号車、９号車に乗られることをお勧めします。金沢方面

下り、東京方面上りともに、８号車後方に下りエスカレーターがあります。 

   ※新高岡駅の構内図、南口のバスのりばは、最終ページ参照。 

 

  ＜帰り＞ 宿舎から徒歩で「小境」バス停に乗車し、加越能バスでＪＲ新高岡駅また

はＪＲ高岡駅まで移動。 

   ※１）日曜朝の解散・帰郷となります。 

     ・バス停「小境」7:15発→バス停「新高岡駅」8:24 

 ⇒北陸新幹線「はくたか」（東京行）8:32発／「つるぎ」8:49発（敦賀行） 

     ・バス停「小境」8:38発→バス停「高岡駅前」9:26着＜乗換：徒歩5分＞バス停

「高岡駅南口」9:43発→「新高岡駅」9:51着 

 

 ⇒北陸新幹線「つるぎ」（東京行）10:09発／「はくたか」10:47発（金沢行）

～11:01金沢駅着＜乗換＞「つるぎ」11:05発（敦賀行） 

   ※２）第５Ｇ以降、能登町の避難所運営のシフトＡを担当する県本部の支援者（参

加者）は、日曜の午前10時頃に業務を終了し、その後に宿舎への移動等となる

ため、解散・帰郷の時刻は概ね14:00頃を予定しています。 

     ・バス停「小境」14:15発→バス停「新高岡駅」15:24 

 ⇒北陸新幹線「はくたか」15:55（富山行）発～16:04富山駅着＜乗換＞「か

がやき」16:17発（東京行）／「つるぎ」15:49発（敦賀行） 

     ・バス停「小境」14:55発→バス停「新高岡駅」16:02着 

 ⇒北陸新幹線「はくたか」（東京行）16:22発／「つるぎ」16:46発（敦賀行） 

   ※新高岡駅バスのりば、高岡駅前・高岡駅南口バスのりばは、最終ページ参照。 

 

 ③宿舎と支援拠点の間の移動 

   本部が手配するレンタカーを利用して移動（運転は派遣者が行う）。 

  ※移動ルート： 

    七尾市：宿舎→ 七尾市文化センター→ 七尾消防署付近（～4/19） 

        宿舎→ 七尾市文化センター（4/20～4/27） 

    能登町：宿舎→ 避難所・能都中学校（3/31～5/31）→ 松波中学校（4/28～5/31） 

 

５．宿舎・食事について（第３Ｇ以降） 

 ① 宿舎は、次の通り。県本部からの派遣者名簿を踏まえ、宿泊部屋等の振り分け。 

    氷見市「小境荘」 

      住所：富山県氷見市小境81番地  TEL：0766-78-1934 

      地図：http://kozakaisou.com/access.html 

    ※朝食、夕食付き（活動開始・終了時刻により具体対応を検討）。 

    ※寝具あり。入浴可（シャンプー、ボディーソープあり）。 

    ※浴衣、バスタオル、歯ブラシ等がありません。 

    ※部屋数が限られるため、相部屋となります。 

 

 ② 昼食は１日あたり1,000円を支給し、支援者が拠点近くのコンビニエンスストア等で

自己調達する（能登町避難所運営にあたる支援者は、避難所で提供される物を食べる

ことを基本とするが、現地状況の変更に応じて柔軟に対応する）。 

※ 支援者には、「能登半島地震・自治労ボランティア支援活動・活動計画」（てびき）を

現地で作成・配布する。 

 

６．支援者名簿の提出について（再掲） 

 ① 上記の通り、派遣する各県本部は、派遣を行う３日前＝毎週水曜日の正午までに必

ず「派遣者名簿」を本部に提出する。 

  ※派遣者には「派遣者名簿」登録の際に、運転免許証の写しを提出してもらうこと 

 ② 自治労のボランティア支援活動が、被災自治体の職員・組合員の業務を支援するこ

とを主眼に置いていることや、今後の支援業務の内容の変更の可能性等も考慮し、各
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県本部からの派遣者については、「可能な限り一般行政職」の組合員（経験者も可）を

人選いただくよう要請する。 

   加えて、今回、現地での車での移動を派遣者自身で行っていただくため、普通自動

車・運転免許の保有者であることを必須とする。 

   なお、今回、宿舎の確保が大変厳しく、柔軟に対応することが難しいため（相部屋

が基本）、県本部からの派遣者は男性とする。 

 ③ 支援者は、必ず、運転免許証と健康保険証を持参のこと。 

 

以 上 

 

＜表１＞ 支援者（参加者）の活動期間 

 

新高岡駅バス

16:08→宿舎移

動→引継ぎ

19:30 

支援活動 

期間 
ﾁｪｯｸｱｳﾄ 支援者数 

第１Ｇ 3/3(日) 3/4(月) ～ 3/9(土) 3/10(日) 4 人(7 泊 8 日) 

第２Ｇ 3/9(土) 3/10(日) ～ 3/16(土) 3/17(日) 4 人(8 泊 9 日) 

第３Ｇ 3/16(土) 3/17(日) ～ 3/23(土) 3/24(日) 4 人(8 泊 9 日) 

第４Ｇ 3/23(土) 3/24(日) ～ 3/30(土) 3/31(日) 4 人(8 泊 9 日) 

第５Ｇ 3/30(土) 3/31(日) ～ 4/6(土) 4/7(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第６Ｇ 4/6(土) 4/7(日) ～ 4/13(土) 4/14(日) 8 人(8 泊 9 日) 
第７Ｇ 4/13(土) 4/14(日) ～ 4/20(土) 4/21(日) 8 人(8 泊 9 日) 
第８Ｇ 4/20(土) 4/21(日) ～ 4/27(土) 4/28(日) 8 人(8 泊 9 日) 
第９Ｇ 4/27(土) 4/28(日) ～ 5/4(土) 5/5(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 10Ｇ 5/4(土) 5/5(日) ～ 5/11(土) 5/12(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 11Ｇ 5/11(土) 5/12(日) ～ 5/18(土) 5/19(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 12Ｇ 5/18(土) 5/19(日) ～ 5/25(土) 5/26(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 13Ｇ 5/25(土) 5/26(日) ～ 5/31(金) 6/1(土) 8 人(7 泊 8 日) 

 ※１ 第３Ｇ以降の支援者は、 

JR新高岡駅から加越能バスに乗り「小境」バス停で下車、宿舎に移動。 

   ※東京方面から新高岡駅に来る場合は、JR新高岡駅到着から、バスへの乗り換え時間が５分

しかありませんので、十分ご注意ください。バス会社からは乗り換えは比較的わかりやす

くスムーズだと言われていますが、よりスムーズに移動していただくために、北陸新幹線

の８号車、９号車に乗られることをお勧めします。金沢方面下り、東京方面上りともに、

８号車後方に下りエスカレーターがあります。 

 

 ※２ 支援者は宿舎に移動後、18:30目途に引き継ぎ会議を行い、終了後19:00から食事。 

 ※３ 活動計画本文に記載の通り、七尾市への支援活動は４月27日をもって終了。 

 協議の結果、珠洲市、輪島市での支援活動は展開しないが、能登町の要請を踏ま

えて、第９Ｇ以降は能登町への支援規模を４人から８人に増やす。 

 ※４ 第１Ｇは、立ち上げのため、「７泊８日」と日程設定が短め。 

 ※５ 第13Ｇは、氷見ＢＣを設置できないため、「７泊８日」と日程設定が短め。 
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県本部からの派遣者については、「可能な限り一般行政職」の組合員（経験者も可）を

人選いただくよう要請する。 

   加えて、今回、現地での車での移動を派遣者自身で行っていただくため、普通自動

車・運転免許の保有者であることを必須とする。 

   なお、今回、宿舎の確保が大変厳しく、柔軟に対応することが難しいため（相部屋

が基本）、県本部からの派遣者は男性とする。 

 ③ 支援者は、必ず、運転免許証と健康保険証を持参のこと。 

 

以 上 

 

＜表１＞ 支援者（参加者）の活動期間 

 

新高岡駅バス

16:08→宿舎移

動→引継ぎ

19:30 

支援活動 

期間 
ﾁｪｯｸｱｳﾄ 支援者数 

第１Ｇ 3/3(日) 3/4(月) ～ 3/9(土) 3/10(日) 4 人(7 泊 8 日) 

第２Ｇ 3/9(土) 3/10(日) ～ 3/16(土) 3/17(日) 4 人(8 泊 9 日) 

第３Ｇ 3/16(土) 3/17(日) ～ 3/23(土) 3/24(日) 4 人(8 泊 9 日) 

第４Ｇ 3/23(土) 3/24(日) ～ 3/30(土) 3/31(日) 4 人(8 泊 9 日) 

第５Ｇ 3/30(土) 3/31(日) ～ 4/6(土) 4/7(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第６Ｇ 4/6(土) 4/7(日) ～ 4/13(土) 4/14(日) 8 人(8 泊 9 日) 
第７Ｇ 4/13(土) 4/14(日) ～ 4/20(土) 4/21(日) 8 人(8 泊 9 日) 
第８Ｇ 4/20(土) 4/21(日) ～ 4/27(土) 4/28(日) 8 人(8 泊 9 日) 
第９Ｇ 4/27(土) 4/28(日) ～ 5/4(土) 5/5(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 10Ｇ 5/4(土) 5/5(日) ～ 5/11(土) 5/12(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 11Ｇ 5/11(土) 5/12(日) ～ 5/18(土) 5/19(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 12Ｇ 5/18(土) 5/19(日) ～ 5/25(土) 5/26(日) 8 人(8 泊 9 日) 

第 13Ｇ 5/25(土) 5/26(日) ～ 5/31(金) 6/1(土) 8 人(7 泊 8 日) 

 ※１ 第３Ｇ以降の支援者は、 

JR新高岡駅から加越能バスに乗り「小境」バス停で下車、宿舎に移動。 

   ※東京方面から新高岡駅に来る場合は、JR新高岡駅到着から、バスへの乗り換え時間が５分

しかありませんので、十分ご注意ください。バス会社からは乗り換えは比較的わかりやす

くスムーズだと言われていますが、よりスムーズに移動していただくために、北陸新幹線

の８号車、９号車に乗られることをお勧めします。金沢方面下り、東京方面上りともに、

８号車後方に下りエスカレーターがあります。 

 

 ※２ 支援者は宿舎に移動後、18:30目途に引き継ぎ会議を行い、終了後19:00から食事。 

 ※３ 活動計画本文に記載の通り、七尾市への支援活動は４月27日をもって終了。 

 協議の結果、珠洲市、輪島市での支援活動は展開しないが、能登町の要請を踏ま

えて、第９Ｇ以降は能登町への支援規模を４人から８人に増やす。 

 ※４ 第１Ｇは、立ち上げのため、「７泊８日」と日程設定が短め。 

 ※５ 第13Ｇは、氷見ＢＣを設置できないため、「７泊８日」と日程設定が短め。 
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＜表２＞ 各県本部の順番 

輪番 県本部 １巡目 ２巡目以降 輪番 県本部 １巡目 ２巡目以降

１ 長野 2 人 2 人 １４ 茨城 1 人 2 人 

２ 福井 2 人 2 人 １５ 山梨 1 人 2 人 

３ 岩手 1 人 2 人 １６ 岐阜 1 人 2 人 

４ 宮城 1 人 2 人 １７ 新潟 2 人 4 人 

５ 福島 1 人 2 人 １８ 静岡 1 人 2 人 

６ 栃木 1 人 2 人 １９ 愛知 1 人 2 人 

７ 大阪 2 人 4 人 ２０ 広島 1 人 2 人 

８ 兵庫 2 人 4 人 ２１ 岡山 1 人 2 人 

９ 東京 2 人 4 人 ２２ 滋賀 1 人 2 人 

１０ 神奈川 2 人 4 人 ２３ 京都 1 人 2 人 

１１ 群馬 1 人 2 人 ２４ 奈良 1 人 2 人 

１２ 埼玉 1 人 2 人 ２５ 社保 1 人 2 人 

１３ 千葉 1 人 2 人     

 ※一巡した場合は、１番に戻る。 

 ※二巡目以降は、活動規模の拡大を踏まえて、１県本部を２人とする（２万人以上県本

部は４人）。 

 ※派遣する各県本部は、派遣を行う３日前＝毎週水曜日の正午までに必ず「派遣者名簿」

を本部に提出する。各県本部への要請期間および人数は＜表３＞を参照のこと。 
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＜表２＞ 各県本部の順番 

輪番 県本部 １巡目 ２巡目以降 輪番 県本部 １巡目 ２巡目以降

１ 長野 2 人 2 人 １４ 茨城 1 人 2 人 

２ 福井 2 人 2 人 １５ 山梨 1 人 2 人 

３ 岩手 1 人 2 人 １６ 岐阜 1 人 2 人 

４ 宮城 1 人 2 人 １７ 新潟 2 人 4 人 

５ 福島 1 人 2 人 １８ 静岡 1 人 2 人 

６ 栃木 1 人 2 人 １９ 愛知 1 人 2 人 

７ 大阪 2 人 4 人 ２０ 広島 1 人 2 人 

８ 兵庫 2 人 4 人 ２１ 岡山 1 人 2 人 

９ 東京 2 人 4 人 ２２ 滋賀 1 人 2 人 

１０ 神奈川 2 人 4 人 ２３ 京都 1 人 2 人 

１１ 群馬 1 人 2 人 ２４ 奈良 1 人 2 人 

１２ 埼玉 1 人 2 人 ２５ 社保 1 人 2 人 

１３ 千葉 1 人 2 人     

 ※一巡した場合は、１番に戻る。 

 ※二巡目以降は、活動規模の拡大を踏まえて、１県本部を２人とする（２万人以上県本

部は４人）。 

 ※派遣する各県本部は、派遣を行う３日前＝毎週水曜日の正午までに必ず「派遣者名簿」

を本部に提出する。各県本部への要請期間および人数は＜表３＞を参照のこと。 

 



 

＜表３＞ 各自治体での支援活動および各県本部の配置 【赤字が前回 4/2 からの主な変更箇所です】 

 入り 活動開始  活動終了 帰り 七尾市① 七尾市② 能登町① 能登町② 派遣要請解除 

      

Ａ）給水車への 

水の補給作業 

(2 人) 

＜七尾市消防署 

付近＞ 

Ｂ）第６～８Ｇ：

ボランティアセ

ンター運営(2 人)

＜七尾市文化ホ

ール＞ 
 

第１～５Ｇ 

総合支援窓口 

受付業務(2 人) 

＜ﾊﾟﾄﾘｱ４Ｆ＞ 

Ｃ）避難所運営（4人） 

＜能都中学校(24 時間体制)＞ 

Ｄ）避難所運営（4人） 

＜松波中学校(24 時間体制)＞ 

 

シフトＡ（2人）

日・火・木・土 

シフトＢ（2人） 

月・水・金 

(別途、日曜に送迎、

土曜に次のＧへの引

継ぎ対応の業務あり)

シフトＡ（2人） 

日・火・木・土 

シフトＢ（2人） 

月・水・金 

(別途、日曜に送迎、

土曜に次のＧへの引

継ぎ対応の業務あり)

第１Ｇ 3/3(日) 3/4(月) ～ 3/9(土) 3/10(日) 長野(2) 福井(2)      

第２Ｇ 3/9(土) 3/10(日) ～ 3/16(土) 3/17(日) 〃 〃      

第３Ｇ 3/16(土) 3/17(日) ～ 3/23(土) 3/24(日) 宮城(1) 栃木(1) 岩手(1) 福島(1)      

第４Ｇ 3/23(土) 3/24(日) ～ 3/30(土) 3/31(日) 大阪(2) 兵庫(2)      

第５Ｇ 3/30(土) 3/31(日) ～ 4/6(土) 4/7(日) 埼玉(1) 千葉(1) 群馬(1) 茨城(1) 東京(2) 神奈川(2)    

第６Ｇ 4/6(土) 4/7(日) ～ 4/13(土) 4/14(日) 山梨(1) 岐阜(1) 静岡(1) 愛知(1) 新潟(2) 広島(1) 岡山(1)    

第７Ｇ 4/13(土) 4/14(日) ～ 4/20(土) 4/21(日) 奈良(1) 社保(1) 滋賀(1) 京都(1)  長野(2)    

第８Ｇ 4/20(土) 4/21(日) ～ 4/27(土) 4/28(日)  岩手(2) 栃木(2) 福 宮城(2)    

第９Ｇ 4/27(土) 4/28(日) ～ 5/4(土) 5/5(日)   兵庫Ａ(2) 兵庫Ｂ(2) 神奈川Ａ(2) 神奈川Ｂ(2) 大阪(4) 

第 10Ｇ 5/4(土) 5/5(日) ～ 5/11(土) 5/12(日)   群馬(2) 埼玉(2) 岐阜(2) 千葉(2) 茨城(2) 山梨(2) 

第 11Ｇ 5/11(土) 5/12(日) ～ 5/18(土) 5/19(日)   新潟Ａ(2) 新潟Ｂ(2) 愛知(2) 広島(2) 静岡(2) 岡山(2) 

第 12Ｇ 5/18(土) 5/19(日) ～ 5/25(土) 5/26(日)   福井(2) 長野(2) 滋賀(2) 社保(2) 奈良(2) 京都(2) 

第 13Ｇ 5/25(土) 5/26(日) ～ 5/31(金) 6/1(土)   宮城(2) 岩手(2) 大阪Ａ(2) 大阪Ｂ(2) 福島(2) 栃木(2) 

※１）県本部の順番が一巡する第７Ｇ以降は「１県本部＝２人」を基本単位に変更（２万人以上の県本部は４人）。県本部横の括弧内は派遣要請の人数。 

※２）第１・２Ｇは「うみあかり」、第３Ｇ以降は「小境荘」を宿泊地・ベースキャンプとする。ベースキャンプから支援拠点までは支援者がレンタカーを運転して移動。 

※３）七尾市の給水車への補水業務の拠点は、3/31 から七尾市消防署付近の消火栓に変更（3/4～3/17 フラワーパーク付近、3/18～3/30 高田ふれあい公園付近）。なお、補水業務は第７Ｇ・4/19 で終了。 

※４）七尾市の総合支援窓口受付業務への支援は第５Ｇ・4/4 で終了。第６Ｇ・4/7 以降は七尾市ボランティアセンター運営業務（現地調査）を行う。第８Ｇは２人から４人体制に変更。 

※５）能登町との協議を踏まえ、避難所運営を 24 時間体制で担う。第５～８Ｇは１ヵ所（能都中学校）、第９Ｇからは２ヵ所（松波中学校を追加）を運営する。 

 シフトＡ・シフトＢに分けての対応となるため、上記＜表３＞の通り、避難所運営のシフトを担当する県本部の指定を行った（シフトＡとシフトＢとで避難所運営にあたる日数が違う点については、

１週間・週７日間・４人を２チームに分け・交代で担うため、やむを得ない対応であることをご理解ください）。能登町・避難所運営シフトＡを担当する県本部支援者（参加者）は、業務終了が日曜の

午前 10 時頃、その後、宿舎まで移動等の後の帰郷となるため、他の支援者とは異なり解散・帰郷の時刻が午後になることに留意。 

※６）珠洲市、輪島市、穴水町については自治体との調整・協議の結果、自治労として支援活動を行わないことを確認。要請を踏まえ、能登町は第９Ｇ以降、支援規模を４人から８人に倍増する。 

 このことに伴い、3/26 活動計画＜表３＞で珠洲市・輪島市に割り振っていた県本部を、改めて、上記の通り、第９Ｇ以降・同じグループ間で「能登町②」と「派遣要請解除」に割り振りをし直した。 

※７）奥能登での自治労ボランティア支援活動は５月末をもって一区切りとして終了する。 

七尾市での活動終了 
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＜表３＞ 各自治体での支援活動および各県本部の配置 【赤字が前回 4/2 からの主な変更箇所です】 

 入り 活動開始  活動終了 帰り 七尾市① 七尾市② 能登町① 能登町② 派遣要請解除 

      

Ａ）給水車への 

水の補給作業 

(2 人) 

＜七尾市消防署 

付近＞ 

Ｂ）第６～８Ｇ：

ボランティアセ

ンター運営(2 人)

＜七尾市文化ホ

ール＞ 
 

第１～５Ｇ 

総合支援窓口 

受付業務(2 人) 

＜ﾊﾟﾄﾘｱ４Ｆ＞ 

Ｃ）避難所運営（4人） 

＜能都中学校(24 時間体制)＞ 

Ｄ）避難所運営（4人） 

＜松波中学校(24 時間体制)＞ 

 

シフトＡ（2人）

日・火・木・土 

シフトＢ（2人） 

月・水・金 

(別途、日曜に送迎、

土曜に次のＧへの引

継ぎ対応の業務あり)

シフトＡ（2人） 

日・火・木・土 

シフトＢ（2人） 

月・水・金 

(別途、日曜に送迎、

土曜に次のＧへの引

継ぎ対応の業務あり)

第１Ｇ 3/3(日) 3/4(月) ～ 3/9(土) 3/10(日) 長野(2) 福井(2)      

第２Ｇ 3/9(土) 3/10(日) ～ 3/16(土) 3/17(日) 〃 〃      

第３Ｇ 3/16(土) 3/17(日) ～ 3/23(土) 3/24(日) 宮城(1) 栃木(1) 岩手(1) 福島(1)      

第４Ｇ 3/23(土) 3/24(日) ～ 3/30(土) 3/31(日) 大阪(2) 兵庫(2)      

第５Ｇ 3/30(土) 3/31(日) ～ 4/6(土) 4/7(日) 埼玉(1) 千葉(1) 群馬(1) 茨城(1) 東京(2) 神奈川(2)    

第６Ｇ 4/6(土) 4/7(日) ～ 4/13(土) 4/14(日) 山梨(1) 岐阜(1) 静岡(1) 愛知(1) 新潟(2) 広島(1) 岡山(1)    

第７Ｇ 4/13(土) 4/14(日) ～ 4/20(土) 4/21(日) 奈良(1) 社保(1) 滋賀(1) 京都(1) 福井(2) 長野(2)    

第８Ｇ 4/20(土) 4/21(日) ～ 4/27(土) 4/28(日)  岩手(2) 栃木(2) 福島(2) 宮城(2)    

第９Ｇ 4/27(土) 4/28(日) ～ 5/4(土) 5/5(日)   兵庫Ａ(2) 兵庫Ｂ(2) 神奈川Ａ(2) 神奈川Ｂ(2) 大阪(4) 

第 10Ｇ 5/4(土) 5/5(日) ～ 5/11(土) 5/12(日)   群馬(2) 埼玉(2) 岐阜(2) 千葉(2) 茨城(2) 山梨(2) 

第 11Ｇ 5/11(土) 5/12(日) ～ 5/18(土) 5/19(日)   新潟Ａ(2) 新潟Ｂ(2) 愛知(2) 広島(2) 静岡(2) 岡山(2) 

第 12Ｇ 5/18(土) 5/19(日) ～ 5/25(土) 5/26(日)   福井(2) 長野(2) 滋賀(2) 社保(2) 奈良(2) 京都(2) 

第 13Ｇ 5/25(土) 5/26(日) ～ 5/31(金) 6/1(土)   宮城(2) 岩手(2) 大阪Ａ(2) 大阪Ｂ(2) 福島(2) 栃木(2) 

※１）県本部の順番が一巡する第７Ｇ以降は「１県本部＝２人」を基本単位に変更（２万人以上の県本部は４人）。県本部横の括弧内は派遣要請の人数。 

※２）第１・２Ｇは「うみあかり」、第３Ｇ以降は「小境荘」を宿泊地・ベースキャンプとする。ベースキャンプから支援拠点までは支援者がレンタカーを運転して移動。 

※３）七尾市の給水車への補水業務の拠点は、3/31 から七尾市消防署付近の消火栓に変更（3/4～3/17 フラワーパーク付近、3/18～3/30 高田ふれあい公園付近）。なお、補水業務は第７Ｇ・4/19 で終了。 

※４）七尾市の総合支援窓口受付業務への支援は第５Ｇ・4/4 で終了。第６Ｇ・4/7 以降は七尾市ボランティアセンター運営業務（現地調査）を行う。第８Ｇは２人から４人体制に変更。 

※５）能登町との協議を踏まえ、避難所運営を 24 時間体制で担う。第５～８Ｇは１ヵ所（能都中学校）、第９Ｇからは２ヵ所（松波中学校を追加）を運営する。 

 シフトＡ・シフトＢに分けての対応となるため、上記＜表３＞の通り、避難所運営のシフトを担当する県本部の指定を行った（シフトＡとシフトＢとで避難所運営にあたる日数が違う点については、

１週間・週７日間・４人を２チームに分け・交代で担うため、やむを得ない対応であることをご理解ください）。能登町・避難所運営シフトＡを担当する県本部支援者（参加者）は、業務終了が日曜の

午前 10 時頃、その後、宿舎まで移動等の後の帰郷となるため、他の支援者とは異なり解散・帰郷の時刻が午後になることに留意。 

※６）珠洲市、輪島市、穴水町については自治体との調整・協議の結果、自治労として支援活動を行わないことを確認。要請を踏まえ、能登町は第９Ｇ以降、支援規模を４人から８人に倍増する。 

 このことに伴い、3/26 活動計画＜表３＞で珠洲市・輪島市に割り振っていた県本部を、改めて、上記の通り、第９Ｇ以降・同じグループ間で「能登町②」と「派遣要請解除」に割り振りをし直した。 

※７）奥能登での自治労ボランティア支援活動は５月末をもって一区切りとして終了する。 
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⾃治労発2024第(⾃動採番)号
(⾃動設定)

全⽇本⾃治団体労働組合
中央執⾏委員⻑  ⽯上 千博

（総合企画総務局）

各県本部委員⻑様
各地連議⻑様
各監査委員様

第166回中央委員会の開催について（その３）
※発⾔予定・発⾔要旨の事前登録のお願いについて

 連⽇の取り組みに敬意を表します。
 第166回中央委員会の議案書および⼀般経過報告書につきましては、５⽉13⽇（⽉）に
産別ネットにデータをアップする予定となります。
 ウェブ開催につき、円滑な議事進⾏とするため、昨年の同様に本中央委員会につきまして
も、下記の通り、「発⾔予定・発⾔要旨の事前登録」を⾏うことといたします。内容をご確
認いただき、ご協⼒をお願いします。
 

記
 
１．発⾔予定・発⾔要旨の事前登録について
 本中央委員会においては、議案数が多く、できるだけ多くの中央委員の発⾔の機会を確保
する観点から、「発⾔予定・発⾔要旨の事前登録」を採⽤いたします（※定期⼤会で採⽤し
ている「質疑の事前エントリー」とは異なり、全体の発⾔予定数を予め把握することを⽬的
として⾏うものです）。
 以下についてご確認の上、事前の登録をお願いします。
 
【登録の⽅法】
 議案および各報告に関して、発⾔を予定する県本部は、キントーンへ登録をお願いしま
す。
①議案および報告に関する発⾔予定の内容について、ご登録ください。
②議案/報告の種別ごとに、発⾔の要旨・ポイントについて簡潔にご記⼊ください。
  記⼊例）◆第●号議案︓以下２点について発⾔予定
       ・会計年度任⽤職員の処遇改善について
       ・第27回参議院選挙闘争の推進について
      
      ◆経過報告︓以下の点について発⾔予定
       ・2024春闘の取り組みについて
 
【留意事項】
①事前登録がない場合にも、中央委員会当⽇の発⾔は当然に認められるものですが、円滑な
議事進⾏のため、可能な限り、登録いただきますようお願いいたします。
②発⾔時間は１⼈５分を基本、最⼤７分としていますが、発⾔予定が多い場合には発⾔時間
の短縮をお願いする可能性もありますので、ご了承ください。
③発⾔順のご希望は受け付けられませんのでご了承ください。
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以上

 
【登録締め切り】
 ５⽉20⽇（⽉）17︓00
 
＜発⾔予定･発⾔要旨の事前登録⽤キントーン＞
  https://jichiro.cybozu.com/k/691/
 
２．問い合わせ
 総合企画総務局（企画担当）
 TEL︓03-3263-0263    mail︓kikaku@jichiro.gr.jp 
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